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令和４年度行政監査結果報告

第１ 監査の実施期間

令和4年11月16日（水）から令和5年3月22日（水）まで

第２ 監査の対象

１ 監査のテーマ

区が締結している協定について

２ 対象事務

令和4年10月1日現在、区が法人、個人、その他の団体等と締結している協定

３ 対象部局（課）

対象事務に掲げる協定を所管している部局（課）

第３ 監査の基本方針

区政を取り巻く多くの行政課題に対応するためには、行政の力だけで全てを賄

うことは難しく、区を取り巻く様々な団体等との協働が欠かせないものとなって

いる。この協働に当たり、区が各団体等と協定（覚書を含む。）を締結し、施策

を展開しているものも少なくない。

また、災害対策に関する協定など、地方自治体同士で締結している協定も存在

する。

このほか、一の団体との多岐にわたる内容の協力を定めた包括連携協定や、公

害防止協定のように一定の規制を設けるものなど、協定と言っても内容は千差万

別である。

区も、行政課題に対応して様々な協定を締結しているが、その全体像は必ずし

も明らかになっていない。そこで、現在区が締結している協定がどのくらいあ

り、どの程度機能しているのか等を検証することにより、今後とも区政に有用な

協定が適切に締結、運用されることを目的に監査を実施した。

第４ 監査の着眼点

１ 協定の内容は明確にされているか。

２ 協定の実効性は担保されているか。

３ 協定に基づきどのような活動が行われているか。

４ 必要に応じて見直しが行われているか。

第５ 監査の実施方法

関係部局（課）に対して調査票及び関係資料の提出を求めるとともに、その内

容を精査のうえ質問を行い、回答を得る方法により実施した。
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第６ 調査の結果

１ 協定の締結状況について

⑴ 調査対象

令和 4 年 10 月 1 日現在、区が法人、個人、その他の団体等と締結している

協定（覚書を含む。）について、調査票による調査を行い、併せて協定書原

本の提出を求めた。ただし、次に掲げるものは対象外とした。

① 契約に基づくもの（変更契約を締結するほどではない軽微な変更などに

用いられる覚書など。）

② 指定管理者との指定管理業務に係るもの（指定管理業務に関わらない災

害協定などは調査対象。）

③ 土地、工作物等に関する合意に係るもの（建築協定、相隣関係の境界画

定など。）

④ 労働基準法の規定に基づく労使協定

調査に当たっては、同一の内容の協定を複数の相手方と締結している場合

は、まとめて回答できることとした。ただし、協定書原本について、全ての

提出を求めた。

⑵ 協定数

調査に基づき回答のあった協定は、777 件あった。所管する部局別にする

と、次表のとおりとなった。

協定数が最も多いのは総務部で、51％を占める。これは、数の多い災害対

策に関する協定の大多数（342 件）を総務部防災危機管理課が所管しているた

めである。このうち、民有井戸の所有者と締結している「災害時における区

民の生活用水確保のための手動式ポンプ設置に関する協定」だけで192件にの

ぼる。

回答のあった協定は、「参考資料（区が締結している協定一覧）」のとお

りである。

なお、「第７ 監査の結果」の「指摘事項」にあるとおり、区が保管すべ

き協定書の原本を紛失していたものがあった。ただし、いずれも、協定書の

部局名 件数 部局名 件数

企画部 20 健康福祉部 15

総務部 395 環境部 20

区民部 17 都市基盤部 110

子ども教育部 105 まちづくり推進部 36

地域支えあい推進部 49 教育委員会事務局 10

計 777
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写しや電子データを保有するなど、内容は把握されていた。

⑶ 区の条例等で定められた協定

区の条例、規則、要綱には、区に協定や覚書の締結を義務づけていたり、

締結することができる旨の規定を設けているものがある。調査対象とした協

定のうち、それらに基づき締結された協定は、おおむね次表のとおりであっ

た。このほか、補助金交付要綱に、補助条件として協定の締結を規定してい

るものがある。

⑷ 協定の分類等

① 協定の内容について

回答のあった協定について、その主な内容によって分類すると、次表の

協定の名称 根拠条例等

地域支えあい活動の実施に係る個人情報

の取扱いに関する協定書

中野区地域支えあい活動の

推進に関する条例

中野区の事業用地の取得及び中野区土地

開発公社の業務運営に関する協定書

中野区事業用地取得事務規

則

職員の派遣に関する協定書 中野区民間企業派遣研修実

施要綱

災害時における区民の生活用水確保のた

めの手動式ポンプ設置に関する協定

災害時における生活用水確

保のための手動式ポンプ設

置に関する要綱

地下貯水槽の設置及び維持管理に関する

協定書

中野区地下貯水槽の設置及

び管理に関する要綱

防災資材倉庫の設置及び維持管理に関す

る協定書

中野区防災資材倉庫の設置

及び管理に関する要綱

雪害時における緊急対策業務に関する覚

書

中野区雪害対策実施要綱

カラー舗装に関する維持管理協定書 中野区道路カラー舗装工事

取扱要綱

中野区木造住宅耐震診断の実施に関する

協定書

中野区木造住宅等耐震診断

士及び耐震改修施工者登録

要綱

中野区住み替え支援事業にかかる事業協

力に関する協定書

中野区住み替え住宅の情報

の提供に関する要綱

中野区住宅確保要配慮者入居支援事業の

実施に関する協定書

中野区あんしんすまいパッ

ク補助金交付要綱
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とおりとなった。

「災害対策に係るもの」が最も多く、374 件（48％）となっている。ま

た、事業に係る「土木、建築、まちづくりに係るもの」「高齢者等の見守

りに係るもの」「その他事業に係るもの」とを合計すると311件（40％）で

ある。

災害対策に関しては、災害対策基本法第8条第2項に、災害の発生を予防

し、又は災害の拡大を防止するため、特に実施に努めなければならない事

項として、「地方公共団体の相互応援、広域避難及び広域一時滞在に関す

る協定並びに民間の団体の協力の確保に関する協定の締結に関する事項」

があり、いざというときのための協定の重要性がうかがえる。区では、同

項の改正により当該規定が設けられる以前から、災害対策に関する協定を

広く締結している。

「包括的に定めたもの」として分類したものは次表に掲げる 15 件の協定

である。ある一定の範囲について、具体的な業務を定めずに協力すること

等を定めたものについて、包括的に定めた協定として集計した。

内容 件数

包括的に定めたもの 15

災害対策に係るもの 374

職員派遣に係るもの 22

施設等の管理運営に係るもの 44

費用負担に係るもの 11

土木、建築、まちづくりに係るもの 66

高齢者等の見守りに係るもの 17

その他事業に係るもの 228

計 777

協定の名称 協定の相手方

中野区とトヨタモビリティ東京株式会社

及びトヨタモビリティサービス株式会社

との地域活性化包括連携協定

３者協定：トヨタモビリテ

ィ東京株式会社、トヨタモ

ビリティサービス株式会社

中野区と株式会社セブン-イレブン・ジャ

パンとの地域活性化包括連携協定

株式会社セブン-イレブ

ン・ジャパン

中野区と明治大学との相互協力に関する

基本協定書

明治大学

中野区と東京工芸大学との相互協力に関

する基本協定書

東京工芸大学

中野区と帝京平成大学との相互協力に関

する基本協定書

帝京平成大学
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② 協定期間について

回答のあった協定について、その期間よって分類すると、次表のとおり

となった。

「期間の定めがないもの」「期間を定めているが自動延長規定があるも

の」を合計すると 621 件（80％）にのぼる。

期間を定めている協定（自動延長等のないもの）110 件のうち、その期間

を1年未満としている協定は3件のみであり、多くは数年間を協定期間とし

中野区と新渡戸文化短期大学との相互協

力に関する基本協定書

新渡戸文化短期大学

中野区と国際短期大学との相互協力に関

する基本協定書

国際短期大学

中野区とこども教育宝仙大学との相互協

力に関する基本協定書

こども教育宝仙大学

姉妹提携協定書 田村市

青森市・中野区 交流連携協定書 青森市

危険ドラッグ対策等に関する覚書 ５者協定：警視庁中野警察

署、警視庁野方警察署、公

益社団法人東京都宅地建物

取引業協会中野区支部、公

益社団法人全日本不動産協

会東京都本部中野杉並支部

中野区における治安向上の取組みに関す

る覚書

３者協定：警視庁中野警察

署、警視庁野方警察署

中野区と日本マイクロソフト株式会社と

のＤＸ推進連携協定

日本マイクロソフト株式会

社

中野区町会連合会と中野区の協働による

まちづくりパートナーシップ協定書

中野区町会連合会

まちづくり推進のための連携協力に関す

る覚書

独立行政法人都市再生機構

期間 件数

期間の定めがないもの 440

期間を定めているもの（以下に該当するものを除く） 110

期間を定めているが自動延長規定があるもの 181

毎年同様の協定を反復して締結しているもの 34

何らかの別の定めに基づく年度協定等 12

計 777
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ている。

他方、期間を定めているものであっても、協定の対象となる物件が存続

する期間とするなど、明示的に期間の終期を定めておらず、かつ、その期

間が相当長期にわたると想定される次のような協定も存在する。

なお、調査に対する各部局からの回答において、協定の有効期間を「協

定締結日から1年間」としているものの末日について、協定締結日の1年後

の同日の前日と認識しているものと、1 年後の同日と認識しているものとが

見受けられた。期間計算については、民法では、期間が午前零時から始ま

るときを除き、期間の初日は算入せず、起算日に応答する日の前日に満了

することとされている。

③ 協定の内容と協定期間との相関について

協定の内容と、協定の期間について併せて集計すると、次表のとおりと

なった。

災害対策に係るものは、期間の定めのないものと自動延長の規定がある

協定の名称 有効期間の終期

中野区の事業用地の取得及び中野区土地開

発公社の業務運営に関する協定書

土地開発公社解散の日

東中野駅西口連絡通路管理協定書 連絡通路が存続するまで

落合地下通路に関する維持管理協定書 通路の存続中

アトレヴィ東中野の附置義務自転車駐車場

に関する協定書

地下駐車場が存続する期

間

中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に係

る道路一体建物に関する協定書

道路の存する期間

内容＼期間

定
め
な
し

定
め
あ
り

自
動
延
長

反
復
締
結

年
度
協
定

計

包括的に定めたもの 5 1 9 0 0 15

災害対策に係るもの 281 9 84 0 0 374

職員派遣に係るもの 2 19 0 1 0 22

施設等の管理運営に係るもの 19 14 9 1 1 44

費用負担に係るもの 2 0 3 6 0 11

土木、建築、まちづくりに係るもの 28 22 6 0 10 66

高齢者等の見守りに係るもの 2 0 15 0 0 17

その他事業に係るもの 101 45 55 26 1 228

計 440 110 181 34 12 777
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ものを合わせると365件（98％）となっている。一方、土木、建築、まちづ

くりに係るものは、期間の定めがあるものが 22 件（33％）である。また、

費用負担に係るものは、反復して締結しているものが6件（55％）である。

④ 協定の相手方の数について

通常の協定は、1 対 1 の 2 者で締結されるが、3 者やそれ以上で締結する

協定もある。3 者以上で締結している協定は 66 件あり、そのうち最多のも

のは、以下に掲げる 25 者協定である。

このほか、協定締結者が多い協定は、他区の全部又は一部を含んだ協定

が多く、10 者以上の協定は全て該当する。他区を含まない協定で協定締結

者が多いものは、以下のとおりである。

⑤ 協定の相手方について

協定の名称 協定締結者

災害時におけるし尿の処理、処分

等に関する協定

25 者協定：他区、東京二十三区清

掃一部事務組合、株式会社京葉興業

災害時におけるし尿の処理、処分

等に関する協定

25 者協定：他区、東京二十三区清

掃一部事務組合、株式会社太陽油化

災害時における災害廃棄物の処

理、処分等に関する協定

25 者協定：他区、東京二十三区清

掃一部事務組合、一般社団法人東京

都中小建設業協会

災害時における災害廃棄物の処

理、処分等に関する協定

25 者協定：他区、東京二十三区清

掃一部事務組合、一般社団法人東京

都産業資源循環協会

協定の名称 協定締結者

路面下空洞復旧に関する覚書 ８者協定：東京都水道局西部支所、

東京都下水道局西部第一下水道事務

所、東日本電信電話株式会社東京事

業部設備部、東京電力パワーグリッ

ド株式会社東京総支社、東京ガス株

式会社中央導管ネットワークセンタ

ー、東京地下鉄株式会社土木事務

所、西武鉄道株式会社

中野駅新北口駅前エリア拠点施設

整備の事業化推進に関する基本協

定書

６者協定：野村不動産株式会社、東

急不動産株式会社、住友商事株式会

社、ヒューリック株式会社、東日本

旅客鉄道株式会社
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協定の相手方は多岐にわたるが、最も多い相手方は東京都（局や都立学

校、警察署等を含む。）で、97 件であった。東京都以外の行政機関は 45 件

で、合わせると 136 件（重複 6 件）（18％）となった。

２ 着眼点ごとの調査結果について

⑴ 協定の内容は明確にされているか。

① 協定の概要、目的について

回答のあった 777 件全ての協定について、その概要や目的が記載されて

いた。このうち、他の地方自治体との連携協定（田村市、青森市）は、具

体的な定めを置いていないが、そもそも連携関係の発展を目的とした宣言

という意味合いが強いことから、個別事業については別途何らかの取決め

を行うことを想定しているものと思われる。なお、「災害時における相互

応援に関する協定書」は、田村市、青森市ともに締結されていた。

② 協定書の名称について

回答のあった協定のうち、協定の名称が、単に「協定書」や「覚書」で

あったものが 19 件あった。また、そのほかにも「基本協定書」や「令和 4

年度協定書」など、名称からは協定の内容がわからないものが見られた。

⑵ 協定の実効性は担保されているか。

① 協定の相手方の把握について

調査において、協定の相手方の連絡先を把握しているかを尋ねた。その

結果、次表に掲げる協定以外については、何らかの形で協定の相手方の連

絡先を把握しているとの回答であった。次表の協定についても、協定の内

容から特に不要なものか、相互に連絡が取れる状況にある相手方であると

思われる。

協定の名称 協定の相手方

姉妹提携協定書 田村市

青森市・中野区 交流連携協定書 青森市

特別区災害時相互協力及び相互支援に関す

る協定

23 者協定：他区

災害時の物資供給及び街頭消火器の設置協

力に関する覚書

株式会社セブン-イレブ

ン・ジャパン

危険ドラッグ対策等に関する覚書 ５者協定：警視庁中野警察

署、警視庁野方警察署、公

益社団法人東京都宅地建物

取引業協会中野区支部、公
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しかしながら、協定の相手方の連絡先を把握しているとされた協定の中

には、協定の相手方の存在が確認できなかったものが見受けられた。

② 署名若しくは押印について

協定書は、相互に合意した内容を文書化して、証明としての効力を持た

せるものである。調査した協定については、代表者の署名若しくは記名押

印（一部は署名押印）の形式により、その効力を持たせていた。

しかしながら、記名のみで署名や押印が行われていないものが見受けら

れた。

⑶ 協定に基づきどのような事項が実施されているか。

協定に基づいて実施した事項について調査を行った。協定を締結して間も

ないもの、包括的な協定や災害対策、維持管理に係る協定を除き、ほぼ全て

の協定において、何らかの事項が実施されていた。

しかし、災害対策に関する協定でも、平常時、定期に行う業務について定

めたものがあったが、当該業務が実施されていないものが見受けられた。

⑷ 必要に応じて見直しが行われているか。

見直しの状況等について調査を行った。協定締結から見直したことがある

協定は 99 件、見直し（解除を含む。）を行う意向がある協定は 20 件であっ

た。このほか、新たな協定を締結し直したことがあるものは 34 件（見直した

ことがある協定との重複2件）であった。全体で151件（20％）の協定が何ら

かの見直しを行っていた。

第７ 監査の結果

協定の締結及び運用については、全般的にはおおむね適正に執行されていた。

しかしながら、一部の事務において、以下の指摘事項に見られるように適切でな

いものがあった。

このほか、指摘には至らないものの、「第６ 調査の結果」のとおり、協定の

相手方の存在が確認できなかったもの、協定に基づく業務が実施されていないも

の、代表者の記名のみで署名や押印が行われていないものなど、協定に関して不

適切な運用を行っていたものが見受けられた。これら改善が必要な事項について

は、監査委員の命を受けた監査事務局長を通じて、関係者に適正に処理を行うよ

う求めたところである。

益社団法人全日本不動産協

会東京都本部中野杉並支部

保健衛生事務事業に係る都区協定書 24 者協定：東京都、他区
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【指摘事項】

● 協定書原本を紛失したもの

区が保管すべき協定書の原本を紛失していたものがあった。協定書原本は、

協定を締結したことを証する重要な書面であり、これを紛失したことは、不適

正な文書管理である。

○ 総務部防災危機管理課

・ 社団法人東京都ペストコントロール協会と平成9年4月1日に締結した「災

害時における消毒車両供給に関する協定」

・ 土地所有者11者と個別に締結している「防災資材倉庫の設置及び維持管

理に関する協定書」（11件）

・ 警視庁中野警察署、同野方警察署、公益社団法人東京都宅地建物取引業

協会中野区支部、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部中野杉並支部

と5者で平成27年3月17日に締結した「危険ドラッグ対策等に関する覚書」

・ 警視庁中野警察署、同野方警察署と3者で平成24年8月17日に締結した

「中野区における治安向上の取組みに関する覚書」

○ 総務部ＤＸ推進室情報システム課

・ 公益社団法人中野区シルバー人材センターと平成23年9月7日に締結した

「中野区における区民ＩＣＴ利活用支援事業に関する覚書」

・ 東京都と平成29年5月26日に締結した「都区市町村情報セキュリティクラ

ウドの利用に関する協定書」

○ 健康福祉部障害福祉課

・ 社会福祉法人愛成会と平成16年4月14日に締結した「本町五丁目指定障害

福祉サービス事業所整備事業協定書」

○ 健康福祉部生活衛生課

・ 東京都及び他区と24者で平成12年3月31日に締結した「保健衛生事務事業

に係る都区協定書」

○ 環境部ごみゼロ推進課

・ リネットジャパン株式会社と平成31年3月26日に締結した「中野区とリネ

ットジャパン株式会社との連携と協力に関する協定書」

○ 都市基盤部道路課

・ 東日本電信電話株式会社東京支店及びエヌ・ティ・ティ・インフラネッ

ト株式会社首都圏支店と3者で平成17年6月23日に締結した「電線類地中化

事業の施行に伴う引込管工事等に関する基本協定」

○ まちづくり推進部まちづくり事業課

・ 独立行政法人都市再生機構と平成20年5月22日に締結した「まちづくり推

進のための連携協力に関する覚書」

第８ 措置状況の通知
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本監査の結果に基づき、又は本監査の結果を参考として措置を講じたときは、

地方自治法第199条第14項の規定に基づき、その旨を通知願いたい。

第９ 意見

本監査を通じ、協定の締結や運用に関し、検討を望みたい課題が見受けられた

ので、次のとおり意見を述べる。

区が締結している協定は、今回の監査対象とし、回答があったものだけで800件

近くにのぼる。協定の内容も多岐にわたり、様々な分野について幅広く協定を活

用していることがうかがえることとなった。協定は、行政を執行する上での重要

な手段の一つになっていると言える。

しかしながら、指摘事項で述べたとおり、協定書原本を紛失している事例があ

ったほか、事務局長を通じて関係者に適正に処理を行うよう求めたものに、協定

の相手方の存在が確認できなかったもの、協定に基づく業務が実施されていない

ものなどがあった。これらは、いずれも協定の維持管理が適切に行われていなか

ったものである。

協定は、長い期間を経過するうちに、実態に合わない内容になっている可能性

もある。しかし、「第６ 調査の結果」のとおり、有効期間の定めがなかった

り、自動更新とするなど、実質的に無期限になっている協定が全体の80％を占

め、特に災害対策に係る協定においては98％となっている。この中には、数十年

にわたり改定することなく締結し続けている協定もあり、その実効性が薄れてい

ることが危惧されるところである。

特に災害対策に関する協定は、災害時になって初めて機能するものも多い。こ

うした協定については、日頃から協定内容の確認、見直しを行うとともに、協定

の相手方との連絡を密にし、いざというときに協定の効果が確実に発揮できるよ

うにしておくことが必要である。このことは、他の協定についても言えることで

ある。

既存の協定について、常に動ける状態に保ち続けることは重要であり、適宜協

定内容の見直しを行い、実態に合わないものは改定や解除を行うなど、その実効

性を確保する取組を進められたい。

また、協定の締結は、締結者双方が何らかの目的を持ち、効果を期待して行わ

れるものである。しかし、協定の締結期間は長期にわたることが多いことから、

目的や期待する効果を協定の中で明確にしておかないと、締結時にはそれを認識

していたとしても、時間の経過とともに薄れていくことが十分に考えられる。実

際に締結している協定の中には、区が期待する効果が明確にはうかがえないもの

も見られた。

区では、協定の締結に当たって、リーガルチェックを行い、紛争及び区の損害

発生リスクの低減を図っているが、それにとどまらず、目的や効果についても入
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念に協定の内容を確認し、後々になってもその目的や効果が認識できる、適正な

内容の協定を締結されたい。

今回の監査で、区は、多数の協定を締結していることが明らかとなった。これ

らは区の財産にほかならない。しかし、協定は事業を所管する各担当において個

別に締結、管理されていることから、その活用は担当内にとどまり、区全体とし

てこの財産を有効に活用できる状態になっていない。

区においては、協定の全体を取りまとめ、掌握する部署を設けることや、デー

タベース化し公開するなど、既存の協定を効果的に活用する方策について検討さ

れたい。こうした取組により、協定がより有効に区政に活用され、ひいては区民

の福祉の向上に資することを期待するものである。
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参 考 資 料

（区が締結している協定一覧）
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る

こ
と

。

平
成

2
8
年

3
月

3
1
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
0
企

画
部

企
画

課
中

野
駅

新
北

口
駅

前
エ

リ
ア

拠
点

施
設

整
備

の
事

業
化

推
進

に
関

す
る

基
本

協
定

書

６
者

協
定

①
野

村
不

動
産

株
式

会
社

②
東

急
不

動
産

株
式

会
社

③
住

友
商

事
株

式
会

社
④

ヒ
ュ

ー
リ

ッ
ク

株
式

会
社

⑤
東

日
本

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

1
事

業
化

を
推

進
す

る
に

当
た

り
必

要
と

な
る

事
項

そ
の

他
条

件
等

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

令
和

3
年

5
月

6
日

協
定

締
結

日
～

市
街

地
再

開
発

事
業

施
行

の
認

可
の

公
告

が
さ

れ
た

日

1
1
企

画
部

企
画

課
中

野
二

丁
目

再
開

発
権

利
床

活
用

事
業

基
本

協
定

書
西

松
地

所
株

式
会

社
1
事

業
実

施
に

係
る

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

7
月

1
1
日

協
定

締
結

の
日

～
賃

貸
借

契
約

の
契

約
期

間
満

了
日

1
2
企

画
部

企
画

課
旧

本
町

図
書

館
暫

定
貸

付
基

本
協

定
書

株
式

会
社

埼
英

ス
ク

ー
ル

1
旧

本
町

図
書

館
の

暫
定

貸
付

け
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

7
月

2
9
日

協
定

締
結

の
日

～
賃

貸
借

契
約

の
契

約
期

間
満

了
日

1
3
企

画
部

企
画

課
中

野
セ

ン
ト

ラ
ル

パ
ー

ク
サ

ウ
ス

賃
借

床
活

用
事

業
協

定
書

西
武

信
用

金
庫

1
事

業
実

施
に

係
る

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

8
月

3
1
日

協
定

締
結

の
日

～
賃

貸
借

契
約

の
契

約
期

間
満

了
日

1
4
企

画
部

広
聴

・
広

報
課

地
域

貢
献

型
広

告
に

関
す

る
協

定
書

東
電

タ
ウ

ン
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
株

式
会

社
東

京
総

支
社

1
中

野
区

内
に

広
告

を
掲

出
す

る
こ

と
に

よ
り

区
民

及
び

来
街

者
に

対
し

、
地

域
に

必
要

な
公

共
的

な
情

報
を

発
信

す
る

こ
と

。
平

成
3
0
年

1
2
月

1
2
日

協
定

締
結

の
日

～
定

め
な

し

1
5
企

画
部

広
聴

・
広

報
課

J
R
中

野
駅

北
口

東
側

壁
面

の
壁

画
制

作
に

係
る

覚
書

①
東

日
本

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

東
京

支
社

②
ヌ

リ
ー

ズ
株

式
会

社
2

「
ナ

カ
ノ

ミ
ラ

イ
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

に
お

け
る

ミ
ュ

ー
ラ

ル
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
と

し
て

実
施

す
る

J
R
中

野
駅

北
口

東
側

壁
面

で
の

壁
画

制
作

に
伴

い
、

壁
画

及
び

J
R
の

施
設

物
の

維
持

管
理

を
円

滑
に

行
う

こ
と

。

令
和

3
年

9
月

2
9
日

締
結

の
日

～
壁

画
存

続
の

間

協
定

の
有

効
期

間

14



通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

1
6
企

画
部

広
聴

・
広

報
課

「
i
広

報
紙

」
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

ホ
ー

プ
1

広
報

紙
及

び
関

連
す

る
行

政
情

報
に

つ
い

て
、

「
i
広
報

紙
」

を
通

じ
て

発
信

し
、

広
く

住
民

に
提

供
す

る
こ

と
に

よ
り

、
住

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

及
び

地
域

社
会

へ
の

貢
献

を
図

る
た

め
に

、
官

民
協

働
の

精
神

に
基

づ
き

、
協

業
す

る
こ

と
。

平
成

2
8
年

2
月

1
9
日

協
定

の
締

結
日

～
平

成
2
8
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
7
企

画
部

広
聴

・
広

報
課

覚
書

株
式

会
社

B
o
t
 
E
x
p
r
e
s
s

1
区

政
情

報
の

よ
り

効
果

的
な

発
信

や
行

政
手

続
の

オ
ン

ラ
イ

ン
化

を
促

進
し

、
区

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

事
務

効
率

化
に

資
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

1
0
月

1
日

定
め

な
し

～
令

和
4
年

1
1
月

3
0
日

1
8
企

画
部

広
聴

・
広

報
課

特
別

出
店

に
関

す
る

覚
書

(
ふ

る
さ

と
納

税
)

楽
天

グ
ル

ー
プ

株
式

会
社

1

「
楽

天
市

場
」

に
お

い
て

、
地

方
公

共
団

体
に

対
す

る
寄

附
金

に
係

る
寄

附
金

税
額

控
除

及
び

そ
の

目
的

で
行

わ
れ

る
寄

附
を

受
け

付
け

る
た

め
の

出
店

を
行

う
場

合
に

、
出

店
契

約
に

付
帯

し
て

、
契

約
当

事
者

の
関

係
及

び
遵

守
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

事
項

を
定

め
る

こ
と

。

令
和

4
年

4
月

1
日

出
店

契
約

開
始

日
～

出
店

契
約

開
始

日
の

属
す

る
年

度
の

末
日

あ
り

1
9
企

画
部

広
聴

・
広

報
課

ふ
る

さ
と

納
税

の
返

礼
品

に
関

す
る

覚
書

楽
天

グ
ル

ー
プ

株
式

会
社

1
ふ

る
さ

と
納

税
を

行
う

ユ
ー

ザ
に

対
し

、
返

礼
品

と
し

て
付

与
す

る
ク

ー
ポ

ン
を

、
区

の
費

用
負

担
に

よ
り

発
行

す
る

取
引

に
お

い
て

、
双

方
が

遵
守

す
べ

き
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

8
月

2
6
日

覚
書

締
結

日
～

1
年

間
あ

り

2
0
総

務
部

総
務

課
姉

妹
提

携
協

定
書

田
村

市
1
産

業
、

文
化

、
教

育
な

ど
の

幅
広

く
、

持
続

的
な

交
流

を
通

じ
て

、
理

解
と

信
頼

を
深

め
協

力
し

合
い

、
相

互
の

繁
栄

と
幸

福
を

も
た

ら
す

た
め

。
平

成
2
0
年

1
0
月

1
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
1
総

務
部

総
務

課
青

森
市

・
中

野
区

　
交

流
連

携
協

定
書

青
森

市
1
観

光
や

産
業

の
振

興
、

ス
ポ

ー
ツ

や
学

術
、

文
化

・
芸

術
を

通
じ

て
の

市
民

交
流

、
ま

た
、

災
害

時
の

応
援

な
ど

、
相

互
の

繁
栄

を
共

に
築

く
た

め
。

平
成

2
6
年

4
月

9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
2
総

務
部

総
務

課
2
0
2
2
な

か
の

東
北

応
援

ま
つ

り
実

施
に

伴
う

費
用

に
関

す
る

協
定

な
か

の
東

北
応

援
ま

つ
り

実
行

委
員

会
1
「

2
0
2
2
な

か
の

東
北

応
援

ま
つ

り
」

の
費

用
に

関
し

て
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

6
月

2
7
日

協
定

締
結

日
～

令
和

5
年

3
月

3
1
日

2
3
総

務
部

職
員

課
東

京
都

及
び

区
市

町
村

職
員

の
派

遣
研

修
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
1
職

員
の

能
力

向
上

及
び

相
互

理
解

と
協

力
体

制
を

拡
充

す
る

た
め

。
令

和
4
年

3
月

3
1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
6
年

3
月

3
1
日

2
4
総

務
部

職
員

課
東

京
都

及
び

区
市

町
村

職
員

の
派

遣
研

修
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
1
職

員
の

能
力

向
上

及
び

相
互

理
解

と
協

力
体

制
を

拡
充

す
る

た
め

。
令

和
3
年

3
月

2
9
日

令
和

3
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
5
総

務
部

職
員

課
東

京
都

及
び

区
市

町
村

職
員

の
派

遣
研

修
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
1
職

員
の

能
力

向
上

及
び

相
互

理
解

と
協

力
体

制
を

拡
充

す
る

た
め

。
令

和
3
年

3
月

2
9
日

令
和

3
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
6
総

務
部

職
員

課
職

員
の

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
独

立
行

政
法

人
都

市
再

生
機

構
1
区

の
職

員
を

研
修

の
た

め
に

派
遣

す
る

た
め

。
令

和
4
年

3
月

2
8
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
6
年

3
月

3
1
日

2
7
総

務
部

職
員

課
職

員
の

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
首

都
高

速
道

路
株

式
会

社
1
実

務
経

験
を

通
じ

、
高

速
道

路
の

新
設

、
改

築
及

び
修

繕
に

関
す

る
専

門
的

な
知

識
を

習
得

す
る

こ
と

。
令

和
3
年

9
月

3
0
日

令
和

3
年

1
0
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
8
総

務
部

職
員

課
職

員
の

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
公

益
財

団
法

人
東

京
都

道
路

整
備

保
全

公
社

1
実

務
経

験
を

通
じ

、
無

電
柱

化
推

進
事

業
及

び
道

路
整

備
事

業
に

関
す

る
専

門
的

な
知

識
を

習
得

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

2
月

2
2
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
9
総

務
部

職
員

課
職

員
の

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
西

武
信

用
金

庫
1
実

務
経

験
を

通
じ

、
職

員
の

資
質

の
向

上
及

び
地

域
経

済
の

成
長

・
発

展
と

新
た

な
活

力
の

創
出

に
寄

与
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

3
月

3
1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

3
0
総

務
部

職
員

課
職

員
の

出
向

及
び

採
用

に
関

す
る

協
定

書
独

立
行

政
法

人
都

市
再

生
機

構
1
独

立
行

政
法

人
都

市
再

生
機

構
が

出
向

さ
せ

た
職

員
を

採
用

す
る

た
め

。
令

和
3
年

3
月

3
1
日

令
和

3
年

4
月

1
日

～
2
年

間

3
1
総

務
部

職
員

課
職

員
の

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
西

武
信

用
金

庫
1
実

務
経

験
を

通
じ

、
職

員
の

資
質

の
向

上
及

び
地

域
経

済
の

成
長

・
発

展
と

新
た

な
活

力
の

創
出

に
寄

与
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

3
月

3
1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

3
2
総

務
部

職
員

課
東

京
都

職
員

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

1
区

に
派

遣
さ

れ
る

職
員

の
給

与
、

そ
の

他
の

勤
務

条
件

等
に

関
し

、
定

め
る

こ
と

。
令

和
3
年

3
月

3
1
日

派
遣

の
日

～
2
年

間

3
3
総

務
部

職
員

課
職

員
の

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
江

東
区

1
区

に
派

遣
さ

れ
る

職
員

の
給

与
、

そ
の

他
の

勤
務

条
件

等
に

関
し

、
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

3
月

3
1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
6
年

3
月

3
1
日

3
4
総

務
部

職
員

課
東

京
都

職
員

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

1
都

職
員

の
自

治
法

派
遣

受
入

れ
の

た
め

。
令

和
4
年

3
月

3
1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
6
年

3
月

3
1
日

3
5
総

務
部

職
員

課
東

京
都

職
員

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

1
都

職
員

の
自

治
法

派
遣

受
入

れ
の

た
め

。
令

和
4
年

3
月

2
8
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
6
年

3
月

3
1
日

3
6
総

務
部

職
員

課
職

員
の

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
大

田
区

1
区

に
派

遣
さ

れ
る

職
員

の
給

与
、

そ
の

他
の

勤
務

条
件

等
に

関
し

、
定

め
る

こ
と

。
令

和
3
年

3
月

3
1
日

令
和

3
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

3
7
総

務
部

職
員

課
東

京
都

及
び

区
市

町
村

職
員

の
派

遣
研

修
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
1
職

員
の

能
力

向
上

及
び

相
互

理
解

と
協

力
体

制
を

拡
充

す
る

た
め

。
令

和
4
年

3
月

3
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
8
総

務
部

経
理

課
中

野
区

の
事

業
用

地
の

取
得

及
び

中
野

区
土

地
開

発
公

社
の

業
務

運
営

に
関

す
る

協
定

書
中

野
区

土
地

開
発

公
社

1
事

業
用

地
の

取
得

及
び

業
務

運
営

に
関

し
て

定
め

る
こ

と
。

昭
和

6
3
年

1
0
月

1
3
日

協
定

成
立

の
日

～
土

地
開

発
公

社
の

解
散

の
日
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

3
9
総

務
部

経
理

課
中

野
区

土
地

開
発

公
社

事
業

資
金

の
融

資
に

関
す

る
協

定
書

３
者

協
定

①
中

野
区

土
地

開
発

公
社

協
調

融
資

団
(
金
融

機
関

6
行
)

②
中

野
区

土
地

開
発

公
社

1
事

業
資

金
の

融
資

及
び

融
資

に
係

る
区

の
債

務
保

証
に

関
し

て
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
4
年

4
月

1
日

協
定

の
締

結
の

日
～

平
成

2
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

4
0
総

務
部

経
理

課
中

野
区

職
員

の
派

遣
に

関
す

る
協

定
書

中
野

区
土

地
開

発
公

社
1
区

か
ら

派
遣

す
る

職
員

の
給

与
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に

関
し

て
定

め
る

こ
と

。
昭

和
6
3
年

1
0
月

1
3
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
1
総

務
部

経
理

課
代

行
買

収
に

関
す

る
覚

書
中

野
区

土
地

開
発

公
社

1
租

税
特

別
措

置
法

の
取

扱
い

に
関

す
る

通
達

に
基

づ
く

代
行

買
収

を
行

う
に

当
た

り
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

昭
和

6
3
年

1
0
月

1
3
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
特

別
区

災
害

時
相

互
協

力
及

び
相

互
支

援
に

関
す

る
協

定
２

３
者

協
定

他
区

1

災
害

時
、

区
相

互
間

の
協

力
に

よ
り

応
急

対
策

及
び

復
旧

対
策

等
の

円
滑

化
を

図
る

と
と

も
に

、
被

災
区

独
自

で
は

、
十

分
な

対
策

等
が

実
施

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
被

災
を

免
れ

た
区

あ
る

い
は

被
災

の
軽

微
な

区
で

あ
っ

て
、

被
災

区
の

支
援

が
可

能
な

区
が

、
連

携
し

て
支

援
体

制
を

構
築

し
、

被
災

区
の

支
援

に
万

全
を

期
す

こ
と

。

平
成

2
6
年

3
月

1
4
日

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
定

め
な

し

4
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
東

京
都

中
野

区
と

長
野

県
中

野
市

と
の

非
常

災
害

時
等

に
お

け
る

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

長
野

県
中

野
市

1

災
害

時
、

被
災

し
た

自
治

体
独

自
で

は
十

分
に

被
災

者
の

救
援

等
の

応
急

措
置

を
実

施
で

き
な

い
場

合
に

、
被

災
し

た
自

治
体

の
要

請
に

よ
り

、
災

害
を

受
け

て
い

な
い

自
治

体
が

協
力

・
応

援
を

行
い

、
も

っ
て

、
被

災
し

た
自

治
体

が
応

急
対

策
や

復
旧

対
策

を
円

滑
に

遂
行

で
き

る
た

め
。

平
成

1
7
年

1
0
月

3
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

書
福

島
県

田
村

市
1

災
害

時
、

被
災

自
治

体
だ

け
で

は
十

分
に

被
災

者
の

救
援

等
の

応
急

措
置

が
実

施
で

き
な

い
場

合
に

、
被

災
自

治
体

の
要

請
に

応
え

、
相

互
に

救
援

協
力

し
、

被
災

自
治

体
の

応
急

対
策

を
円

滑
に

遂
行

す
る

た
め

。

平
成

2
0
年

1
0
月

1
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

書
山

梨
県

甲
州

市
1

災
害

時
、

被
災

し
た

自
治

体
だ

け
で

は
十

分
に

被
災

者
の

救
援

等
の

応
急

措
置

が
実

施
で

き
な

い
場

合
に

、
被

災
し

た
自

治
体

の
要

請
に

応
え

、
相

互
に

救
援

協
力

し
、

被
災

し
た

自
治

体
の

応
急

対
策

を
円

滑
に

遂
行

す
る

た
め

。

平
成

2
3
年

9
月

2
2
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

書
青

森
県

青
森

市
1
災

害
時

、
被

害
を

受
け

た
自

治
体

の
み

で
は

応
急

対
策

及
び

復
旧

対
策

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

の
相

互
の

応
援

体
制

に
つ

い
て

定
め

る
た

め
。

平
成

2
6
年

7
月

1
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

書
茨

城
県

常
陸

太
田

市
1
災

害
時

、
被

害
を

受
け

た
自

治
体

の
み

で
は

応
急

対
策

及
び

復
旧

対
策

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

の
相

互
の

応
援

体
制

に
つ

い
て

定
め

る
た

め
。

平
成

2
8
年

7
月

2
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

書
群

馬
県

み
な

か
み

町
1
災

害
時

、
被

害
を

受
け

た
自

治
体

の
み

で
は

応
急

対
策

及
び

復
旧

対
策

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

の
相

互
の

応
援

体
制

に
つ

い
て

定
め

る
た

め
。

平
成

3
0
年

2
月

6
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

書
青

森
県

黒
石

市
1
災

害
時

、
被

害
を

受
け

た
自

治
体

の
み

で
は

応
急

対
策

及
び

復
旧

対
策

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

の
相

互
の

応
援

体
制

に
つ

い
て

定
め

る
た

め
。

令
和

元
年

1
0
月

2
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

5
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

書
千

葉
県

館
山

市
1
災

害
時

、
被

害
を

受
け

た
自

治
体

の
み

で
は

応
急

対
策

及
び

復
旧

対
策

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

の
相

互
の

応
援

体
制

に
つ

い
て

定
め

る
た

め
。

令
和

2
年

8
月

2
6
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

5
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

書
福

島
県

喜
多

方
市

1
災

害
時

、
被

害
を

受
け

た
自

治
体

の
み

で
は

応
急

対
策

及
び

復
旧

対
策

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

の
相

互
の

応
援

体
制

に
つ

い
て

定
め

る
た

め
。

令
和

2
年

1
0
月

2
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

5
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
防

災
用

高
所
カ

メ
ラ

映
像

の
閲

覧
に

関
す

る
協

定
書

１
０

者
協

定
①

千
代

田
区

②
新

宿
区

③
文

京
区

④
墨

田
区

⑤
大

田
区

⑥
杉

並
区

⑦
練

馬
区

⑧
足

立
区

⑨
江

戸
川

区
⇒

杉
並

区
は

解
除

1

各
区

の
区

域
内

に
お

い
て

火
災

、
地

震
等

の
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
各

区
が

所
有

す
る

高
所

カ
メ

ラ
映

像
を

相
互

に
活

用
す

る
こ

と
に

よ
り

状
況

を
把

握
し

、
も

っ
て

迅
速

な
対

応
を

図
る

た
め

、
高

所
カ

メ
ラ

映
像

を
相

互
に

閲
覧

す
る

こ
と

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
。

平
成

2
7
年

3
月

1
9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

5
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
中

野
区

災
害

時
医

療
救

護
活

動
に

つ
い

て
の

協
定

書
一

般
社

団
法

人
中

野
区

医
師

会
1
区

が
行

う
医

療
救

護
活

動
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
6
年

1
月

2
4
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

5
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

の
歯

科
医

療
救

護
活

動
に

つ
い

て
の

協
定

書
社

団
法

人
東

京
都

中
野

区
歯

科
医

師
会

1
区

が
行

う
歯

科
医

療
救

護
活

動
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
7
年

1
2
月

1
2
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

5
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

応
急

措
置

用
薬

品
等

の
優

先
供

給
に

関
す

る
協

定
書

社
団

法
人

中
野

区
薬

剤
師

会
1

災
害

の
発

生
に

よ
り

、
区

が
開

設
し

た
医

療
救

護
所

内
に

傷
病

者
が

発
生

し
た

場
合

に
、

そ
の

応
急

措
置

用
の

薬
品

等
を

調
達

し
、

傷
病

者
に

供
給

す
る

こ
と

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
0
年

9
月

1
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
2
1
年

8
月

3
1
日

あ
り

5
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

の
医

療
救

護
活

動
に

つ
い

て
の

協
定

書
社

団
法

人
中

野
区

薬
剤

師
会

1
区

が
行

う
医

療
救

護
活

動
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
3
年

3
月

1
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

5
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

医
療

(
応

急
)
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

公
益

社
団

法
人

東
京

都
柔

道
整

復
師

会
中

野
支

部
1
区

が
、

災
害

時
に

実
施

す
る

医
療

(
応
急

)
救
護

活
動

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
2
9
年

1
2
月

1
5
日

協
定

締
結

日
～

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

あ
り

5
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

救
護

活
動

等
に

つ
い

て
の

協
定

書

公
益

社
団

法
人

東
京

都
助

産
師

会
新

宿
・

中
野

・
杉

並
地

区
分

会
1
災

害
時

に
お

い
て

区
が

妊
婦

、
じ

ょ
く

婦
及

び
乳

児
等

を
支

援
す

る
活

動
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
令

和
2
年

8
月

1
9
日

協
定

締
結

日
～

令
和
3年

3月
31
日

あ
り

5
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

関
す

る
協

定
書

ア
ル

フ
レ

ッ
サ

株
式

会
社

1
区

が
行

う
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
2
7
年

8
月

6
日

協
定

の
締

結
の

日
～

定
め

な
し

6
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

メ
デ

ィ
セ

オ
1
区

が
行

う
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
2
7
年

8
月

6
日

協
定

の
締

結
の

日
～

定
め

な
し

6
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

関
す

る
協

定
書

東
邦

薬
品

株
式

会
社

1
区

が
行

う
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
2
7
年

8
月

6
日

協
定

の
締

結
の

日
～

定
め

な
し

6
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

ス
ズ

ケ
ン

1
区

が
行

う
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
2
7
年

8
月

6
日

協
定

の
締

結
の

日
～

定
め

な
し

6
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

マ
ル

タ
ケ

1
区

が
行

う
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
2
7
年

8
月

6
日

協
定

の
締

結
の

日
～

定
め

な
し

6
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

バ
イ

タ
ル

ネ
ッ

ト
1
区

が
行

う
災

害
時

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
調

達
業

務
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
2
7
年

8
月

6
日

協
定

の
締

結
の

日
～

定
め

な
し

6
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

区
と

獣
医

師
会

と
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
社

団
法

人
東

京
都

獣
医

師
会

中
野

支
部

1
区

が
行

う
動

物
に

関
わ

る
救

護
活

動
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
1
7
年

3
月

2
9
日

平
成

1
7
年

3
月

2
9
日

～
平
成
18
年
3月

28
日

あ
り

6
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

応
急

用
精

米
の

優
先

供
給

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

米
穀

小
売

商
業

組
合

中
野

支
部

1
区

内
に

食
糧

の
応

急
給

与
を

必
要

と
す

る
災

害
が

発
生

し
た

と
き

に
、

食
糧

確
保

の
一

環
と

し
て

、
円

滑
に

応
急

用
精

米
の

確
保

を
図

る
こ

と
。

平
成

3
年

8
月

2
0
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
4
年

8
月

1
9
日

あ
り

6
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

応
急

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

中
野

区
商

店
街

連
合

会
1
区

の
実

施
す

る
災

害
応

急
活

動
と

し
て

の
物

資
の

調
達

に
対

す
る

協
力

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
9
年

3
月

2
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

6
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

食
料

品
等

の
供

給
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

コ
モ

デ
ィ

イ
イ

ダ
1
区

が
被

災
者

に
対

し
て

配
布

す
る

食
料

品
等

の
供

給
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
9
年

5
月

9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

6
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

給
食

の
供

給
に

関
す

る
協

定
書

学
校

法
人

織
田

学
園

1
区

内
に

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

、
区

が
避

難
者

等
に

対
し

て
行

う
食

品
給

与
に

つ
い

て
給

食
の

供
給

を
受

け
る

こ
と

に
関

し
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
 

平
成

1
7
年

1
2
月

1
3
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

7
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

食
料

品
供

給
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

サ
カ

ガ
ミ

1
区

が
被

災
者

に
対

し
て

配
布

す
る

食
料

品
の

供
給

に
対

す
る

協
力

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

9
年

5
月

3
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

7
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

被
災

者
入

浴
支

援
等

に
関

す
る

協
定
 書

東
京

都
公

衆
浴

場
業

生
活

衛
生

同
業

組
合

中
野

支
部

(
再

協
定

)
1

区
内

に
災

害
が

発
生

し
、

被
災

者
(
災
害

に
よ

る
自

宅
に

お
い

て
入

浴
が

困
難

な
者

で
あ

っ
て

区
が

認
め

た
も

の
)
へ
の

支
援

が
必

要
と

な
り

、
入

浴
支

援
に

関
す

る
協

力
及

び
区

民
へ

の
飲

料
水

及
び

生
活

用
水

の
応

急
給

水
を

行
う

こ
と

。

令
和

3
年

3
月

1
日

契
約

締
結

の
翌

日
～

1
年

間
あ

り

7
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

給
水

協
力

に
関

す
る

協
定

書
東

京
建

物
株

式
会

社
1
災

害
時

に
応

急
給

水
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

の
協

力
関

係
に

つ
い

て
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
4
年

3
月

3
0
日

平
成

2
4
年

6
月

1
日

～
平

成
2
7
年

5
月

3
1
日

あ
り

7
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

飲
料

水
の

優
先

供
給

に
関

す
る

協
定

東
京

キ
リ

ン
ビ

バ
レ

ッ
ジ

サ
ー

ビ
ス

株
式

会
社

1
区

内
に

災
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
飲

料
水

の
優

先
供

給
等

に
関

す
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

3
月

1
1
日

協
定

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り

7
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
中

野
区

立
平

和
の

森
公

園
へ

の
電

力
供

給
に

関
す

る
協

定
書

東
京
都

下
水

道
局

1

災
害

の
発

生
時

に
、

平
和

の
森

公
園

に
お

い
て

、
下

水
道

局
中

野
水

再
生

セ
ン

タ
ー

の
非

常
用

発
電

機
を

用
い

て
発

電
さ

れ
た

電
力

を
用

い
て

、
区

が
避

難
者

の
た

め
の

施
策

を
実

施
す

る
こ

と
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。

平
成

2
6
年

2
月

6
日

協
定

締
結

日
～

平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

あ
り

7
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

中
野

区
立

平
和

の
森

公
園

に
対

す
る

電
力

供
給

に
関

す
る

覚
書

東
京
都

下
水

道
局

1
中

野
区

立
平

和
の

森
公

園
へ

の
電

力
供

給
に

関
す

る
協

定
書

に
基

づ
く

も
の

。
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
7
年

3
月

3
1
日

あ
り
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

7
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

地
図

製
品

等
の

供
給

等
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

ゼ
ン

リ
ン

1

(
1
)
区
内

で
災

害
が

発
生

し
、

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
災

害
対

策
本

部
を

設
置

し
た

と
き

の
、

地
図

製
品

等
の

供
給

及
び

利
用

等
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

(
2
)
平
常

時
か

ら
の

防
災

に
関

す
る

情
報

交
換

を
通

じ
、

連
携

し
て

、
防

災
・

減
災

に
寄

与
す

る
地

図
の

作
成

を
検

討
・

推
進

す
る

こ
と

に
よ

り
、

区
民

生
活

に
お

け
る

防
災

力
の

向
上

に
努

め
る

こ
と

。

平
成

2
8
年

7
月

5
日

協
定

の
締

結
日

～
1
年

間
あ

り

7
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

福
祉

用
具

等
物

資
の

供
給

等
協

力
に

関
す

る
協

定
一

般
社

団
法

人
日

本
福

祉
用

具
供

給
協

会
1
災

害
時

に
、

避
難

所
等

に
お

い
て

必
要

と
さ

れ
る

介
護

用
品

・
衛

生
用

品
等

の
福

祉
用

具
等

物
資

を
確

保
す

る
こ

と
に

関
し

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
2
8
年

1
0
月

3
1
日

締
結

の
日

～
定

め
な

し

7
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

消
毒

車
両

供
給

に
関

す
る

協
定

社
団

法
人

東
京

都
ペ

ス
ト

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

協
会

1
区

内
に

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

当
該

災
害

発
生

地
域

の
消

毒
に

必
要

な
車

両
の

供
給

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

9
年

4
月

1
日

締
結

の
日

～
当

該
年

度
末

の
3
月

3
1

日
あ

り

7
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

消
毒

業
務

に
関

す
る

協
定

書
株

式
会

社
東

京
環

境
整

備
セ

ン
タ

ー
1
区

内
に

災
害

が
発

生
し

、
消

毒
作

業
を

必
要

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

迅
速

な
災

害
対

策
活

動
を

行
う

こ
と

。
昭

和
6
1
年

9
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

8
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

消
毒

業
務

に
関

す
る

協
定

書
イ

カ
リ

消
毒

株
式

会
社

1
区

内
に

災
害

が
発

生
し

、
消

毒
作

業
を

必
要

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

迅
速

な
災

害
対

策
活

動
を

行
う

こ
と

。
昭

和
6
1
年

9
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

8
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

消
毒

業
務

に
関

す
る

協
定

書
株

式
会

社
中

央
社

1
区

内
に

災
害

が
発

生
し

、
消

毒
作

業
を

必
要

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

迅
速

な
災

害
対

策
活

動
を

行
う

こ
と

。
昭

和
6
1
年

9
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

8
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

消
毒

業
務

に
関

す
る

協
定

書
西

武
消

毒
株

式
会

社
1
区

内
に

災
害

が
発

生
し

、
消

毒
作

業
を

必
要

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

迅
速

な
災

害
対

策
活

動
を

行
う

こ
と

。
昭

和
6
1
年

9
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

8
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

消
毒

業
務

に
関

す
る

協
定

書
有

限
会

社
中

野
防

疫
1
区

内
に

災
害

が
発

生
し

、
消

毒
作

業
を

必
要

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

迅
速

な
災

害
対

策
活

動
を

行
う

こ
と

。
昭

和
6
1
年

9
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

8
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

消
毒

業
務

に
関

す
る

協
定

書
株

式
会

社
東

防
疫

1
区

内
に

災
害

が
発

生
し

、
消

毒
作

業
を

必
要

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

迅
速

な
災

害
対

策
活

動
を

行
う

こ
と

。
昭

和
6
1
年

9
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

8
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

物
流

業
務

等
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
一

般
社

団
法

人
東

京
都

ト
ラ

ッ
ク

協
会

中
野

支
部

1
災

害
時

に
お

い
て

、
区

が
協

力
を

要
請

す
る

物
流

業
務

等
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
。

令
和

2
年

9
月

1
5
日

協
定

締
結

日
～

令
和

3
年

3
月

3
1
日

あ
り

8
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

軽
自

動
車

に
よ

る
緊

急
輸

送
業

務
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書

赤
帽

首
都

圏
軽

自
動

車
運

送
協

同
組

合
城

西
支

部
1
災

害
時

に
お

い
て

、
区

の
み

で
は

十
分

な
対

応
措

置
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
に

、
円

滑
な

輸
送

用
車

両
確

保
の

業
務

を
実

施
す

る
こ

と
。

平
成

8
年

1
1
月

7
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

8
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

緊
急

輸
送

業
務

の
協

力
に

関
す

る
協

定
書

中
野

区
リ

サ
イ

ク
ル

協
同

組
合

1
災

害
時

に
お

い
て

、
区

の
み

で
は

十
分

な
対

応
措

置
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
に

、
円

滑
な

輸
送

用
車

両
確

保
の

業
務

を
実

施
す

る
こ

と
。

平
成

9
年

7
月

2
4
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

8
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

活
動

の
協

力
に

関
す

る
協

定
書

宮
園

自
動

車
株

式
会

社
1
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

活
動

の
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
8
年

1
0
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

8
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

緊
急

輸
送

業
務

等
に

関
す

る
協

定
書

５
者

協
定

①
一

般
社

団
法

人
東

京
都

旅
客

個
人

タ
ク

シ
ー

協
会

②
日

個
連

東
京

都
営

業
協

同
組

合
新

中
野

支
部

新
中

野
個

人
タ

ク
シ

ー
協

同
組

合
③

東
京

都
個

人
タ

ク
シ

ー
協

同
組

合
中

野
支

部
④

東
京

都
個

人
タ

ク
シ

ー
協

同
組

合
野

方
支

部

1
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
区

が
実

施
す

る
緊

急
輸

送
業

務
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
3
0
年

7
月

4
日

協
定

締
結

日
～

平
成

3
1
年

3
月

3
1
日

あ
り

9
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

バ
ス

利
用

等
に

関
す

る
協

定
関

東
バ

ス
株

式
会

社
1
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
区

が
実

施
す

る
緊

急
輸

送
業

務
等

に
対

す
る

協
力

事
項

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
。

令
和

3
年

9
月

7
日

協
定

締
結

日
～

令
和

4
年

3
月

3
1
日

あ
り

9
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

燃
料

等
の

優
先

供
給

等
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
石

油
商

業
組

合
杉

並
中

野
支

部
1
災

害
時

に
際

し
、

優
先

的
に

燃
料

の
供

給
又

は
納

入
並

び
に

工
具

類
の

借
用

を
求

め
る

と
き

の
手

続
等

を
定

め
る

も
の

。
平

成
2
3
年

6
月

1
3
日

協
定

締
結

の
日

～
5
年

間
あ

り

9
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
給

水
施

設
の

維
持

管
理

及
び

運
用

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

知
事

1
都

が
み

ず
の

と
う

公
園

内
、

江
古

田
の

森
公

園
内

及
び

弥
生

公
園

内
に

設
置

し
た

給
水

施
設

の
維

持
管

理
及

び
運

用
に

関
し

て
必

要
な

基
本

的
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

1
8
年

4
月

2
4
日

平
成

1
8
年

4
月

1
日

～
定

め
な

し

9
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

書
中

野
土

木
防

災
協

力
会

1
災

害
時

に
お

け
る

民
間

協
力

計
画

の
一

環
と

し
て

行
う

災
害

応
急

対
策

業
務

に
関

し
、

円
滑

な
運

営
を

図
る

た
め

必
要

な
手

続
等

を
定

め
る

も
の

。
平

成
1
6
年

1
1
月

8
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
1
7
年

1
1
月

7
日

あ
り
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

9
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

中
野

区
内

小
規

模
建

設
事

業
者

団
体

連
絡

会
1
災

害
時

に
お

い
て

、
区

の
み

で
は

十
分

な
対

応
措

置
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
に

、
災

害
時

民
間

協
力

の
一

環
と

し
て

、
迅

速
か

つ
的

確
な

応
急

対
策

業
務

等
を

実
施

す
る

こ
と

。
平

成
1
7
年

4
月

1
9
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
1
8
年

4
月

1
8
日

あ
り

9
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

書
中

野
電

設
防

災
協

力
会

1
災

害
時

に
お

け
る

民
間

協
力

計
画

の
一

環
と

し
て

行
う

災
害

応
急

対
策

業
務

に
関

し
、

円
滑

な
運

営
を

図
る

た
め

必
要

な
手

続
等

を
定

め
る

も
の

。
平

成
1
8
年

3
月

6
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
1
9
年

3
月

5
日

あ
り

9
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

書
中

野
建

設
ま

ち
づ

く
り

協
議

会
1
災

害
時

に
お

い
て

、
区

の
み

で
は

十
分

な
対

応
措

置
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
に

、
災

害
時

民
間

協
力

の
一

環
と

し
て

、
迅

速
か

つ
的

確
な

応
急

対
策

業
務

等
を

実
施

す
る

こ
と

。
平

成
2
8
年

4
月

2
6
日

協
定

締
結

の
日

～
5
年

間
あ

り

9
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

中
野

区
造

園
緑

化
業

協
会

1
災

害
時

に
お

い
て

、
区

の
み

で
は

十
分

な
対

応
措

置
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
に

、
災

害
時

民
間

協
力

の
一

環
と

し
て

、
迅

速
か

つ
的

確
な

応
急

対
策

業
務

等
を

実
施

す
る

こ
と

。
平

成
2
1
年

9
月

1
日

協
定

締
結

の
日

～
5
年

間
あ

り

9
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

応
急

措
置

業
務

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

畳
工

業
協

同
組

合
中

野
支

部
1
災

害
時

に
お

け
る

民
間

協
力

計
画

の
一

環
と

し
て

行
う

応
急

措
置

業
務

に
関

し
、

必
要

な
手

続
を

定
め

る
も

の
。

平
成

3
年

8
月

2
0
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
4
年

8
月

1
9
日

あ
り

9
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

車
両

除
去

等
応

急
対

策
業

務
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

自
動

車
整

備
振

興
会

城
西

支
部

1
災

害
時

に
お

け
る

車
両

撤
去

等
応

急
対

策
業

務
に

お
け

る
協

力
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
。

平
成

2
8
年

1
月

2
5
日

平
成

2
8
年

1
月

2
5
日

～
定

め
な

し

1
0
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

全
国

建
設

労
働

組
合

総
連

合
東

京
土

建
一

般
労

働
組

合
中

野
支

部
1

災
害

時
に

お
い

て
、

区
の

み
で

は
十

分
な

対
応

措
置

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

に
、

災
害

時
民

間
協

力
の

一
環

と
し

て
行

う
災

害
時

応
急

対
策

業
務

等
に

つ
い

て
、

必
要

な
手

続
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
6
年

1
2
月

1
5
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
2
7
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
0
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

給
水

装
置

の
応

急
措

置
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
中

野
防

災
協

力
管

栄
会

1

災
害

時
に

区
役

所
本

庁
舎

及
び

区
有

施
設

並
び

に
区

が
あ

ら
か

じ
め

指
定

し
た

避
難

所
等

の
関

係
各

施
設

の
敷

地
内

に
お

け
る

給
水

装
置

の
応

急
措

置
業

務
を

迅
速

に
行

う
た

め
、

応
急

措
置

業
務

に
お

け
る

協
力

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。

平
成

2
8
年

2
月

2
6
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
0
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

段
ボ

ー
ル

ベ
ッ

ド
の

優
先

協
定

に
関

す
る

協
定

書
興

亜
紙

業
株

式
会

社
1
災

害
時

等
に

お
い

て
、

段
ボ

ー
ル

ベ
ッ

ド
等

の
物

資
の

供
給

を
迅

速
か

つ
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
令

和
3
年

1
月

1
8
日

協
定

締
結

日
～

令
和

3
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
0
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

給
電

車
両

貸
与

に
関

す
る

協
定

書
ト

ヨ
タ

モ
ビ

リ
テ

ィ
東

京
株

式
会

社
1
災

害
時

に
お

い
て

、
区

が
実

施
す

る
災

害
対

応
業

務
に

お
け

る
電

力
供

給
業

務
を

円
滑

に
実

施
す

る
こ

と
。

令
和

3
年

1
月

1
8
日

協
定

締
結

日
～

令
和

3
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
0
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

給
電

車
両

貸
与

に
関

す
る

協
定

書
ト

ヨ
タ

モ
ビ

リ
テ

ィ
サ

ー
ビ

ス
株

式
会

社
1
災

害
時

に
お

い
て

、
区

が
実

施
す

る
災

害
対

応
業

務
に

お
け

る
電

力
供

給
業

務
を

円
滑

に
実

施
す

る
こ

と
。

令
和

3
年

1
月

1
8
日

協
定

締
結

日
～

令
和

3
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
0
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

等
に

お
け

る
防

災
情

報
の

放
送

業
務

等
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

ジ
ェ

イ
コ

ム
中

野
1
災

害
時

等
に

お
い

て
、

区
民

に
対

し
て

防
災

に
関

す
る

情
報

を
迅

速
か

つ
正

確
に

提
供

す
る

こ
と

。
平

成
2
8
年

4
月

2
6
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
0
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
に

係
る

情
報

発
信

等
に

関
す

る
協

定
ヤ

フ
ー

株
式

会
社

1

区
内

の
地

震
、

津
波

、
台

風
、

豪
雨

、
洪

水
、

暴
風

そ
の

他
の

災
害

に
備

え
、

区
が

区
民

等
に

対
し

て
必

要
な

情
報

を
迅

速
に

提
供

し
、

か
つ

区
の

行
政

機
能

の
低

下
を

軽
減

さ
せ

る
た

め
、

様
々

な
取

組
を

行
う

こ
と

。

平
成

2
7
年

9
月

2
日

協
定

締
結

日
～

1
年

間
あ

り

1
0
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
情

報
及

び
行

政
告

知
放

送
の

再
送

信
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

ジ
ェ

イ
コ

ム
中

野
1
区

が
防

災
行

政
用

無
線

に
よ

り
区

民
向

け
に

実
施

す
る

災
害

情
報

及
び

行
政

告
知

放
送

を
ケ

ー
ブ

ル
テ

レ
ビ

を
利

用
し

再
送

信
を

行
う

こ
と

。
平

成
2
7
年

1
0
月

2
0
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
2
8
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
0
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
中

野
区

防
災

備
蓄

倉
庫

の
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

東
京

建
物

株
式

会
社

1
中

野
セ

ン
ト

ラ
ル

パ
ー

ク
サ

ウ
ス

防
災

備
蓄

倉
庫

を
、

区
の

防
災

備
蓄

倉
庫

と
し

て
利

用
す

る
こ

と
。

平
成

2
4
年

3
月

3
0
日

平
成

2
4
年

6
月

1
日

～
平

成
2
7
年

5
月

3
1
日

あ
り

1
0
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

協
力

体
制

に
か

か
る

基
本

協
定

学
校

法
人

明
治

大
学

1

中
野

区
役

所
一

帯
が

都
の

定
め

る
広

域
避

難
場

所
に

当
た

る
こ

と
を

十
分

考
慮

し
、

当
該

地
域

の
総

合
的

な
防

災
拠

点
の

形
成

に
資

す
る

た
め

、
災

害
時

に
お

け
る

協
力

体
制

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
5
年

3
月

2
8
日

平
成

2
5
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
1
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

協
力

体
制

に
か

か
る

基
本

協
定

学
校

法
人

帝
京

平
成

大
学

1

中
野

区
役

所
一

帯
が

都
の

定
め

る
広

域
避

難
場

所
に

当
た

る
こ

と
を

十
分

考
慮

し
、

当
該

地
域

の
総

合
的

な
防

災
拠

点
の

形
成

に
資

す
る

た
め

、
災

害
時

に
お

け
る

協
力

体
制

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
5
年

3
月

2
8
日

平
成

2
5
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

あ
り
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

1
1
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

の
相

互
支

援
に

関
す

る
協

定
学

校
法

人
早

稲
田

大
学

1

中
野

区
役

所
一

帯
が

都
の

定
め

る
避

難
場

所
に

当
た

る
こ

と
を

十
分

考
慮

し
、

中
野

国
際

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

プ
ラ

ザ
に

お
い

て
当

該
避

難
場

所
の

周
辺

地
域

の
総

合
的

な
防

災
拠

点
の

形
成

に
資

す
る

た
め

、
災

害
時

に
お

け
る

協
力

体
制

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
6
年

4
月

1
日

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
7
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
1
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

区
民

の
行

政
手

続
の

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

東
京

都
行

政
書

士
会

中
野

支
部

1
災

害
時

に
、

区
が

実
施

す
る

災
害

応
急

対
策

活
動

等
の

被
災

者
の

支
援

活
動

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

9
月

1
5
日

協
定

締
結

日
～

令
和

3
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
1
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

棺
等

葬
祭

用
品

の
供

給
等

の
協

力
に

関
す

る
協

定
全

東
京

葬
祭

業
連

合
会

1

災
害

時
、

そ
の

災
害

に
よ

り
多

数
の

死
者

が
集

中
的

に
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
遺

体
の

応
急

的
処

理
に

要
す

る
棺

等
葬

祭
用

品
の

供
給

等
に

つ
い

て
、

協
力

を
要

請
で

き
る

こ
と

及
び

そ
の

場
合

の
手

続
を

定
め

る
も

の
。

平
成

1
7
年

6
月

1
0
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
1
8
年

6
月

9
日

あ
り

1
1
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

広
報

紙
の

配
布

協
力

等
に

関
す

る
協

定
書

中
野

区
新

聞
販

売
同

業
組

合
1
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

活
動

の
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
9
年

5
月

6
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
1
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

相
互

支
援

に
関

す
る

協
定

社
会

福
祉

法
人

中
野

区
社

会
福

祉
協

議
会

1
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

及
び

復
旧

対
策

の
相

互
支

援
に

関
し

、
必

要
事

項
を

定
め

る
も

の
。

令
和

3
年

9
月

2
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
1
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

相
互

支
援

に
関

す
る

協
定

書
中

野
区

国
際

交
流

協
会

1
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

及
び

復
旧

対
策

の
相

互
支

援
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
2
6
年

4
月

2
2
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
1
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

の
情

報
交

換
に

関
す

る
協

定
国

土
交

通
省

関
東

地
方

整
備

局
長

1

区
の

地
域

に
つ

い
て

災
害

が
発

生
又

は
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
双

方
必

要
と

す
る

各
種

情
報

の
交

換
等

に
つ

い
て

定
め

、
も

っ
て

、
適

切
迅

速
か

つ
的

確
な

災
害

対
処

に
資

す
る

こ
と

。

平
成

2
3
年

6
月

3
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
1
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
罹

災
証

明
書

の
発

行
に

係
る

情
報

提
供

等
に

関
す

る
協

定
東

京
都

1
都

内
に

お
け

る
災

害
の

発
生

に
備

え
、

被
災

者
の

生
活

再
建

支
援

の
業

務
を

円
滑

に
遂

行
す

る
た

め
、

罹
災

証
明

書
の

発
行

に
係

る
情

報
提

供
等

に
関

す
る

こ
と

。
平

成
3
0
年

1
2
月

1
3
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
1
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

理
容

活
動

及
び

資
器

材
等

の
提

供
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
理

容
生

活
衛

生
同

業
組

合
中

野
支

部
1
災

害
時

に
お

け
る

理
容

活
動

及
び

資
器

材
等

の
提

供
に

関
す

る
協

力
体

制
を

確
立

し
、

区
民

の
安

定
し

た
生

活
の

確
保

を
図

る
こ

と
。

平
成

3
1
年

1
月

2
8
日

協
定

書
締

結
日

～
令

和
2
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
2
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
中

野
区

防
災

備
蓄

倉
庫

の
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

積
水

ハ
ウ

ス
株

式
会

社
1
マ

ス
ト

ワ
ン

江
古

田
の

杜
防

災
備

蓄
倉

庫
を

、
区

の
防

災
備

蓄
を

目
的

と
し

た
倉

庫
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

。
平

成
3
1
年

3
月

8
日

平
成

3
1
年

3
月

8
日

～
3
年

間
あ

り

1
2
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

停
電

復
旧

及
び

啓
開

作
業

の
相

互
協

力
に

関
す

る
協

定
東

京
電

力
パ

ワ
ー

グ
リ

ッ
ド

株
式

会
社

荻
窪

支
社

1

区
は

住
民

の
生

命
・

財
産

の
保

護
、

生
活

支
援

の
役

割
を

担
う

こ
と

、
相

手
方

は
電

力
の

早
期

復
旧

の
役

割
を

担
う

こ
と

を
相

互
に

確
認

し
、

災
害

時
に

お
け

る
双

方
の

協
力

関
係

構
築

に
資

す
る

事
項

を
定

め
、

地
域

の
防

災
力

を
高

め
る

こ
と

。

令
和

3
年

9
月

3
0
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
2
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

立
鷺

宮
高

等
学

校
1
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
9
年

6
月

5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
2
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
学

校
法

人
大

妻
学

院
1
生

徒
の

安
全

確
保

を
優

先
と

し
た

上
で

、
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
6
年

1
月

2
0
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
2
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
学

校
法

人
新

渡
戸

文
化

学
園

1
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
8
年

1
月

2
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
2
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

東
京

大
学

教
育

学
部

1
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
1
1
年

1
2
月

9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
2
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
学

校
法

人
宝

仙
学

園
1
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
0
年

5
月

3
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
2
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
学

校
法

人
東

京
工

芸
大

学
1
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
0
年

9
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
2
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
学

校
法

人
国

際
学

園
1
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
0
年

1
1
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
2
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

立
中

野
工

業
高

等
学

校
1
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

2
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
3
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
学

校
法

人
中

野
学

園
1
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

4
月

1
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
3
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
Ｔ

Ａ
Ｃ

グ
ル

ー
プ

1
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
8
年

1
2
月

1
6
日

協
定

書
締

結
日

～
指

定
管

理
者

と
し

て
指

定
さ

れ
た

期
間

の
終

了
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

1
3
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

奉
優

会
1
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

指
定

し
、

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

8
月

3
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
3
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

フ
ロ

ン
テ

ィ
ア

1
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

指
定

し
、

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

8
月

3
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
3
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

中
野

区
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
団

1
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
元

年
7
月

1
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
3
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
ベ

タ
ニ

ア
ホ

ー
ム

1
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
1
7
年

1
0
月

4
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
3
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
浄

風
園

1
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
1
7
年

1
0
月

4
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
3
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

ケ
ア

ネ
ッ

ト
1
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

指
定

し
、

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

6
月

2
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
3
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

南
東

北
福

祉
事

業
団

1
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
・

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

指
定

し
、

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
1
9
年

9
月

2
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
3
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

武
蔵

野
療

園
1
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

指
定

し
、

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
8
年

6
月

2
3
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
4
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

協
力

体
制

に
か

か
る

協
定

ユ
ー

ス
タ

イ
ル

ラ
ボ

ラ
ト

リ
ー

株
式

会
社

1
災

害
時

に
お

け
る

協
力

体
制

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
8
年

8
月

1
日

協
定

締
結

日
～

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
4
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定

株
式

会
社

ニ
チ

イ
ケ

ア
パ

レ
ス

1
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

指
定

し
、

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
3
年

9
月

6
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
4
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
社

会
福

祉
法

人
東

京
武

尊
会

1
災

害
時

に
お

け
る

高
齢

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

指
定

し
、

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
3
年

9
月

1
3
日

協
定

締
結

日
～

令
和

4
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
4
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
立

中
野

特
別

支
援

学
校

1
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
8
年

1
月

2
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
4
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

東
京

都
知

的
障

害
者

育
成

会
1
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

8
月

1
4
日

協
定

締
結

の
日

～
指

定
管

理
者

と
し

て
指

定
さ

れ
た

期
間

の
終

了

1
4
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

正
夢

の
会

1
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
6
年

6
月

2
日

協
定

締
結

の
日

～
指

定
管

理
者

と
し

て
指

定
さ

れ
た

期
間

の
終

了

1
4
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

正
夢

の
会

1
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
3
年

9
月

1
3
日

協
定

締
結

の
日

～
指

定
管

理
者

と
し

て
指

定
さ

れ
た

期
間

の
終

了

1
4
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

全
国

重
症

心
身

障
害

児
(
者
)
を
守

る
会

1
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
6
年

6
月

2
日

協
定

締
結

の
日

～
指

定
管

理
者

と
し

て
指

定
さ

れ
た

期
間

の
終

了

1
4
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

全
国

重
症

心
身

障
害

児
(
者
)
を
守

る
会

1
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
7
年

5
月

1
9
日

協
定

締
結

の
日

～
指

定
管

理
者

と
し

て
指

定
さ

れ
た

期
間

の
終

了

1
4
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

特
定

非
営

利
活

動
法

人
わ

か
み

や
ク

ラ
ブ

1
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
7
年

5
月

1
9
日

協
定

締
結

の
日

～
指

定
管

理
者

と
し

て
指

定
さ

れ
た

期
間

の
終

了

1
5
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

避
難

所
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

東
京

コ
ロ

ニ
ー

1
災

害
時

に
お

け
る

障
害

者
等

を
対

象
と

し
た

二
次

避
難

所
と

し
て

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
2
年

8
月

1
9
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
3
年

3
月

3
1
日

あ
り
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

1
5
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
中

野
み

な
み

保
育

園
1
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
二

次
避

難
所

と
し

て
指

定
し

、
利

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

1
6
年

1
0
月

1
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
5
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
野

方
さ

く
ら

保
育

園
1
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
二

次
避

難
所

と
し

て
指

定
し

、
利

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

1
6
年

1
0
月

1
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
5
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
七

海
保

育
園

1
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
二

次
避

難
所

と
し

て
指

定
し

、
利

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

1
7
年

5
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
5
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
あ

け
ぼ

の
保

育
園

1
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
二

次
避

難
所

と
し

て
指

定
し

、
利

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

1
7
年

5
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
5
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
桃

が
丘

さ
ゆ

り
保

育
園

1
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
二

次
避

難
所

と
し

て
指

定
し

、
利

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
2
年

1
2
月

2
2
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
5
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
コ

ン
ビ

ウ
ィ

ズ
株

式
会

社
1
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
二

次
避

難
所

と
し

て
指

定
し

、
利

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
3
年

2
月

2
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
5
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
避

難
所

施
設

利
用

に
関

す
る

協
定

書
社

会
福

祉
法

人
清

心
福

祉
会

1
災

害
時

に
お

け
る

児
童

等
を

対
象

と
し

た
二

次
避

難
所

と
し

て
指

定
し

、
利

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
3
年

2
月

2
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
5
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
輸

送
拠

点
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
立

稔
ヶ

丘
高

等
学

校
1
災

害
時

に
お

け
る

輸
送

拠
点

と
し

て
利

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
8
年

4
月

2
6
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
5
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
輸

送
拠

点
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
立

富
士

高
等

学
校

1
災

害
時

に
お

け
る

輸
送

拠
点

と
し

て
利

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

1
2
年

2
月

1
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
6
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

施
設

利
用

の
協

力
に

関
す

る
協

定
書

Ｊ
Ｎ

指
定

管
理

者
共

同
事

業
体

1

災
害

に
よ

り
交

通
機

関
が

正
常

機
能

を
失

い
、

帰
宅

困
難

者
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
地

域
の

混
乱

を
回

避
し

、
帰

宅
困

難
者

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
施

設
の

一
部

の
提

供
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
8
年

1
0
月

2
1
日

平
成

2
8
年

4
月

1
日

～
指

定
管

理
者

と
し

て
指

定
さ

れ
た

期
間

の
終

了

1
6
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

施
設

利
用

の
協

力
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

中
野

サ
ン

プ
ラ

ザ
1

災
害

に
よ

り
交

通
機

関
が

正
常

機
能

を
失

い
、

帰
宅

困
難

者
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
地

域
の

混
乱

を
回

避
し

、
帰

宅
困

難
者

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
施

設
の

一
部

の
提

供
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
7
年

9
月

8
日

協
定

書
締

結
日

～
平

成
2
8
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
6
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

施
設

利
用

に
か

か
る

協
定

書
ト

ヨ
タ

モ
ビ

リ
テ

ィ
東

京
株

式
会

社
1

災
害

に
よ

り
交

通
機

関
が

正
常

機
能

を
失

い
、

帰
宅

困
難

者
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
地

域
の

混
乱

を
回

避
し

、
帰

宅
困

難
者

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
施

設
の

一
部

の
提

供
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

3
年

3
月

1
0
日

協
定

書
締

結
日

～
令

和
3
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
6
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
広

域
避

難
場

所
指

定
に

あ
た

っ
て

の
協

定
書

京
王

バ
ス

東
株

式
会

社
1

中
野

営
業

所
車

庫
用

地
を

含
む

地
域

の
広

域
避

難
場

所
が

円
滑

に
運

営
さ

れ
、

大
地

震
発

生
時

に
お

い
て

延
焼

火
災

や
そ

の
他

の
危

険
か

ら
避

難
者

の
生

命
を

保
護

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。

平
成

2
5
年

6
月

1
日

都
が

車
庫

用
地

を
含

む
地

域
を

広
域

避
難

場
所

と
し

て
指

定
し

た
日

～
定

め
な

し

1
6
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

中
野

区
と

郵
便

局
と

の
相

互
極

力
に

関
す

る
覚

書

４
者
覚

書
①

中
野

郵
便

局
②

中
野

北
郵

便
局

③
中

野
区

内
特

定
郵

便
局

1
区

内
に

発
生

し
た

地
震

、
そ

の
他

に
よ

る
災

害
時

に
お

い
て

、
相

互
に

協
力

し
、

必
要

な
対

応
を

円
滑

に
遂

行
す

る
た

め
。

平
成

1
1
年

1
2
月

7
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
6
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

に
お

け
る

応
急

給
水

栓
の

設
置

及
び

使
用

に
関

す
る

覚
書

３
者

覚
書

①
東

京
都

②
学

校
法

人
新

渡
戸

文
化

学
園

1

災
害

発
生

時
等

に
お

け
る

配
給

管
及

び
給

水
管

の
洗

浄
排

水
作

業
並

び
に

災
害

発
生

時
に

お
け

る
応

急
給

水
活

動
を

実
施

す
る

た
め

に
設

置
す

る
設

備
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

設
置

、
使

用
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

元
年

1
0
月

2
1
日

締
結

日
～

1
年

間
あ

り

1
6
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

に
お

け
る

応
急

給
水

栓
の

設
置

及
び

使
用

に
関

す
る

覚
書

３
者

覚
書

①
東

京
都

②
学

校
法

人
大

妻
学

院
1

災
害

発
生

時
等

に
お

け
る

配
給

管
及

び
給

水
管

の
洗

浄
排

水
作

業
並

び
に

災
害

発
生

時
に

お
け

る
応

急
給

水
活

動
を

実
施

す
る

た
め

に
設

置
す

る
設

備
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

設
置

、
使

用
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

元
年

1
0
月

2
9
日

締
結

日
～

1
年

間
あ

り

1
6
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

に
お

け
る

応
急

給
水

栓
の

設
置

及
び

使
用

に
関

す
る

覚
書

３
者

覚
書

①
東

京
都

②
東

京
都

立
中

野
工

業
高

等
学

校
1

災
害

発
生

時
等

に
お

け
る

配
給

管
及

び
給

水
管

の
洗

浄
排

水
作

業
並

び
に

災
害

発
生

時
に

お
け

る
応

急
給

水
活

動
を

実
施

す
る

た
め

に
設

置
す

る
設

備
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

設
置

、
使

用
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

1
月

2
3
日

締
結

日
～

1
年

間
あ

り
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

1
6
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

に
お

け
る

応
急

給
水

栓
の

設
置

及
び

使
用

に
関

す
る

覚
書

３
者

覚
書

①
東

京
都

②
東

京
都

立
鷺

宮
高

等
学

校
1

災
害

発
生

時
等

に
お

け
る

配
給

管
及

び
給

水
管

の
洗

浄
排

水
作

業
並

び
に

災
害

発
生

時
に

お
け

る
応

急
給

水
活

動
を

実
施

す
る

た
め

に
設

置
す

る
設

備
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

設
置

、
使

用
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

1
月

2
0
日

締
結

日
～

1
年

間
あ

り

1
6
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

に
お

け
る

応
急

給
水

栓
の

設
置

及
び

使
用

に
関

す
る

覚
書

３
者

覚
書

①
東

京
都

②
国

立
大

学
法

人
東

京
大

学
1

災
害

発
生

時
等

に
お

け
る

配
給

管
及

び
給

水
管

の
洗

浄
排

水
作

業
並

び
に

災
害

発
生

時
に

お
け

る
応

急
給

水
活

動
を

実
施

す
る

た
め

に
設

置
す

る
設

備
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

設
置

、
使

用
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

1
月

2
0
日

締
結

日
～

1
年

間
あ

り

1
7
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

に
お

け
る

応
急

給
水

栓
の

設
置

及
び

使
用

に
関

す
る

覚
書

３
者

覚
書

①
東

京
都

②
学

校
法

人
中

野
学

園
1

災
害

発
生

時
等

に
お

け
る

配
給

管
及

び
給

水
管

の
洗

浄
排

水
作

業
並

び
に

災
害

発
生

時
に

お
け

る
応

急
給

水
活

動
を

実
施

す
る

た
め

に
設

置
す

る
設

備
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

設
置

、
使

用
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

1
月

2
0
日

締
結

日
～

1
年

間
あ

り

1
7
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
避

難
所

に
お

け
る

応
急

給
水

栓
の

設
置

及
び

使
用

に
関

す
る

覚
書

３
者

覚
書

①
東

京
都

②
学

校
法

人
宝

仙
学

園
1

災
害

発
生

時
等

に
お

け
る

配
給

管
及

び
給

水
管

の
洗

浄
排

水
作

業
並

び
に

災
害

発
生

時
に

お
け

る
応

急
給

水
活

動
を

実
施

す
る

た
め

に
設

置
す

る
設

備
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

設
置

、
使

用
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

2
月

3
日

締
結

日
～

1
年

間
あ

り

1
7
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
備

蓄
飲

料
の

無
償

提
供

に
関

す
る

覚
書

キ
リ

ン
ビ

バ
レ

ッ
ジ

株
式

会
社

1
中

野
四

季
の

都
市

エ
リ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
へ

の
協

力
の

一
環

と
し

て
、

区
へ

無
償

で
提

供
す

る
備

蓄
飲

料
に

関
し

て
取

扱
い

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

3
月

2
1
日

覚
書

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り

1
7
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

自
販

機
内

在
庫

商
品

提
供

に
関

す
る

覚
書

３
者

覚
書

①
キ

リ
ン

ビ
バ

レ
ッ

ジ
株

式
会

社
②

東
京

キ
リ

ン
ビ

バ
レ

ッ
ジ

サ
ー

ビ
ス

株
式

会
社

1
災

害
時

に
お

け
る

中
野

四
季

の
森

公
園

に
設

置
し

た
自

動
販

売
機

内
在

庫
商

品
提

供
に

関
す

る
取

扱
い

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

3
月

2
5
日

自
動

販
売

機
の

設
置

の
日

～
自

動
販

売
機

の
撤

去
の

日

1
7
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

資
機

材
等

の
提

供
に

関
す

る
覚

書

３
者

覚
書

①
野

方
警

察
署

②
中

野
土

木
防

災
協

力
会

1
災

害
時

に
区

が
行

う
応

急
対

策
活

動
に

際
し

、
中

野
土

木
防

災
協

力
会

か
ら

提
供

を
受

け
る

資
機

材
等

に
つ

い
て

、
警

察
署

に
提

供
す

る
た

め
の

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
8
年

1
2
月

9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
7
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

資
機

材
等

の
提

供
に

関
す

る
覚

書

３
者

覚
書

①
中

野
警

察
署

②
中

野
土

木
防

災
協

力
会

1
災

害
時

に
区

が
行

う
応

急
対

策
活

動
に

際
し

、
中

野
土

木
防

災
協

力
会

か
ら

提
供

を
受

け
る

資
機

材
等

に
つ

い
て

、
警

察
署

に
提

供
す

る
た

め
の

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

1
6
年

1
1
月

8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
7
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

の
物

資
供

給
及

び
街

頭
消

火
器

の
設

置
協

力
に

関
す

る
覚

書
株

式
会

社
セ

ブ
ン

－
イ

レ
ブ

ン
・

ジ
ャ

パ
ン

1
災

害
が

発
生

し
た

場
合

の
、

被
災

住
民

等
を

救
助

す
る

た
め

の
物

資
の

調
達

及
び

供
給

等
に

関
す

る
こ

と
。

平
成

2
8
年

1
0
月

3
1
日

平
成

2
8
年

1
0
月

3
1
日

～
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
7
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
災

害
時

に
お

け
る

区
民

の
生

活
用

水
確

保
の

た
め

の
手

動
式

ポ
ン

プ
設

置
に

関
す

る
協

定
区

民
1
9
2
名

1
9
2
井

戸
水

を
災

害
時

に
地

域
住

民
の

生
活

用
水

と
し

て
使

用
す

る
た

め
。

昭
和

6
3
年

3
月

1
日

～
令

和
3
年

1
0
月

2
2
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
7
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
協

定
書

東
京

都
立

中
野

特
別

支
援

学
校

長
　

1
防

災
行

政
無

線
戸

別
受

信
機

設
置

に
当

た
り

、
負

担
す

べ
き

光
熱

水
費

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

1
7
9
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
中

野
区

防
災

用
高

所
カ

メ
ラ

シ
ス

テ
ム

設
置

に
関

す
る

覚
書

株
式

会
社

Ｎ
Ｔ

Ｔ
ド

コ
モ

1
防

災
用

高
所

カ
メ

ラ
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
、

責
任

の
明

確
化

を
図

る
こ

と
。

令
和

4
年

8
月

1
日

令
和

4
年

8
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
8
0
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
東

京
都

防
災

行
政

無
線

局
設

置
等

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

1
災

害
対

策
に

係
る

事
務

及
び

行
政

事
務

に
関

し
相

互
に

緊
密

な
連

携
を

図
る

た
め

の
東

京
都

防
災

行
政

無
線

局
の

設
置

及
び

管
理

運
用

等
に

関
す

る
こ

と
。

昭
和

5
3
年

9
月

1
日

昭
和

5
3
年

9
月

1
日

～
昭

和
5
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
8
1
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
中

野
区

消
火

器
あ

っ
せ

ん
事

業
に

関
す

る
協

定
書

①
株

式
会

社
東

新
エ

ン
ジ

ニ
ア

リ
ン

グ
②

高
千

穂
防

災
工

業
株

式
会

社
③

有
限

会
社

新
山

防
災

3
区

民
に

対
す

る
家

庭
用

消
火

器
の

販
売

及
び

廃
消

火
器

の
引

取
処

分
、

住
宅

用
火

災
警

報
器

の
販

売
及

び
取

付
け

に
関

し
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

1
8
2
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
中

野
区

防
災

用
品

あ
っ

せ
ん

事
業

に
関

す
る

協
定

書
社

会
福

祉
法

人
東

京
コ

ロ
ニ

ー
1
区

民
向

け
に

防
災

用
品

を
安

価
で

斡
旋

す
る

事
業

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

7
月

1
日

令
和

4
年

7
月

1
日

～
令

和
5
年

6
月

3
0
日

1
8
3
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
地

下
貯

水
槽

の
設

置
及

び
維

持
管

理
に

関
す

る
協

定
書

①
区

民
Ａ

②
区

民
Ｂ

③
区

民
Ｃ

④
区

民
Ｄ

4
軽

可
搬

消
火

ポ
ン

プ
の

消
火

用
水

と
し

て
の

貯
水

槽
を

設
置

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
災

害
時

に
お

け
る

初
期

消
火

態
勢

の
充

実
を

図
る

こ
と

。

①
昭

和
5
5
年

8
月

2
0
日

②
昭

和
5
7
年

3
月

1
2
日

③
昭

和
5
8
年

2
月

1
7
日

④
昭

和
5
8
年

2
月

1
7
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

1
8
4
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
防

災
資

材
倉

庫
の

設
置

及
び

維
持

管
理

に
関

す
る

協
定

書

①
マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

組
合

６
②

宗
教

法
人

等
３

③
事

業
所

等
２

1
1

軽
可

搬
消

火
ポ

ン
プ

及
び

そ
の

他
の

防
災

資
機

材
の

保
管

場
所

と
し

て
倉

庫
を

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
、

災
害

時
に

お
け

る
初

期
消

火
態

勢
の

充
実

と
、

地
域

防
災

住
民

組
織

の
活

動
拠

点
を

確
保

す
る

こ
と

。

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
8
5
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
中

野
区

自
動

通
話

録
音

機
貸

与
事

業
の

運
用

に
関

す
る

協
定

３
者

協
定

①
警

視
庁

中
野

警
察

署
②

警
視

庁
野

方
警

察
署

1
特

殊
詐

欺
を

防
止

し
、

区
民

が
安

心
し

て
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

地
域

社
会

の
形

成
に

寄
与

す
る

こ
と

。
令

和
2
年

7
月

3
日

締
結

日
～

令
和

3
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
8
6
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
中

野
区

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
関

す
る

協
定

書

４
者

協
定

①
東

京
商

工
会

議
所

中
野

支
部

②
警

視
庁

中
野

警
察

署
③

警
視

庁
野

方
警

察
署

1
区

民
及

び
区

内
に

所
在

す
る

中
小

企
業

者
に

お
け

る
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
意

識
の

向
上

及
び

サ
イ

バ
ー

犯
罪

(
攻
撃

を
含

む
。

)
に
よ

る
被

害
の

防
止

を
図

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

1
2
月

1
2
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
3
1
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
8
7
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
危

険
ド

ラ
ッ

グ
対

策
等

に
関

す
る

覚
書

５
者

協
定

①
警

視
庁

中
野

警
察

署
②

警
視

庁
野

方
警

察
署

③
公

益
社

団
法

人
東

京
都

宅
地

建
物

取
引

業
協

会
中

野
区

支
部

④
公

益
社

団
法

人
全

日
本

不
動

産
協

会
東

京
都

本
部

中
野

杉
並

支
部

1

危
険

ド
ラ

ッ
グ

そ
の

他
の

規
制

薬
物

の
売

買
、

振
り

込
め

詐
欺

を
は

じ
め

と
す

る
特

殊
詐

欺
等

、
区

民
の

平
穏

な
生

活
を

脅
か

す
犯

罪
を

防
止

し
、

安
全

で
安

心
な

ま
ち

づ
く

り
を

推
進

す
る

こ
と

。

平
成

2
7
年

3
月

1
7
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
8
8
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
中

野
区

に
お

け
る

治
安

向
上

の
取

組
み

に
関

す
る

覚
書

３
者

協
定

①
中

野
警

察
署

②
野

方
警

察
署

1
中

野
区

に
お

け
る

治
安

向
上

の
取
組

に
関

し
、

協
働

し
て

取
組

を
推

進
す

る
こ

と
。

平
成

2
4
年

8
月

1
7
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
8
9
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
情

報
シ

ス
テ

ム
課

中
野

区
に

お
け

る
区

民
Ｉ

Ｃ
Ｔ

利
活

用
支

援
事

業
に

関
す

る
覚

書
公

益
社

団
法

人
中

野
区

シ
ル

バ
ー

人
材

セ
ン

タ
ー

1

Ｉ
Ｃ

Ｔ
に

関
す

る
専

門
教

育
機

関
、

又
は

パ
ソ

コ
ン

講
習

会
の

実
施

団
体

と
し

て
保

有
し

て
い

る
人

的
、

知
的

、
物

的
資

源
を

有
効

活
用

す
る

こ
と

で
、

区
民

の
Ｉ

Ｃ
Ｔ

リ
テ

ラ
シ

ー
の

向
上

を
推

進
し

、
区

民
生

活
の

利
便

性
向

上
に

寄
与

す
る

こ
と

。

平
成

2
3
年

9
月

7
日

覚
書

成
立

の
日

～
平

成
2
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
9
0
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
情

報
シ

ス
テ

ム
課

中
野

区
に

お
け

る
区

民
Ｉ

Ｃ
Ｔ

利
活

用
支

援
事

業
に

関
す

る
覚

書
公

益
社

団
法

人
中

野
法

人
会

1

Ｉ
Ｃ

Ｔ
に

関
す

る
専

門
教

育
機

関
、

又
は

Ｉ
Ｃ

Ｔ
講

習
会

の
実

施
団

体
と

し
て

保
有

し
て

い
る

人
的

、
知

的
、

物
的

資
源

を
有

効
活

用
す

る
こ

と
で

、
区

民
の

Ｉ
Ｃ

Ｔ
リ

テ
ラ

シ
ー

の
向

上
を

推
進

し
、

区
民

生
活

の
利

便
性

向
上

に
寄

与
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

1
9
1
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
情

報
シ

ス
テ

ム
課

区
民

Ｉ
Ｃ

Ｔ
利

活
用

支
援

事
業

に
関

す
る

覚
書

専
門

学
校

東
京

テ
ク

ニ
カ

ル
カ

レ
ッ

ジ
1

Ｉ
Ｃ

Ｔ
に

関
す

る
専

門
教

育
機

関
、

又
は

Ｉ
Ｃ

Ｔ
講

習
会

の
実

施
団

体
と

し
て

保
有

し
て

い
る

人
的

、
知

的
、

物
的

資
源

を
有

効
活

用
す

る
こ

と
で

、
区

民
の

Ｉ
Ｃ

Ｔ
リ

テ
ラ

シ
ー

の
向

上
を

推
進

し
、

区
民

生
活

の
利

便
性

向
上

に
寄

与
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

1
9
2
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
情

報
シ

ス
テ

ム
課

地
域

Ｂ
Ｗ

Ａ
シ

ス
テ

ム
の

整
備

及
び

公
共

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

協
定

Ｊ
Ａ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｓ

株
式

会
社

1

高
速

デ
ー

タ
通

信
シ

ス
テ

ム
を

利
用

し
た

公
共

サ
ー

ビ
ス

を
実

現
し

、
地

域
住

民
等

の
利

便
性

の
向

上
に

資
す

る
基

盤
の

1
つ

で
あ

る
、

区
に

お
け

る
地

域
広

帯
域

移
動

無
線

ア
ク

セ
ス

シ
ス

テ
ム

の
整

備
に

つ
い

て
、

双
方

の
連

携
に

必
要

な
事

項
を

定
め

、
も

っ
て

公
共

の
福

祉
の

増
進

に
寄

与
す

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

3
月

8
日

協
定

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り

1
9
3
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
情

報
シ

ス
テ

ム
課

電
気

通
信

事
業

用
回

線
及

び
関

連
設

備
の

提
供

に
関

す
る

覚
書

Ｊ
Ａ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｓ

株
式

会
社

1
相

手
方

の
無

線
通

信
回

線
及

び
通

信
機

器
等

を
区

に
提

供
し

、
区

が
災

害
時

の
連

絡
手

段
等

と
し

て
使

用
す

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

8
月

2
2
日

覚
書

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り

1
9
4
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
情

報
シ

ス
テ

ム
課

中
野

区
と

日
本

マ
イ

ク
ロ

ソ
フ

ト
株

式
会

社
と

の
Ｄ

Ｘ
推

進
連

携
協

定
日

本
マ

イ
ク

ロ
ソ

フ
ト

株
式

会
社

1

相
互

に
緊

密
に

連
携

し
な

が
ら

、
双

方
の

資
源

を
有

効
に

活
用

し
た

官
民

協
働

に
よ

る
活

動
を

推
進

す
る

こ
と

に
よ

り
、

区
の

Ｄ
Ｘ

推
進

の
取

組
を

一
層

加
速

さ
せ

、
行

政
事

務
の

効
率

化
及

び
区

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

を
図

る
こ

と
。

令
和

4
年

7
月

2
9
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
7
年

3
月

3
1
日

1
9
5
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
情

報
シ

ス
テ

ム
課

都
区

市
町

村
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ク

ラ
ウ

ド
の

利
用

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

1
都

が
構

築
し

、
及

び
運

用
す

る
都

区
市

町
村

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

ク
ラ

ウ
ド

を
区

が
利

用
す

る
こ

と
。

平
成

2
9
年

5
月

2
6
日

締
結

の
日

～
平

成
3
0
年

3
月

3
1
日

あ
り

1
9
6
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

協
定

書
東

京
都

1
中

野
区

総
合

庁
舎

の
使

用
及

び
維

持
管

理
並

び
に

こ
れ

ら
に

伴
う

諸
経

費
分

担
に

関
す

る
こ

と
。

平
成

1
8
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
9
7
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

庁
舎

建
替

事
業

に
関

す
る

覚
書

東
京

都
建

設
局

1
建

替
事

業
の

実
施

に
当

た
り

、
事

業
に

関
す

る
基

本
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
双

方
の

事
業

の
適

正
か

つ
円

滑
な

遂
行

を
図

る
こ

と
。

平
成

2
7
年

1
0
月

1
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

24



通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

1
9
8
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

合
同

庁
舎

建
替

事
業

に
関

す
る

基
本

協
定

東
京

都
建

設
局

1
建

替
事

業
の

実
施

に
当

た
り

、
適

正
か

つ
円

滑
な

遂
行

を
図

る
こ

と
。

平
成

2
8
年

1
1
月

1
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

1
9
9
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

合
同

庁
舎

建
替

事
業

用
地

の
測

量
の

施
行

に
関

す
る

協
定

東
京

都
建

設
局

1
平

成
2
8
年

度
実

施
す

る
建

替
事

業
用

地
の

測
量

の
施

行
に

関
す

る
こ

と
。

平
成

2
8
年

1
1
月

1
6
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
0
0
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

合
同

庁
舎

建
替

事
業

に
係

る
建

設
支

援
ア

ド
バ

イ
ザ

リ
ー

業
務

委
託

に
関

す
る

協
定

東
京

都
建

設
局

1
平

成
2
9
年

か
ら

平
成

3
1
年

度
に

か
け

て
実

施
す

る
建

替
事

業
に

係
る

建
設

支
援

ア
ド

バ
イ

ザ
リ

ー
業

務
委

託
を

実
施

す
る

に
当

た
り

、
適

正
か

つ
円

滑
な

遂
行

を
図

る
こ

と
。

平
成

2
9
年

6
月

9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
0
1
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

合
同

庁
舎

建
替

事
業

に
関

す
る

基
本

設
計

等
業

務
施

行
協

定
東

京
都

建
設

局
1
建

替
事

業
に

係
る

中
野

区
新

庁
舎

整
備

基
本

設
計

等
の

業
務

を
実

施
す

る
に

当
た

り
、

適
正

か
つ

円
滑

な
遂

行
を

図
る

こ
と

。
平

成
3
0
年

1
月

1
7
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
0
2
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

合
同

庁
舎

建
替

事
業

に
関

す
る

費
用

負
担

協
定

東
京

都
建

設
局

1
建

替
事

業
を

適
正

か
つ

円
滑

に
遂

行
す

る
た

め
、

事
業

の
費

用
負

担
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

3
月

2
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
0
3
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

合
同

庁
舎

建
替

事
業

に
関

す
る

事
業

者
選

考
委

員
会

に
関

す
る

協
定

東
京

都
建

設
局

1
建

替
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
り

、
適

正
か

つ
円

滑
に

事
業

者
を

選
考

す
る

た
め

に
設

置
す

る
事

業
者

選
考

委
員

会
に

関
す

る
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
1
年

4
月

1
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
0
4
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

合
同

庁
舎

建
替

事
業

に
係

る
実

施
設

計
・

施
工

業
務

に
関

す
る

協
定

東
京

都
建

設
局

1
建

替
事

業
に

係
る

中
野

区
新

庁
舎

整
備

実
施

設
計

・
施

工
業

務
を

実
施

す
る

に
当

た
り

、
適

正
か

つ
円

滑
な

遂
行

を
図

る
こ

と
。

令
和

2
年

3
月

1
9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
0
5
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

合
同

庁
舎

建
替

事
業

に
係

る
コ

ン
ス

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
業

務
委

託
に

関
す

る
協

定

東
京

都
建

設
局

1
建

替
事

業
に

係
る

コ
ン

ス
ト

ラ
ク

シ
ョ

ン
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

業
務

委
託

を
行

う
に

当
た

り
、

適
正

か
つ

円
滑

な
遂

行
を

図
る

こ
と

。
令

和
2
年

3
月

1
9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
0
6
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

合
同

庁
舎

建
替

事
業

に
係

る
設

計
意

図
伝

達
等

業
務

委
託

に
関

す
る

協
定

東
京

都
建

設
局

1
建

替
事

業
に

係
る

設
計

意
図

伝
達

等
業

務
委

託
を

実
施

す
る

に
当

た
り

、
適

正
か

つ
円

滑
な

遂
行

を
図

る
こ

と
。

令
和

1
年

8
月

2
2
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
0
7
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

合
同

庁
舎

建
替

事
業

に
係

る
工

事
監

理
業

務
委

託
に

関
す

る
協

定

東
京

都
建

設
局

1
建

替
事

業
に

係
る

工
事

監
理

業
務

委
託

を
行

う
に

当
た

り
、

適
正

か
つ

円
滑

な
遂

行
を

図
る

こ
と

。
令

和
2
年

1
1
月

1
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
0
8
総

務
部

Ｄ
Ｘ

推
進

室
新

区
役

所
整

備
課

中
野

区
役

所
及

び
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
の

合
同

庁
舎

建
替

事
業

に
係

る
新

庁
舎

オ
フ

ィ
ス

環
境

整
備

等
業

務
委

託
に

関
す

る
協

定

東
京

都
建

設
局

1
建

替
事

業
に

係
る

新
庁

舎
オ

フ
ィ

ス
環

境
整

備
等

業
務

委
託

を
行

う
に

当
た

り
、

適
正

か
つ

円
滑

な
遂

行
を

図
る

こ
と

。
令

和
3
年

6
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
0
9
区

民
部

区
民

文
化

国
際

課
災

害
時

の
法

律
相

談
事

業
に

つ
い

て
の

協
定

書
中

野
区

法
曹

会
1
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

き
区

が
行

う
法

律
相

談
事

業
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
1
2
年

5
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
1
0
区

民
部

区
民

文
化

国
際

課
中

野
区

相
続

登
記

手
続

相
談

事
業

の
実

施
に

関
す

る
協

定
書

東
京

司
法

書
士

会
中

野
支

部
1

不
動

産
の

相
続

登
記

が
義

務
化

さ
れ

る
こ

と
に

伴
い

、
司

法
書

士
に

よ
る

相
続

登
記

に
係

る
相

談
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

相
談

体
制

を
拡

充
し

、
も

っ
て

区
民

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
を

図
る

こ
と

。

令
和

4
年

6
月

1
7
日

協
定

締
結

日
～

令
和

5
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
1
1
区

民
部

区
民

文
化

国
際

課
覚

書
①

東
京

司
法

書
士

会
中

野
支

部
②

東
京

土
地

家
屋

調
査

士
会

中
野

支
部

2
司

法
書

士
・

土
地

家
屋

調
査

士
の

業
務

に
関

す
る

相
談

の
場

を
設

け
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
相

談
事

業
等

の
充

実
を

図
る

こ
と

に
よ

り
、

区
民

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
に

資
す

る
こ

と
。

平
成

3
1
年

4
月

1
日

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り

2
1
2
区

民
部

区
民

文
化

国
際

課
覚

書
東

京
都

行
政

書
士

会
中

野
支

部
1
行

政
書

士
の

業
務

に
関

す
る

相
談

の
場

を
設

け
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
相

談
事

業
等

の
充

実
を

図
る

こ
と

に
よ

り
、

区
民

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
に

資
す

る
こ

と
。

平
成

3
1
年

4
月

1
日

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り

2
1
3
区

民
部

区
民

文
化

国
際

課
覚

書
東

京
都

社
会

保
険

労
務

士
会

中
野

・
杉

並
支

部
1
社

会
保

険
労

務
士

の
業

務
に

関
す

る
相

談
の

場
を

設
け

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

相
談

事
業

等
の

充
実

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
区

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

に
資

す
る

こ
と

。
平

成
3
1
年

4
月

1
日

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り

25



通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

2
1
4
区

民
部

区
民

文
化

国
際

課
中

野
区

本
町

二
丁

目
1
8
番

1
2
号

所
在

中
野

区
№

7
2
遺

跡
の

発
掘

調
査

に
関

す
る

協
定

書

３
者

協
定

①
株

式
会

社
三

起
②

ト
キ

オ
文

化
財

株
式

会
社

1
埋

蔵
文

化
財

の
取

扱
い

に
つ

い
て

の
措

置
及

び
発

掘
調

査
の

実
施

方
法

、
実

施
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
、

経
費

負
担

、
出

土
品

の
整

理
及

び
調

査
報

告
書

刊
行

作
業

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

7
月

2
7
日

令
和

4
年

7
月

2
7
日

～
令

和
5
年

4
月

2
8
日

2
1
5
区

民
部

戸
籍

住
民

課
中

野
区

遺
族

の
た

め
の

手
続

ガ
イ

ド
官

民
協

働
発

行
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

鎌
倉

新
書

1
死

亡
届

提
出

後
の

遺
族

の
事

務
手

続
等

に
関

す
る

情
報

を
よ

り
分

か
り

や
す

く
提

供
す

る
た

め
、

遺
族

の
た

め
の

手
続

ガ
イ

ド
の

発
行

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

9
月

1
日

令
和

4
年

9
月

1
日

～
令

和
6
年

4
月

3
0
日

あ
り

2
1
6
区

民
部

税
務

課
覚

書

３
者

覚
書

①
一

般
社

団
法

人
青

色
申

告
会

②
公

益
社

団
法

人
中

野
法

人
会

1
区

に
対

し
て

封
筒

を
寄

贈
す

る
こ

と
。

令
和

3
年

1
2
月

2
8
日

定
め

な
し

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
1
7
区

民
部

税
務

課
令

和
４

年
分

所
得

税
及

び
復

興
特

別
所

得
税

確
定

申
告

関
係

書
類

等
の

発
送

等
費

用
の

負
担

に
関

す
る

協
定

書
東

京
国

税
局

総
務

部
次

長
1

国
、

都
県

及
び

市
区

町
村

の
三

税
協

力
関

係
に

よ
り

共
同

実
施

す
る

、
所

得
税

等
確

定
申

告
関

係
書

類
等

の
発

送
等

業
務

に
つ

い
て

、
契

約
の

方
法

と
発

送
等

費
用

の
精

算
方

法
を

定
め

る
も

の
。

令
和

4
年

5
月

1
6
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
1
8
区

民
部

保
険

医
療

課

東
京

都
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

の
国

保
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
シ

ス
テ

ム
使

用
に

伴
う

各
種

デ
ー

タ
の

相
互

利
用

に
関

す
る

協
定

書

東
京

都
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

1
国

保
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
シ

ス
テ

ム
に

お
い

て
、

健
康

診
査

、
医

療
、

介
護

の
デ

ー
タ

を
、

相
互

に
適

切
か

つ
円

滑
に

利
用

す
る

に
際

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

4
月

1
日

協
定

の
締

結
の

日
～

令
和

3
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
1
9
区

民
部

保
険

医
療

課
療

養
費

指
定

公
費

処
理

委
託

業
務

協
定

書
東

京
都

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
1

特
例

措
置

対
象

被
保

険
者

等
が

平
成

2
0
年

4
月
1
日
か

ら
平

成
3
1

年
3
月
3
1
日

ま
で

の
間

に
受

け
た

療
養

に
つ

い
て

、
療

養
費

又
は

特
別

療
養

費
の

支
給

申
請

が
あ

っ
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
一

部
負

担
金

等
の

一
部

に
相

当
す

る
額

に
係

る
審

査
支

払
事

務
の

取
扱

い
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。

令
和

4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
2
0
区

民
部

保
険

医
療

課
覚

書
東

京
都

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
1
療

養
費

指
定

公
費

処
理

委
託

業
務

を
遂

行
す

る
た

め
に

必
要

の
あ

る
業

務
に

関
し

て
、

委
託

す
る

こ
と

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
2
1
区

民
部

産
業

振
興

課
小

規
模

事
業

者
経

営
改

善
資

金
に

係
る

利
子

補
給

事
務

の
取

扱
に

関
す

る
協

定
東

京
商

工
会

議
所

1
小

規
模

事
業

者
経

営
改

善
資

金
利

子
補

給
金

交
付

事
務

を
円

滑
に

遂
行

す
る

た
め

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
2
2
区

民
部

産
業

振
興

課

小
規

模
事

業
者

経
営

改
善

資
金

(
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

係
る

特
例

適
用

)
に

係
る

利
子

補
給

事
務

の
取

扱
に

関
す

る
協

定

東
京

商
工

会
議

所
1
小

規
模

事
業

者
経

営
改

善
資

金
(
新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
に

係
る

特
例

適
用

)
利
子

補
給

金
交

付
事

務
を

円
滑

に
遂

行
す

る
た

め
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
。

令
和

3
年

1
月

1
日

令
和

3
年

1
月

1
日

～
令

和
3
年

1
2
月

3
1
日

あ
り

2
2
3
区

民
部

産
業

振
興

課
令

和
4
年

度
中

野
・

杉
並

・
豊

島
ア

ニ
メ

等
地

域
ブ

ラ
ン

デ
ィ

ン
グ

事
業

に
関

す
る

協
定

書

中
野

・
杉

並
・

豊
島

ア
ニ

メ
等

地
域

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
事

業
実

行
委

員
会

1
令

和
4
年
度

ア
ニ

メ
等

(
マ
ン

ガ
、

ア
ニ

メ
、

サ
ブ

カ
ル

)
を

活
用

し
た

地
域

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
事

業
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

2
7
日

協
定

締
結

日
～

令
和

5
年

3
月

3
1
日

2
2
4
区

民
部

産
業

振
興

課
農

地
台

帳
の

適
正

管
理

等
に

係
る

情
報

提
供

に
関

す
る

協
定

東
京

都
1
区

が
備

え
る

農
地

台
帳

の
適

正
管

理
及

び
所

掌
事

務
の

円
滑

な
遂

行
に

当
た

り
、

土
地

台
帳

の
情

報
の

提
供

を
行

う
こ

と
。

平
成

2
7
年

2
月

1
3
日

平
成

2
7
年

2
月

1
3
日

～
定

め
な

し

2
2
5
子

ど
も

教
育

部
子

ど
も

・
教

育
政

策
課

「
中

野
区

子
ど

も
と

子
育

て
家

庭
の

実
態

調
査

」
デ

ー
タ

利
用

に
関

す
る

覚
書

東
京

都
公

立
大

学
法

人
1

子
ど

も
の

生
活

実
態

や
健

全
な

育
成

環
境

の
向

上
等

に
資

す
る

た
め

、
「

中
野

区
子

ど
も

と
子

育
て

家
庭

の
実

態
調

査
(
令

和
元

年
8
月
実

施
)
」
の

結
果

及
び

デ
ー

タ
の

利
用

、
公

表
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。

令
和

2
年

7
月

2
2
日

覚
書

取
り

交
わ

し
の 日

～
令

和
3
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
2
6
子

ど
も

教
育

部
子

ど
も

・
教

育
政

策
課

東
京

都
子

ど
も

の
生

活
実

態
調

査
2
0
2
2
に

係
る

研
究

協
力

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

公
立

大
学

法
人

1
「

東
京

都
子

ど
も

の
生

活
実

態
調

査
2
0
2
2
」

の
実

施
に

当
た

り
、

必
要

な
協

力
を

行
う

も
の

。
令

和
4
年

8
月

3
1
日

令
和

4
年

1
0
月

1
日

～
令

和
6
年

9
月

3
0
日

2
2
7
子

ど
も

教
育

部
保

育
園

・
幼

稚
園

課

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
利

用
支

援
事

業
(
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

事
業

者
連

携
型

)
に

関
す

る
協

定
書

３
者

協
定

①
東

京
都

②
公

益
社

団
法

人
全

国
保

育
サ

ー
ビ

ス
協

会
1
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

利
用

支
援

事
業

(
ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
事

業
者

連
携

型
)
の
実

施
に

当
た

り
、

事
務

分
担

及
び

費
用

負
担

等
に

つ
い

て
定

め
、

も
っ

て
事

業
を

円
滑

に
実

施
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

3
月

3
0
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
2
8
子

ど
も

教
育

部
保

育
園

・
幼

稚
園

課
中

野
区

休
日

保
育

事
業

の
実

施
に

関
す

る
覚

書
社

会
福

祉
法

人
青

柳
保

育
会

1
休

日
保

育
事

業
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
2
9
子

ど
も

教
育

部
保

育
園

・
幼

稚
園

課

(
仮

称
)
中

野
ひ

ま
わ

り
保

育
園

(
他

3
7

園
)
の

設
置

及
び

運
営

に
関

す
る

基
本

協
定

書
株

式
会

社
Ｐ

Ｈ
Ｃ

他
3
7
者

3
8

新
園

の
設

置
及

び
運

営
を

行
う

に
当

た
っ

て
の

基
本

と
な

る
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
募

集
要

項
に

お
い

て
応

募
条

件
等

と
し

た
事

項
並

び
に

当
該

募
集

に
お

い
て

提
案

し
た

内
容

の
適

正
か

つ
確

実
な

実
施

を
確

保
す

る
こ

と
。

平
成

2
8
年

4
月

2
2
日

～
令

和
4
年

8
月

1
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

2
3
0
子

ど
も

教
育

部
保

育
園

・
幼

稚
園

課

東
京

都
認

証
保

育
所

小
学

館
ア

カ
デ

ミ
ー

あ
ら

い
や

く
し

保
育

園
(
他

4
園

)
の

認
可

保
育

所
へ

の
移

行
及

び
運

営
に

関
す

る
基

本
協

定
書

株
式

会
社

小
学

館
集

英
社

プ
ロ

ダ
ク

シ
ョ

ン
他

4
者

5

現
園

の
認

可
保

育
所

へ
の

移
行

及
び

移
行

し
た

認
可

保
育

所
の

運
営

を
行

う
に

当
た

っ
て

の
基

本
と

な
る

事
項

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

移
行

す
る

際
の

要
件

及
び

移
行

後
の

施
設

の
条

件
と

し
た

事
項

並
び

に
当

該
事

業
に

お
い

て
提

案
し

た
内

容
の

適
正

か
つ

確
実

な
実

施
を

確
保

す
る

こ
と

。

平
成

3
0
年

9
月

2
8
日

～
令

和
3
年

5
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
3
1
子

ど
も

教
育

部
保

育
園

・
幼

稚
園

課
(
仮

称
)
ゆ

め
の

い
ろ

保
育

園
中

野
(
他

2
園

)
の

設
置

に
関

す
る

基
本

協
定

書
株

式
会

社
絶

好
調

他
2
者

3

新
園

の
設

置
を

行
う

に
当

た
っ

て
の

基
本

と
な

る
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
募

集
要

項
に

お
い

て
募

集
条

件
等

と
し

た
事

項
並

び
に

当
該

募
集

に
お

い
て

提
案

し
た

内
容

の
適

正
か

つ
確

実
な

実
施

を
確

保
す

る
こ

と
。

平
成

2
8
年

1
1
月

1
4
日 ～

平
成

2
9
年

1
1
月

1
7
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
3
2
子

ど
も

教
育

部
保

育
園

・
幼

稚
園

課

(
仮

称
)
東

中
野

五
丁

目
保

育
園

(
他

6
園

)
の

設
置

及
び

運
営

等
に

関
す

る
基

本
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

龍
美

他
6
者

7

新
園

の
設

置
及

び
運

営
を

行
う

に
当

た
り

基
本

と
な

る
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
募

集
要

項
に

お
い

て
応

募
条

件
等

と
し

た
事

項
並

び
に

当
該

募
集

に
お

い
て

提
案

し
た

内
容

の
適

正
か

つ
確

実
な

実
施

を
確

保
す

る
こ

と
。

平
成

1
9
年

6
月

1
日

～
平

成
2
8
年

1
2
月

2
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
3
3
子

ど
も

教
育

部
保

育
園

・
幼

稚
園

課
(
仮

称
)
南

台
保

育
園

(
他

9
園

)
の

設
置

及
び

運
営

等
に

関
す

る
基

本
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

ユ
ー

カ
リ

福
祉

会
他

9
者

1
0

現
園

(
仮
設

園
舎

)
の
運

営
を

受
託

す
る

に
当

た
っ

て
、

ま
た

、
新

園
の

設
置

及
び

運
営

を
行

う
に

当
た

っ
て

の
基

本
と

な
る

事
項

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

募
集

要
項

に
お

い
て

応
募

条
件

等
と

し
た

事
項

並
び

に
当

該
募

集
に

お
い

て
提

案
し

た
内

容
の

適
正

か
つ

確
実

な
実

施
を

確
保

す
る

こ
と

。

平
成

2
9
年

1
0
月

3
0
日 ～

令
和

3
年

1
月

2
6
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
3
4
子

ど
も

教
育

部
保

育
園

・
幼

稚
園

課

Ｕ
１

８
上

高
田

跡
地

を
活

用
し

た
認

可
保

育
所

及
び

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
設

置
運

営
に

関
す

る
基

本
協

定
書

ラ
イ

ク
ア

カ
デ

ミ
ー

株
式

会
社

1

Ｕ
１

８
プ

ラ
ザ

上
高

田
跡

地
に

お
い

て
事

業
実

施
す

る
に

当
た

っ
て

の
基

本
と

な
る

事
項

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

募
集

要
項

に
お

い
て

応
募

条
件

等
と

し
た

事
項

及
び

当
該

募
集

に
お

い
て

提
案

し
た

内
容

の
適

正
か

つ
確

実
な

実
施

を
確

保
す

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

3
月

3
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
3
5
子

ど
も

教
育

部
保

育
園

・
幼

稚
園

課
な

か
み

な
み

コ
ス

モ
保

育
園

(
他

5
園

)
の

定
員

拡
充

に
関

す
る

協
定

書

①
株

式
会

社
コ

ス
モ

ズ
②

社
会

福
祉

法
人

聖
オ

デ
ィ

リ
ア

ホ
ー

ム
③

株
式

会
社

小
学

館
集

英
社

プ
ロ

ダ
ク

シ
ョ

ン
④

学
校

法
人

常
盤

学
園

⑤
株

式
会

社
チ

ャ
イ

ル
ド

ビ
ジ

ョ
ン

⑥
社

会
福

祉
法

人
南

光
会

6
保

育
所

の
運

営
を

行
う

に
当

た
っ

て
、

待
機

児
童

の
解

消
の

た
め

に
行

う
定

員
拡

充
の

適
正

か
つ

確
実

な
実

施
を

確
保

す
る

こ
と

。

令
和

2
年

8
月

2
6
日

～
令

和
2
年

9
月

8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
3
6
子

ど
も

教
育

部
保

育
園

・
幼

稚
園

課
中

野
打

越
保

育
園

(
他

1
1
園

)
の

区
有

地
貸

付
料

に
か

か
る

覚
書

社
会

福
祉

法
人

青
柳

保
育

会
他

1
1
者

1
2

区
有

地
に

設
置

す
る

保
育

園
に

か
か

る
区

有
地

貸
付

料
を

保
育

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め

に
無

償
化

す
る

に
当

た
り

、
区

有
地

貸
付

料
の

無
償

化
相

当
額

の
活

用
方

法
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
確

実
に

保
育

の
質

の
確

保
に

向
け

た
取

組
を

推
進

す
る

こ
と

。

令
和

2
年

3
月

2
3
日

～
令

和
4
年

3
月

1
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
3
7
子

ど
も

教
育

部
子

育
て

支
援

課

仲
町

保
育

園
及

び
仲

町
保

育
園

病
後

児
保

育
室

の
運

営
事

業
者

の
連

携
に

か
か

る
協

定
書

３
者

協
定

①
社

会
福

祉
法

人
尚

徳
福

祉
会

②
ラ

イ
フ

サ
ポ

ー
ト

株
式

会
社

1

仲
町

保
育

園
に

て
病

後
児

保
育

室
へ

の
給

食
提

供
、

病
後

児
保

育
事

業
及

び
病

後
児

保
育

室
賃

貸
借

を
履

行
す

る
に

当
た

り
、

相
互

の
連

携
内

容
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
適

正
か

つ
安

全
な

業
務

運
営

を
確

保
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
3
8
子

ど
も

教
育

部
子

育
て

支
援

課
生

理
用

品
無

料
配

布
シ

ス
テ

ム
(
O
i
T
r
)
の

導
入

に
関

す
る

協
定

書
オ

イ
テ

ル
株

式
会

社
1

区
の

施
設

に
生

理
用

品
無

料
配

布
シ

ス
テ

ム
(
O
i
T
r
)
を

設
置

す
る

こ
と

で
、

子
育

て
家

庭
の

母
親

の
健

康
維

持
及

び
ジ

ェ
ン

ダ
ー

ギ
ャ

ッ
プ

の
解

消
、

さ
ら

な
る

区
民

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
を

図
る

た
め

、
地

域
ニ

ー
ス

の
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

し
た

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

3
年

6
月

1
6
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
6
年

4
月

3
0
日

あ
り

2
3
9
子

ど
も

教
育

部
子

育
て

支
援

課

東
京

都
が

実
施

す
る

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

等
自

立
支

援
事

業
の

利
用

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

1

都
が

実
施

す
る

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

等
自

立
支

援
事

業
を

、
区

内
の

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

等
が

利
用

す
る

に
当

た
っ

て
の

区
の

経
費

負
担

方
法

等
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

3
月

3
1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
4
0
子

ど
も

教
育

部
子

ど
も

・
若

者
相

談
課

中
野

区
子

ど
も

配
食

事
業

の
実

施
に

関
す

る
協

定
書

東
都

生
活

協
同

組
合

1
児

童
の

養
育

に
課

題
を

抱
え

る
家

庭
に

対
し

て
食

事
を

配
達

す
る

事
業

の
実

施
に

関
し

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
4
1
子

ど
も

教
育

部
子

ど
も

・
若

者
相

談
課

中
野

区
子

ど
も

配
食

事
業

の
実

施
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

タ
フ

ィ
1
児

童
の

養
育

に
課

題
を

抱
え

る
家

庭
に

対
し

て
食

事
を

配
達

す
る

事
業

の
実

施
に

関
し

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
4
2
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

児
童

福
祉

施
設

の
入

所
措

置
に

関
す

る
協

定
書

７
者

協
定

①
東

京
都

②
世

田
谷

区
③

江
戸

川
区

④
荒

川
区

⑤
港

区
⑥

板
橋

区

1
児

童
福

祉
施

設
へ

の
児

童
の

入
所

措
置

の
調

整
及

び
措

置
費

支
弁

事
務

の
円

滑
化

を
図

る
た

め
に

必
要

な
基

本
的

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

7
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

27



通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

2
4
3
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

社
会

的
養

護
に

係
る

補
助

金
の

費
用

負
担

等
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
1
社

会
的

養
護

に
係

る
補

助
金

の
交

付
に

関
し

て
、

事
務

手
続

の
簡

素
化

と
効

率
化

を
図

る
た

め
、

都
が

取
り

ま
と

め
て

交
付

事
務

を
行

う
た

め
に

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
4
4
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

社
会

的
養

護
に

係
る

東
京

都
が

実
施

す
る

事
業

の
利

用
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
1
都

が
実

施
す

る
社

会
的

養
護

に
係

る
事

業
を

区
が

利
用

す
る

に
際

し
て

の
経

費
負

担
方

法
等

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
4
5
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

令
和

４
年

度
実

施
の

児
童

自
立

支
援

施
設

の
新

築
、

改
築

、
増

改
築

及
び

大
規

模
修

繕
に

係
る

費
用

負
担

等
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
1
都

が
実

施
す

る
児

童
自

立
支

援
施

設
の

大
規

模
修

繕
等

に
係

る
経

費
の

費
用

負
担

等
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
4
6
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

児
童

自
立

生
活

援
助

の
実

施
に

関
す

る
協

定
書

７
者

協
定

①
東

京
都

②
世

田
谷

区
③

江
戸

川
区

④
荒

川
区

⑤
港

区
⑥

板
橋

区

1
児

童
自

立
生

活
援

助
の

実
施

に
当

た
り

、
事

業
者

へ
の

児
童

等
の

委
託

及
び

委
託

費
の

支
弁

事
務

の
円

滑
化

を
図

る
た

め
に

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

7
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
4
7
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

東
京

都
と

特
別

区
間

に
お

け
る

一
時

保
護

所
の

相
互

利
用

に
関

す
る

協
定

書

１
６

者
協

定
①

東
京

都
各

児
童

相
談

１
０

所
②

世
田

谷
区

③
江

戸
川

区
④

荒
川

区
⑤

港
区

⑥
板

橋
区

児
童

相
談

所

1
東

京
都

児
童

相
談

所
と

特
別

区
児

童
相

談
所

が
相

互
の

一
時

保
護

所
を

利
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

一
時

保
護

を
実

施
す

る
児

童
へ

の
有

効
か

つ
適

切
な

援
助

を
実

施
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

7
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
4
8
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

里
親

委
託

措
置

等
に

関
す

る
協

定
書

７
者

協
定

①
東

京
都

②
世

田
谷

区
③

江
戸

川
区

④
荒

川
区

⑤
港

区
⑥

板
橋

区

1
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
又

は
里

親
へ

児
童

の
委

託
措

置
の

調
整

及
び

措
置

費
支

弁
事

務
の

円
滑

化
並

び
に

里
親

が
転

居
し

た
場

合
に

お
け

る
取

扱
い

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

7
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
4
9
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

里
親

支
援

に
係

る
各

種
事

業
の

共
同

実
施

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

1
里

親
支

援
に

係
る

各
種

事
業

を
共

同
実

施
す

る
に

当
た

り
、

事
務

処
理

の
簡

素
化

の
た

め
、

同
一

の
委

託
事

業
者

に
対

す
る

契
約

手
続

を
共

同
で

行
う

際
に

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
5
0
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

里
親

支
援

に
係

る
各

種
事

業
の

共
同

実
施

に
伴

う
費

用
負

担
に

関
す

る
覚

書
東

京
都

1
里

親
支

援
に

係
る

各
種

事
業

の
共

同
実

施
に

伴
う

費
用

負
担

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

1
0
月

1
9
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
定

め
な

し

2
5
1
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

新
生

児
委

託
推

進
事

業
の

利
用

に
関

す
る

協
定

東
京

都
1
都

が
実

施
す

る
新

生
児

委
託

推
進

事
業

を
区

が
利

用
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
5
2
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

東
京

都
児

童
相

談
セ

ン
タ

ー
治

療
指

導
事

業
及

び
家

族
再

統
合

の
た

め
の

援
助

事
業

の
利

用
に

関
す

る
協

定
東

京
都

児
童

相
談

セ
ン

タ
ー

1
都

が
実

施
す

る
治

療
指

導
事

業
及

び
家

族
再

統
合

の
た

め
の

援
助

事
業

を
区

が
利

用
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
5
3
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

児
童

虐
待

対
応

の
連

携
強

化
に

関
す

る
協

定
書

警
視

庁
生

活
安

全
部

少
年

育
成

課
1
児

童
虐

待
対

応
の

連
携

強
化

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

1
月

3
1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
定

め
な

し

2
5
4
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

児
童

虐
待

対
応

の
連

携
強

化
に

関
す

る
覚

書

４
者

協
定

①
警

視
庁

中
野

警
察

署
②

警
視

庁
野

方
警

察
署

③
警

視
庁

戸
塚

警
察

署

1
児

童
虐

待
対

応
の

連
携

強
化

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

1
月

3
1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
定

め
な

し

2
5
5
子

ど
も

教
育

部
児

童
福

祉
課

協
定

書
社

会
福

祉
法

人
カ

リ
ヨ

ン
子

ど
も

セ
ン

タ
ー

1
個

別
具

体
的

な
児

童
保

護
ケ

ー
ス

の
解

決
の

た
め

に
、

相
互

の
密

接
な

連
携

協
力

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
5
6
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
中

野
三

丁
目

高
齢

者
施

設
の

設
置

及
び

運
営

に
関

す
る

基
本

協
定

書
社

会
福

祉
法

人
奉

優
会

1

施
設

の
設

置
及

び
運

営
を

行
う

に
当

た
っ

て
の

基
本

と
な

る
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
募

集
要

項
に

お
い

て
応

募
条

件
と

し
た

事
項

並
び

に
当

該
募

集
に

お
い

て
提

案
し

た
内

容
の

適
正

か
つ

確
実

な
実

施
を

確
保

す
る

こ
と

。

令
和

3
年

7
月

1
5
日

協
定

の
締

結
日

～
用

地
の

賃
貸

借
契

約
の

終
了

時

2
5
7
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
行

政
に

よ
る

支
援

を
必

要
と

す
る

者
に

係
る

情
報

の
提

供
に

関
す

る
協

定
東

京
都

1

行
政

に
よ

る
支

援
が

必
要

と
思

わ
れ

る
者

に
関

す
る

情
報

の
提

供
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
要

支
援

者
の

早
期

把
握

を
図

り
、

も
っ

て
必

要
な

支
援

を
適

切
に

行
う

こ
と

。

平
成

2
6
年

9
月

1
日

締
結

日
～

定
め

な
し

2
5
8
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
｢
支

援
を

必
要

と
す

る
人

の
支

え
あ

い
活

動
｣
に

関
す

る
覚

書
株

式
会

社
セ

ブ
ン

ｰ
イ
レ

ブ
ン

・
ジ

ャ
パ

ン
1

高
齢

者
の

見
守

り
活

動
支

援
等

の
支

え
あ

い
活

動
に

関
し

、
相

互
の

連
携

と
協

働
に

よ
る

活
動

を
推

進
す

る
こ

と
で

区
民

が
安

心
し

て
暮

ら
す

こ
と

の
で

き
る

地
域

社
会

の
実

現
に

寄
与

す
る

こ
と

。

平
成

2
8
年

1
0
月

3
1
日

覚
書

の
締

結
の

日
～

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

あ
り
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

2
5
9
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
中

野
区

と
中

野
区

内
郵

便
局

と
の

地
域

に
お

け
る

協
力

に
関

す
る

協
定

日
本

郵
便

株
式

会
社

中
野

郵
便

局
1

地
域

に
お

い
て

双
方

の
資

源
を

有
効

に
活

用
し

て
連

携
し

、
高

齢
者

等
を

含
む

地
域

の
誰

も
が

、
安

心
し

て
快

適
に

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
く

り
の

推
進

す
る

こ
と

に
よ

り
、

区
民

の
福

祉
向

上
に

資
す

る
こ

と
。

平
成

2
9
年

3
月

2
4
日

締
結

日
～

平
成

3
0
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
6
0
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
高

齢
者

等
の

見
守

り
に

関
す

る
協

定
書

生
活

協
同

組
合

コ
ー

プ
み

ら
い

1

高
齢

者
等

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

に
、

協
力

体
制

を
確

立
し

、
高

齢
者

等
に

対
す

る
見

守
り

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
に

関
し

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

3
月

1
9
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
3
1
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
6
1
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
高

齢
者

等
の

見
守

り
に

関
す

る
協

定
書

生
活

協
同

組
合

パ
ル

シ
ス

テ
ム

東
京

1

高
齢

者
等

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

に
、

協
力

体
制

を
確

立
し

、
高

齢
者

等
に

対
す

る
見

守
り

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
に

関
し

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

3
月

1
9
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
3
1
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
6
2
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
高

齢
者

等
の

見
守

り
に

関
す

る
協

定
書

東
都

生
活

協
同

組
合

1

高
齢

者
等

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

に
、

協
力

体
制

を
確

立
し

、
高

齢
者

等
に

対
す

る
見

守
り

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
に

関
し

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

3
月

1
9
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
3
1
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
6
3
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
高

齢
者

等
の

見
守

り
に

関
す

る
協

定
書

北
東

京
生

活
ク

ラ
ブ

生
活

協
同

組
合

1

高
齢

者
等

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

に
、

協
力

体
制

を
確

立
し

、
高

齢
者

等
に

対
す

る
見

守
り

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
に

関
し

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

3
月

1
9
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
3
1
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
6
4
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課

中
野

区
と

東
京

都
住

宅
供

給
公

社
と

の
都

営
住

宅
、

公
社

住
宅

等
の

居
住

者
の

安
否

確
認

に
係

る
緊

急
時

対
応

に
つ

い
て

の
連

携
・

協
力

に
関

す
る

協
定

書

東
京

都
住

宅
供

給
公

社
1
区

民
の

安
心

・
安

全
な

生
活

を
確

保
す

る
た

め
、

都
営

住
宅

、
公

社
住

宅
等

の
居

住
者

の
安

否
確

認
に

係
る

緊
急

時
対

応
に

つ
い

て
連

携
・

協
力

体
制

の
強

化
を

図
る

こ
と

。
平

成
3
0
年

9
月

1
0
日

協
定

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り

2
6
5
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
高

齢
者

等
の

見
守

り
に

関
す

る
協

定
書

東
京

電
力

パ
ワ

ー
グ

リ
ッ

ド
株

式
会

社
1

高
齢

者
等

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

に
、

協
力

体
制

を
確

立
し

、
高

齢
者

等
に

対
す

る
見

守
り

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
に

関
し

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

1
2
月

1
2
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
3
1
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
6
6
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
高

齢
者

等
の

見
守

り
に

関
す

る
協

定
書

４
者

協
定

①
み

ず
ほ

銀
行

中
野

支
店

②
み

ず
ほ

銀
行

中
野

北
口

支
店

③
み

ず
ほ

銀
行

鷺
宮

支
店

1

高
齢

者
等

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

に
、

協
力

体
制

を
確

立
し

、
高

齢
者

等
に

対
す

る
見

守
り

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
に

関
し

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

元
年

1
0
月

1
7
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
2
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
6
7
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
高

齢
者

等
の

見
守

り
に

関
す

る
協

定
書

東
京

ヤ
ク

ル
ト

販
売

株
式

会
社

1

高
齢

者
等

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

に
、

協
力

体
制

を
確

立
し

、
高

齢
者

等
に

対
す

る
見

守
り

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
に

関
し

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

3
年

1
2
月

7
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
6
8
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
高

齢
者

等
の

見
守

り
に

関
す

る
協

定
書

公
益

社
団

法
人

中
野

区
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン
タ

ー
1

高
齢

者
等

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

に
、

協
力

体
制

を
確

立
し

、
高

齢
者

等
に

対
す

る
見

守
り

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
に

関
し

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

3
月

2
2
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
6
9
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課

地
域

支
え

あ
い

活
動

の
実

施
に

係
る

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

協
定

書

中
野

区
民

生
児

童
委

員
協

議
会

1
支

え
あ

い
活

動
の

実
施

に
当

た
り

提
供

す
る

名
簿

の
対

象
者

の
範

囲
、

提
供

時
期

及
び

名
簿

に
関

す
る

管
理

・
利

用
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
4
年

1
月

1
3
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
7
0
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課

地
域

支
え

あ
い

活
動

の
実

施
に

係
る

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

協
定

書
中

野
警

察
署

1
支

え
あ

い
活

動
の

実
施

に
当

た
り

提
供

す
る

見
守

り
対

象
者

名
簿

の
対

象
者

の
範

囲
、

提
供

周
期

及
び

名
簿

に
関

す
る

管
理

・
利

用
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

1
2
月

1
7
日

協
定

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り

2
7
1
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課

地
域

支
え

あ
い

活
動

の
実

施
に

係
る

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

協
定

書
野

方
警

察
署

1
支

え
あ

い
活

動
の

実
施

に
当

た
り

提
供

す
る

見
守

り
対

象
者

名
簿

の
対

象
者

の
範

囲
、

提
供

周
期

及
び

名
簿

に
関

す
る

管
理

・
利

用
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

1
2
月

1
7
日

協
定

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り

2
7
2
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課

地
域

支
え

あ
い

活
動

の
実

施
に

係
る

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

協
定

書
中

野
消

防
署

1
支

え
あ

い
活

動
の

実
施

に
当

た
り

提
供

す
る

見
守

り
対

象
者

名
簿

の
対

象
者

の
範

囲
、

提
供

周
期

及
び

名
簿

に
関

す
る

管
理

・
利

用
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

1
2
月

1
7
日

協
定

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り

2
7
3
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課

地
域

支
え

あ
い

活
動

の
実

施
に

係
る

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

協
定

書
野

方
消

防
署

1
支

え
あ

い
活

動
の

実
施

に
当

た
り

提
供

す
る

見
守

り
対

象
者

名
簿

の
対

象
者

の
範

囲
、

提
供

周
期

及
び

名
簿

に
関

す
る

管
理

・
利

用
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

1
2
月

1
7
日

協
定

締
結

の
日

～
1
年

間
あ

り
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

2
7
4
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課

中
野

区
に

お
け

る
Ｗ

Ｅ
Ｂ

サ
ー

ビ
ス

「
た

め
ま

っ
ぷ

」
を

活
用

し
た

情
報

発
信

に
係

る
相

互
協

力
に

関
す

る
覚

書

た
め

ま
株

式
会

社
1
区

内
に

お
い

て
開

催
さ

れ
る

各
種

催
事

の
情

報
を

適
時

か
つ

広
く

発
信

す
る

た
め

の
相

互
協

力
に

関
す

る
基

本
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

9
月

1
2
日

覚
書

締
結

日
～

令
和

4
年

1
1
月

3
0
日

2
7
5
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課

区
民

の
町

会
・

自
治

会
へ

の
加

入
促

進
に

関
す

る
取

り
組

み
に

つ
い

て
の

基
本

協
定

３
者

協
定

①
公

益
社

団
法

人
東

京
都

宅
地

建
物

取
引

業
協

会
中

野
区

支
部

②
中

野
区

町
会

連
合

会

1
区

民
の

町
会

・
自

治
会

へ
の

加
入

促
進

に
向

け
て

相
互

に
協

力
し

て
取

り
組

む
た

め
の

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
7
年

3
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
7
6
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課

区
民

の
町

会
・

自
治

会
へ

の
加

入
促

進
に

関
す

る
取

り
組

み
に

つ
い

て
の

基
本

協
定

３
者

協
定

①
公

益
社

団
法

人
全

日
本

不
動

産
協

会
東

京
都

本
部

中
野

・
杉

並
支

部
②

中
野

区
町

会
連

合
会

1
区

民
の

町
会

・
自

治
会

へ
の

加
入

促
進

に
向

け
て

相
互

に
協

力
し

て
取

り
組

む
た

め
の

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
7
年

3
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
7
7
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課

中
野

区
町

会
連

合
会

と
中

野
区

の
協

働
に

よ
る

ま
ち

づ
く

り
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
協

定
書

中
野

区
町

会
連

合
会

1

協
働

し
て

「
ま

ち
の

仲
間

と
の

支
え

あ
い

、
ま

ち
の

仲
間

と
の

ふ
れ

あ
い

、
ま

ち
の

仲
間

と
の

安
心

安
全

」
の

実
現

の
た

め
、

環
境

美
化

、
子

ど
も

た
ち

の
健

全
育

成
、

高
齢

者
の

生
活

支
援

、
防

犯
活

動
、

災
害

へ
の

備
え

、
さ

ら
に

は
震

災
な

ど
の

有
事

の
際

の
助

け
合

い
、

支
え

あ
い

な
ど

の
、

ま
ち

づ
く

り
に

お
け

る
様

々
な

地
域

課
題

の
解

決
を

図
る

取
組

を
進

め
る

こ
と

。

令
和

2
年

6
月

2
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
7
8
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

活
動

推
進

課
災

害
時

の
協

力
体

制
に

か
か

る
協

定

【
中

野
区

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

受
託

者
】

①
社

会
福

祉
法

人
ケ

ア
ネ

ッ
ト

②
社

会
福

祉
法

人
慈

生
会

③
社

会
福

祉
法

人
中

野
区

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

団
④

社
会

福
祉

法
人

フ
ロ

ン
デ

ィ
ア

⑤
社

会
福

祉
法

人
奉

優
会

⑥
社

会
福

祉
法

人
武

蔵
野

療
園

【
中

野
区

障
害

者
相

談
支

援
事

業
所

受
託

者
】

⑦
社

会
福

祉
法

人
中

野
あ

い
い

く
会

⑧
社

会
福

祉
法

人
正

夢
の

会
⑨

特
定

非
営

利
活

動
法

人
リ

ト
ル

ポ
ケ

ッ
ト

⑩
特

定
非

営
利

活
動

法
人

わ
か

み
や

ク
ラ

ブ

1
0
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

活
動

の
協

力
に

関
す

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

5
月

2
8
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
3
1
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
7
9
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

課
中

野
区

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

法
務

支
援

事
業

に
関

す
る

協
定

書

４
者

協
定

①
東

京
弁

護
士

会
②

第
一

東
京

弁
護

士
会

③
第

二
東

京
弁

護
士

会

1
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
業

務
に

係
る

法
的

課
題

を
解

決
す

る
こ

と
と

、
そ

の
結

果
を

蓄
積

す
る

こ
と

に
よ

り
、

地
域

福
祉

の
推

進
及

び
高

齢
者

の
権

利
擁

護
に

寄
与

す
る

こ
と

。
令

和
2
年

3
月

1
1
日

令
和

2
年

4
月

1
日

～
令

和
3
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
8
0
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

課
認

知
症

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

チ
ー

ム
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

浴
風

会
病

院
1

区
が

配
置

す
る

認
知

症
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
及

び
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
と

、
相

手
方

が
配

置
す

る
認

知
症

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

チ
ー

ム
が

相
互

に
協

力
し

、
認

知
症

疾
患

医
療

セ
ン

タ
ー

の
事

業
を

適
正

か
つ

円
滑

に
実

施
す

る
こ

と
。

令
和

3
年

4
月

9
日

令
和

3
年

4
月

9
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
8
1
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

課
感

染
症

影
響

下
に

お
け

る
見

守
り

・
支

援
に

係
る

協
定

書
明

治
安

田
生

命
保

険
相

互
会

社
1

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

影
響

下
に

お
け

る
地

域
の

ニ
ー

ズ
に

迅
速

か
つ

適
切

に
対

応
し

、
区

民
の

安
全

や
安

心
の

確
保

や
見

守
り

や
支

援
が

必
要

な
区

民
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

の
強

化
し

、
区

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

を
図

る
こ

と
。

令
和

3
年

5
月

2
0
日

協
定

締
結

日
～

令
和

4
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
8
2
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

課
連

携
事

業
に

関
す

る
覚

書
帝

京
平

成
大

学
1
「

令
和

2
年
度

(
2
0
2
0
年
度

)
暮
ら

し
の

状
況

と
意

識
に

関
す

る
調

査
」

の
デ

ー
タ

を
用

い
た

社
会

的
孤

立
の

実
態

と
そ

の
問

題
点

に
つ

い
て

の
解

析
事

業
を

行
う

こ
と

。
令

和
4
年

9
月

1
日

覚
書

締
結

の
日

～
令

和
9
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
8
3
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

介
護

・
高

齢
者

支
援

課
中

野
区

介
護

保
険

特
別

給
付

寝
具

乾
燥

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
協

定
書

ア
ー

ス
サ

ポ
ー

ト
株

式
会

社
1
常

時
介

護
を

要
す

る
高

齢
者

が
使

用
す

る
寝

具
の

乾
燥

等
の

サ
ー

ビ
ス

を
行

う
に

当
た

り
、

こ
れ

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
8
4
地

域
支

え
あ

い
推

進
部

介
護

・
高

齢
者

支
援

課
中

野
区

介
護

保
険

特
別

給
付

訪
問

理
美

容
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

協
定

書

①
東

京
都

理
容

生
活

衛
生

同
業

組
合

②
中

野
美

容
協

同
組

合
2
常

時
介

護
を

要
す

る
高

齢
者

の
居

宅
に

お
い

て
理

美
容

サ
ー

ビ
ス

事
業

を
行

う
に

当
た

り
、

こ
れ

に
必

要
な

事
項

を
規

定
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

2
8
5
中

部
す

こ
や

か
福

祉
セ

ン
タ

ー
中

部
す

こ
や

か
障

害
者

相
談

支
援

事
業

所
の

委
託

外
事

業
に

関
す

る
協

定
社

会
福

祉
法

人
中

野
あ

い
い

く
会

1
中

部
す

こ
や

か
障

害
者

相
談

支
援

事
業

所
の

委
託

外
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
8
6
北

部
す

こ
や

か
福

祉
セ

ン
タ

ー
協

定
書

中
野

野
方

五
郵

便
局

1
郵

便
局

舎
に

か
か

る
共

益
費

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
6
年

4
月

1
日

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
7
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
8
7
北

部
す

こ
や

か
福

祉
セ

ン
タ

ー
協

定
書

野
方

ウ
ィ

ズ
管

理
組

合
1
管

理
費

及
び

特
別

修
繕

費
に

つ
い

て
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

4
月

1
日

平
成

2
5
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

あ
り

2
8
8
北

部
す

こ
や

か
福

祉
セ

ン
タ

ー
中

野
区

子
育

て
情

報
誌

の
官

民
協

働
発

行
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

ジ
チ

タ
イ

ア
ド

1
区

民
の

子
育

て
に

役
立

つ
情

報
を

よ
り

分
か

り
や

す
く

提
供

す
る

た
め

、
子

育
て

情
報

誌
を

協
働

し
て

制
作

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

5
月

1
8
日

協
定

締
結

の
日

～
冊

子
が

検
査

に
合

格
し

た
日

2
8
9
北

部
す

こ
や

か
福

祉
セ

ン
タ

ー

中
野

区
立

高
齢

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
廃

止
後

の
施

設
活

用
に

係
る

基
本

協
定

書

社
会

福
祉

法
人

フ
ロ

ン
テ

ィ
ア

1

松
が

丘
高

齢
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

廃
止

後
施

設
の

賃
貸

借
契

約
の

締
結

へ
向

け
た

双
方

の
義

務
を

定
め

る
と

と
も

に
、

同
施

設
の

活
用

に
関

す
る

合
意

事
項

に
つ

い
て

定
め

、
同

施
設

を
活

用
し

実
施

す
る

事
業

の
円

滑
な

実
施

を
確

保
す

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

3
月

1
6
日

協
定

の
締

結
日

～
賃

貸
借

契
約

の
終

了
時

2
9
0
北

部
す

こ
や

か
福

祉
セ

ン
タ

ー
北

部
す

こ
や

か
障

害
者

相
談

支
援

事
業

所
の

委
託

外
事

業
に

関
す

る
協

定
特

定
非

営
利

活
動

法
人

わ
か

み
や

ク
ラ

ブ
1
北

部
す

こ
や

か
障

害
者

相
談

支
援

事
業

所
の

委
託

外
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
9
1
南

部
す

こ
や

か
福

祉
セ

ン
タ

ー

中
野

区
立

高
齢

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
廃

止
後

の
施

設
活

用
に

係
る

基
本

協
定

書
社

会
福

祉
法

人
奉

優
会

1

弥
生

高
齢

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
廃

止
後

施
設

の
賃

貸
借

契
約

の
締

結
へ

向
け

た
双

方
の

義
務

を
定

め
る

と
と

も
に

、
同

施
設

の
活

用
に

関
す

る
合

意
事

項
に

つ
い

て
定

め
、

同
施

設
を

活
用

し
実

施
す

る
事

業
の

円
滑

な
実

施
を

確
保

す
る

こ
と

。

平
成

3
0
年

3
月

1
6
日

協
定

の
締

結
日

～
賃

貸
借

契
約

の
終

了
時

2
9
2
南

部
す

こ
や

か
福

祉
セ

ン
タ

ー
南

部
す

こ
や

か
障

害
者

相
談

支
援

事
業

所
の

委
託

外
事

業
に

関
す

る
協

定
非

営
利

活
動

法
人

リ
ト

ル
ポ

ケ
ッ

ト
1
南

部
す

こ
や

か
障

害
者

相
談

支
援

事
業

所
の

委
託

外
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
9
3
鷺

宮
す

こ
や

か
福

祉
セ

ン
タ

ー
覚

書

３
者

覚
書

①
社

会
福

祉
法

人
中

野
区

社
会

福
祉

協
議

会
②

一
滴

一
風

会

1

令
和

4
年
度

に
鷺

六
高

齢
者

会
館

に
お

い
て

共
催

事
業

と
し

て
実

施
す

る
農

作
業

を
通

じ
た

大
震

災
避

難
者

の
地

域
交

流
促

進
事

業
に

お
け

る
各

事
業

者
の

役
割

、
事

業
実

施
期

間
に

つ
い

て
確

認
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
9
4
鷺

宮
す

こ
や

か
福

祉
セ

ン
タ

ー
鷺

宮
す

こ
や

か
障

害
者

相
談

支
援

事
業

所
の

委
託

外
業

務
に

関
す

る
協

定
社

会
福

祉
法

人
正

夢
の

会
1
鷺

宮
す

こ
や

か
障

害
者

相
談

支
援

事
業

所
の

委
託

外
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

2
9
5
健

康
福

祉
部

福
祉

推
進

課
社

会
福

祉
法

に
基

づ
く

地
域

協
議

会
設

置
及

び
運

営
に

関
す

る
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

中
野

区
社

会
福

祉
協

議
会

1
社

会
福

祉
法

に
基

づ
く

地
域

協
議

会
の

設
置

及
び

運
営

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

4
月

2
4
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
9
6
健

康
福

祉
部

ス
ポ

ー
ツ

振
興

課

中
野

水
再

生
セ

ン
タ

ー
敷

地
内

に
お

け
る

体
育

館
の

整
備

等
に

伴
う

下
水

熱
の

有
効

利
用

に
関

す
る

基
本

協
定

書

東
京

都
下

水
道

局
1
体

育
館

へ
の

熱
利

用
施

設
の

設
置

と
下

水
熱

の
有

効
利

用
を

円
滑

に
進

め
る

た
め

に
基

本
的

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
3
0
年

9
月

2
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

2
9
7
健

康
福

祉
部

ス
ポ

ー
ツ

振
興

課

中
野

水
再

生
セ

ン
タ

ー
敷

地
内

に
お

け
る

体
育

館
の

整
備

等
に

伴
う

下
水

熱
の

有
効

利
用

に
関

す
る

実
施

協
定

書

東
京

都
下

水
道

局
1
体

育
館

へ
の

熱
利

用
施

設
の

設
置

と
下

水
熱

の
有

効
利

用
を

円
滑

に
進

め
る

た
め

に
詳

細
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
2
年

3
月

2
7
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し
(
供

給
期

間
は

供
給

開
始

日
か

ら
起

算
し

て
2
0
年

間
)

2
9
8
健

康
福

祉
部

障
害

福
祉

課
本

町
五

丁
目

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
整

備
事

業
協

定
書

社
会

福
祉

法
人

愛
成

会
1
本

町
五

丁
目

知
的

障
害

者
通

所
援

護
施

設
の

整
備

、
運

営
事

業
を

円
滑

に
進

め
、

区
民

の
福

祉
向

上
を

図
る

こ
と

。
平

成
1
6
年

4
月

1
4
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し
(
事

業
の

期
間

は
3
0
年

)

2
9
9
健

康
福

祉
部

障
害

福
祉

課
中

野
区

障
害

者
多

機
能

型
施

設
(
中

野
五

丁
目

)
の

運
営

に
関

す
る

協
定

書
社

会
福

祉
法

人
東

京
コ

ロ
ニ

ー
1
中

野
区

障
害

者
多

機
能

型
施

設
(
中
野

五
丁

目
)
の
事

業
に

つ
い

て
、

基
本

的
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

円
滑

な
推

進
を

図
る

こ
と

。
平

成
3
1
年

3
月

1
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
0
0
健

康
福

祉
部

障
害

福
祉

課
特

別
区

の
児

童
相

談
所

設
置

に
伴

う
事

務
の

取
扱

い
に

係
る

協
定

書
東

京
都

1
区

の
児

童
相

談
所

設
置

に
伴

い
、

都
か

ら
区

へ
移

管
さ

れ
る

事
務

の
う

ち
、

事
務

の
委

譲
後

も
都

を
介

し
て

行
う

必
要

の
あ

る
事

項
に

つ
い

て
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
定

め
な

し

3
0
1
健

康
福

祉
部

保
健

企
画

課
中

野
区

と
○

○
と

の
が

ん
検

診
の

普
及

啓
発

及
び

受
診

率
向

上
に

関
す

る
協

定
書

①
西

武
信

用
金

庫
②

学
校

法
人

新
渡

戸
文

化
学

園
③

社
会

福
祉

法
人

キ
ン

グ
ス

・
ガ

ー
デ

ン
東

京

3

区
民

の
が

ん
検

診
の

普
及

啓
発

及
び

受
診

率
向

上
に

向
け

た
取

組
を

協
働

で
推

進
す

る
こ

と
に

よ
り

、
が

ん
の

早
期

発
見

・
早

期
治

療
を

促
進

す
る

と
と

も
に

、
区

民
の

健
康

づ
く

り
に

資
す

る
こ

と
。

①
平

成
2
3
年

1
月

2
0
日

②
平

成
2
6
年

4
月

1
5
日

③
平

成
2
9
年

9
月

1
日

協
定

の
締

結
の

日
～

起
算

し
て

1
年

間
あ

り

3
0
2
健

康
福

祉
部

保
健

企
画

課
中

野
区

と
ア

フ
ラ

ッ
ク

と
の

が
ん

検
診

の
普

及
啓

発
及

び
受

診
率

向
上

に
関

す
る

協
定

書
ア

フ
ラ

ッ
ク

1

区
民

の
が

ん
検

診
の

普
及

啓
発

及
び

受
診

率
向

上
に

向
け

た
取

組
を

協
働

で
推

進
す

る
こ

と
に

よ
り

、
が

ん
の

早
期

発
見

・
早

期
治

療
を

促
進

す
る

と
と

も
に

、
区

民
の

健
康

づ
く

り
に

資
す

る
こ

と
。

平
成

2
3
年

1
月

2
0
日

協
定

の
締

結
の

日
～

平
成

2
7
年

3
月

3
1
日

あ
り
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

3
0
3
健

康
福

祉
部

保
健

企
画

課
中

野
区

健
康

推
進

事
業

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

等
素

材
制

作
に

関
す

る
基

本
協

定
書

専
門

学
校

東
京

テ
ク

ニ
カ

ル
カ

レ
ッ

ジ
1

健
康

推
進

事
業

で
使

用
す

る
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
等

の
素

材
の

制
作

を
依

頼
す

る
と

と
も

に
、

地
域

に
根

ざ
し

た
社

会
に

貢
献

す
る

人
材

の
育

成
や

教
育

研
究

の
発

表
の

機
会

の
提

供
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

指
し

、
相

互
に

協
力

し
て

事
業

を
円

滑
に

進
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

3
0
4
健

康
福

祉
部

生
活

衛
生

課
飼

い
主

の
い

な
い

猫
の

不
妊

・
去

勢
手

術
助

成
に

関
す

る
覚

書
公

益
社

団
法

人
東

京
都

獣
医

師
会

中
野

支
部

1
愛

護
動

物
と

の
共

生
が

で
き

る
地

域
社

会
を

実
現

す
る

こ
と

。
平

成
2
6
年

9
月

5
日

調
印

日
～

平
成

2
7
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
0
5
健

康
福

祉
部

生
活

衛
生

課
保

健
衛

生
事

務
事

業
に

係
る

都
区

協
定

書
２

４
者

協
定

①
東

京
都

②
特

別
区

1
東

京
都

と
特

別
区

及
び

区
相

互
間

の
協

力
体

制
及

び
業

務
分

担
を

明
確

に
す

る
と

と
も

に
、

保
健

衛
生

事
務

事
業

の
円

滑
な

実
施

と
適

正
な

運
営

を
図

る
こ

と
。

平
成

1
2
年

3
月

3
1
日

平
成

1
2
年

4
月

1
日

～
定

め
な

し

3
0
6
健

康
福

祉
部

保
健

予
防

課
中

野
区

保
健

所
に

お
け

る
結

核
業

務
等

に
関

す
る

支
援

に
つ

い
て

の
協

定
書

公
益

財
団

法
人

結
核

予
防

会
結

核
研

究
所

1
保

健
所

に
お

け
る

結
核

業
務

等
に

関
す

る
支

援
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
0
7
健

康
福

祉
部

保
健

予
防

課
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

P
C
R
検

査
体

制
に

係
る

協
定

書
株

式
会

社
昭

和
メ

デ
ィ

カ
ル

サ
イ

エ
ン

ス
1
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
を

防
ぐ

取
組

を
協

働
で

推
進

す
る

こ
と

に
よ

り
、

区
民

及
び

検
査

対
象

者
の

健
康

を
守

る
こ

と
。

令
和

2
年

4
月

2
4
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
2
年

1
0
月

3
1
日

あ
り

3
0
8
環

境
部

環
境

課
中

野
区

と
み

な
か

み
町

と
の

地
球

温
暖

化
防

止
の

た
め

の
連

携
に

関
す

る
協

定
書

み
な

か
み

町
1

こ
れ

ま
で

実
施

し
て

き
た

観
光

交
流

及
び

経
済

交
流

を
基

盤
と

し
た

環
境

交
流

を
相

互
に

連
携

し
、

み
な

か
み

町
の

区
域

内
に

お
い

て
森

林
を

育
む

取
組

や
、

森
林

整
備

支
援

を
行

う
と

と
も

に
、

自
然

に
親

し
む

環
境

の
大

切
さ

を
学

ぶ
環

境
学

習
を

推
進

し
、

も
っ

て
地

球
温

暖
化

の
防

止
に

寄
与

す
る

こ
と

。

平
成

3
1
年

4
月

1
日

協
定

締
結

の
日

～
協

定
締

結
の

日
の

属
す

る
年

度
の

末
日

あ
り

3
0
9
環

境
部

環
境

課
中

野
の

森
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
区

域
に

お
け

る
森

林
整

備
及

び
環

境
交

流
学

習
の

実
施

に
関

す
る

協
定

書

３
者

協
定

①
み

な
か

み
町

②
須

川
牧

野
農

業
協

同
組

合
1
中

野
の

森
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
区

域
に

お
い

て
、

森
林

整
備

及
び

環
境

交
流

・
環

境
学

習
の

実
施

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
3
1
年

4
月

1
日

協
定

締
結

の
日

～
協

定
締

結
の

日
の

属
す

る
年

度
の

末
日

あ
り

3
1
0
環

境
部

環
境

課
中

野
区

と
喜

多
方

市
と

の
連

携
に

よ
る

地
球

温
暖

化
防

止
の

た
め

の
森

林
整

備
等

に
関

す
る

協
定

書
喜

多
方

市
1

「
喜

多
方

市
森

林
整

備
加

速
化

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
に

よ
る

森
林

整
備

を
支

援
す

る
と

と
も

に
、

こ
れ

ま
で

実
施

し
て

き
た

観
光

交
流

及
び

経
済

講
習

を
基

盤
に

し
た

環
境

交
流

を
相

互
に

連
携

し
、

自
然

に
親

し
む

環
境

の
大

切
さ

を
学

ぶ
環

境
学

習
を

推
進

す
る

こ
と

で
、

地
球

温
暖

化
の

防
止

に
寄

与
す

る
こ

と
。

令
和

2
年

4
月

1
日

協
定

締
結

の
日

～
協

定
締

結
の

日
の

属
す

る
年

度
の

末
日

あ
り

3
1
1
環

境
部

環
境

課
燃

料
電

池
自

動
車

レ
ン

タ
カ

ー
に

よ
る

水
素

エ
ネ

ル
ギ

ー
活

用
の

普
及

啓
発

事
業

に
関

す
る

協
定

書

ト
ヨ

タ
モ

ビ
リ

テ
ィ

サ
ー

ビ
ス

株
式

会
社

1
燃

料
電

池
自

動
車

レ
ン

タ
カ

ー
に

よ
る

水
素

エ
ネ

ル
ギ

ー
活

用
の

普
及

啓
発

事
業

の
実

施
に

関
し

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

3
月

2
3
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

3
1
2
環

境
部

ご
み

ゼ
ロ

推
進

課
生

ご
み

処
理

機
の

あ
っ

せ
ん

事
業

(
低

廉
頒

布
)
に

関
す

る
協

定
書

①
島

産
業

株
式

会
社

②
株

式
会

社
G
-
P
l
a
c
e

2
生

ご
み

処
理

あ
っ

せ
ん

事
業

に
お

け
る

双
方

の
役

割
等

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

3
1
3
環

境
部

ご
み

ゼ
ロ

推
進

課
生

ご
み

コ
ン

ポ
ス

ト
(
堆

肥
)
化

容
器

の
あ

っ
せ

ん
事

業
(
低

廉
頒

布
)
に

関
す

る
協

定
書

三
幸

商
事

株
式

会
社

1
生

ご
み

処
理

あ
っ

せ
ん

事
業

に
お

け
る

双
方

の
役

割
等

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

3
1
4
環

境
部

ご
み

ゼ
ロ

推
進

課
古

布
・

紙
パ

ッ
ク

の
引

渡
し

に
関

す
る

協
定

書
中

野
区

リ
サ

イ
ク

ル
協

同
組

合
1
拠

点
回

収
し

た
古

布
・

紙
パ

ッ
ク

を
資

源
化

ル
ー

ト
に

乗
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
ご

み
の

減
量

及
び

リ
サ

イ
ク

ル
の

推
進

に
寄

与
す

る
こ

と
。

平
成

3
1
年

4
月

1
日

平
成

3
1
年

4
月

1
日

～
1
年

間
あ

り

3
1
5
環

境
部

ご
み

ゼ
ロ

推
進

課
中

野
区

と
リ

ネ
ッ

ト
ジ

ャ
パ

ン
株

式
会

社
と

の
連

携
と

協
力

に
関

す
る

協
定

書

リ
ネ

ッ
ト

ジ
ャ

パ
ン

株
式

会
社

1
使

用
済

小
型

家
電

等
の

宅
配

便
に

よ
る

回
収

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

。
住

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

及
び

資
源

の
有

効
利

用
の

促
進

に
寄

与
す

る
こ

と
。

平
成

3
1
年

3
月

2
6
日

平
成

3
1
年

4
月

1
日

～
1
年

間
あ

り

3
1
6
環

境
部

ご
み

ゼ
ロ

推
進

課
災

害
廃

棄
物

の
共

同
処

理
等

に
関

す
る

協
定

２
４

者
協

定
①

２
３

区
②

東
京

二
十

三
区

清
掃

一
部

事
務

組
合

1
災

害
時

に
、

各
区

等
で

共
同

処
理

体
制

を
構

築
し

、
災

害
廃

棄
物

の
円

滑
か

つ
迅

速
な

処
理

を
行

う
た

め
に

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
1
7
環

境
部

ご
み

ゼ
ロ

推
進

課
災

害
時

に
お

け
る

し
尿

の
収

集
及

び
運

搬
に

関
す

る
協

定

２
４

者
協

定
①

２
３

区
②

－
１

一
般

社
団

法
人

 
東
京

環
境

保
全

協
会

②
－

２
東

京
都

廃
棄

物
事

業
協

同
組

合

2
災

害
時

に
、

区
が

要
請

す
る

し
尿

の
収

集
及

び
運

搬
の

協
力

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

4
月

1
日

協
定

の
締

結
の

日
～

1
年

間
あ

り

32



通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

3
1
8
環

境
部

ご
み

ゼ
ロ

推
進

課
災

害
時

に
お

け
る

し
尿

の
処

理
、

処
分

等
に

関
す

る
協

定

２
５

者
協

定
①

２
３

区
②

東
京

二
十

三
区

清
掃

一
部

事
務

組
合

③
－

１
株

式
会

社
京

葉
興

業
③

－
２

株
式

会
社

太
陽

油
化

2
災

害
時

、
区

が
要

請
す

る
し

尿
の

収
集

及
び

処
理

、
処

分
等

の
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
2
年

4
月

1
日

協
定

の
締

結
の

日
～

1
年

間
あ

り

3
1
9
環

境
部

ご
み

ゼ
ロ

推
進

課
災

害
時

に
お

け
る

災
害

廃
棄

物
の

収
集

及
び

運
搬

に
関

す
る

協
定

２
４

者
協

定
①

２
３

区
②

－
１

東
京

都
廃

棄
物

事
業

協
同

組
合

②
－

２
一

般
社

団
法

人
東

京
環

境
保

全
協

会

2
災

害
時

、
区

が
要

請
す

る
災

害
廃

棄
物

の
収

集
及

び
運

搬
の

協
力

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

4
月

1
日

協
定

の
締

結
の

日
～

1
年

間
あ

り

3
2
0
環

境
部

ご
み

ゼ
ロ

推
進

課
災

害
時

に
お

け
る

災
害

廃
棄

物
の

処
理

、
処

分
等

に
関

す
る

協
定

２
５

者
協

定
①

２
３

区
②

東
京

二
十

三
区

清
掃

一
部

事
務

組
合

③
－

１
一

般
社

団
法

人
東

京
都

中
小

建
設

業
協

会
③

－
２

一
般

社
団

法
人

東
京

都
産

業
資

源
循

環
協

会

2
災

害
時

、
区

が
要

請
す

る
災

害
廃

棄
物

の
処

理
、

処
分

等
の

協
力

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

4
月

1
日

協
定

の
締

結
の

日
～

1
年

間
あ

り

3
2
1
清

掃
事

務
所

東
京

都
知

事
が

管
理

す
る

道
路

上
の

動
物

死
体

の
処

理
に

関
す

る
協

定
東

京
都

1
都

が
動

物
死

体
の

処
理

を
委

託
し

、
区

が
こ

れ
を

受
託

す
る

に
当

た
り

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

3
2
2
清

掃
事

務
所

杉
並

区
が

収
集

す
る

し
尿

に
関

す
る

協
定

書
杉

並
区

1
杉

並
区

が
中

野
区

内
の

家
庭

系
し

尿
の

収
集

等
を

す
る

こ
と

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
5
年

4
月

1
日

平
成

2
5
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
2
3
都

市
基

盤
部

都
市

計
画

課
覚

書
ま

ち
づ

く
り

推
進

土
地

建
物

協
議

会
1

区
内

の
土

地
建

物
及

び
空

家
等

に
関

す
る

相
談

会
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

木
造

住
宅

密
集

地
域

に
お

け
る

建
替

え
の

促
進

及
び

空
家

な
ど

の
減

少
を

図
る

な
ど

、
安

全
で

快
適

な
ま

ち
づ

く
り

事
業

に
寄

与
す

る
こ

と
。

平
成

2
9
年

2
月

1
日

平
成

2
9
年

4
月

1
日

～
定

め
な

し

3
2
4
都

市
基

盤
部

道
路

課
桃

園
川

幹
線

水
位

情
報

配
信

に
関

す
る

協
定

東
京

都
下

水
道

局
1
桃

園
川

幹
線

内
に

水
位

計
を

設
置

し
、

水
位

情
報

を
区

に
提

供
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
を

定
め

、
区

の
防

災
対

策
に

役
立

て
る

こ
と

。
平

成
1
4
年

8
月

2
8
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
1
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
2
5
都

市
基

盤
部

道
路

課
雨

量
・

水
位

観
測

値
の

配
信

に
関

す
る

協
定

東
京

都
第

三
建

設
事

務
所

1
双

方
が

観
測

し
た

雨
量

・
水

位
の

観
測

値
を

相
互

に
配

信
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

3
月

3
1
日

協
定

締
結

の
日

の
翌 日

～
令

和
3
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
2
6
都

市
基

盤
部

道
路

課
Ｉ

Ｔ
Ｖ

映
像

の
受

信
に

関
す

る
協

定
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
長

1
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
が

管
理

す
る

河
川

映
像

を
区

が
受

信
す

る
た

め
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

1
5
年

1
月

7
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
1
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
2
7
都

市
基

盤
部

道
路

課
河

川
水

位
計

・
雨

量
計

の
観

測
値

の
配

信
に

関
す

る
協

定
千

代
田

区
1
区

が
設

置
し

、
及

び
配

信
を

受
け

て
い

る
河

川
水

位
計

・
雨

量
計

の
観

測
値

を
千

代
田

区
に

配
信

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
1
8
年

1
1
月

2
7
日

締
結

の
翌

日
～

平
成

2
0
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
2
8
都

市
基

盤
部

道
路

課
河

川
水

位
計

・
雨

量
計

の
観

測
値

の
配

信
に

関
す

る
協

定
文

京
区

1
区

が
設

置
し

た
雨

量
・

水
位

の
観

測
値

を
文

京
区

に
配

信
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

3
月

3
1
日

協
定

の
締

結
の

日
～

令
和

3
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
2
9
都

市
基

盤
部

道
路

課
雨

量
・

水
位

観
測

値
の

配
信

に
関

す
る

協
定

書
杉

並
区

長
1
杉

並
区

が
設

置
し

た
雨

量
・

水
位

テ
レ

メ
ー

タ
の

観
測

値
を

区
に

配
信

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
昭

和
6
2
年

4
月

1
日

協
定

締
結

の
日

の
翌 日

～
昭

和
6
3
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
3
0
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
区

河
川

情
報

の
配

信
に

関
す

る
協

定
書

中
野

警
察

署
1
区

の
地

域
雨

量
、

河
川

水
位

及
び

河
川

映
像

の
情

報
を

配
信

す
る

た
め

、
端

末
装

置
等

の
設

置
及

び
管

理
運

用
等

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

3
月

3
1
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
3
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
3
1
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
区

河
川

情
報

の
配

信
に

関
す

る
協

定
書

野
方

警
察

署
1
区

の
地

域
雨

量
、

河
川

水
位

及
び

河
川

映
像

の
情

報
を

配
信

す
る

た
め

、
端

末
装

置
等

の
設

置
及

び
管

理
運

用
等

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

3
月

3
1
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
3
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
3
2
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
区

河
川

情
報

の
配

信
に

関
す

る
協

定
書

中
野

消
防

署
1
区

の
地

域
雨

量
、

河
川

水
位

及
び

河
川

映
像

の
情

報
を

配
信

す
る

た
め

、
端

末
装

置
等

の
設

置
及

び
管

理
運

用
等

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

3
月

3
1
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
3
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
3
3
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
区

河
川

情
報

の
配

信
に

関
す

る
協

定
書

野
方

消
防

署
1
区

の
地

域
雨

量
、

河
川

水
位

及
び

河
川

映
像

の
情

報
を

配
信

す
る

た
め

、
端

末
装

置
等

の
設

置
及

び
管

理
運

用
等

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

3
月

3
1
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
3
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
3
4
都

市
基

盤
部

道
路

課
雪

害
時

に
お

け
る

緊
急

対
策

業
務

に
関

す
る

覚
書

中
野

土
木

防
災

協
力

会
1
雪

害
発

生
時

に
お

け
る

緊
急

対
策

業
務

委
託

に
関

し
、

円
滑

な
運

営
を

図
る

た
め

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
1
5
年

1
2
月

1
1
日

締
結

日
～

平
成

1
6
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
3
5
都

市
基

盤
部

道
路

課
雪

害
時

に
お

け
る

緊
急

対
策

業
務

に
関

す
る

覚
書

中
野

区
造

園
緑

化
業

協
会

1
雪

害
時

に
お

け
る

緊
急

対
策

業
務

委
託

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

円
滑

な
運

営
を

図
る

こ
と

。
平

成
2
6
年

1
2
月

2
2
日

締
結

日
～

平
成

2
7
年

3
月

3
1
日

あ
り
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

3
3
6
都

市
基

盤
部

道
路

課
神

田
川

整
備

事
業

に
伴

う
中

野
区

道
橋

(
本

郷
橋

)
架

替
工

事
の

施
行

及
び

費
用

負
担

等
に

関
す

る
協

定
東

京
都

1
神

田
川

整
備

事
業

に
伴

う
中

野
区

道
橋

(
本
郷

橋
)
架
替

工
事

の
施

行
及

び
費

用
負

担
等

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
元

年
9
月

3
0
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
6
年

3
月

3
1
日

3
3
7
都

市
基

盤
部

道
路

課

神
田

川
整

備
事

業
に

伴
う

中
野

区
道

橋
(
本

郷
橋

)
架

替
工

事
の

施
行

及
び

費
用

負
担

等
に

関
す

る
令

和
4
年

度
協

定

東
京

都
1
令

和
4
年
度

に
施

行
す

る
神

田
川

整
備

事
業

に
伴

う
中

野
区

道
橋

(
本
郷

橋
)
の
架

替
工

事
に

関
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

3
3
8
都

市
基

盤
部

道
路

課
妙

正
寺

川
河

川
整

備
に

伴
う

中
野

区
道

橋
(
新

設
無

名
橋

)
工

事
の

施
行

及
び

費
用

負
担

等
に

関
す

る
覚

書
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
1
妙

正
寺

川
河

川
整

備
に

伴
う

中
野

区
道

橋
(
新
設

無
名

橋
)
工

事
の

施
行

及
び

費
用

負
担

等
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

1
0
月

1
8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
3
9
都

市
基

盤
部

道
路

課
妙

正
寺

川
整

備
事

業
に

伴
う

中
野

区
道

橋
(
丸

山
橋

)
架

替
工

事
の

施
行

及
び

費
用

負
担

等
に

関
す

る
協

定
東

京
都

1
妙

正
寺

川
河

川
整

備
に

伴
う

中
野

区
道

橋
(
丸
山

橋
)
架
替

工
事

の
施

行
及

び
費

用
負

担
等

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
2
年

1
0
月

2
3
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
5
年

2
月

2
8
日

3
4
0
都

市
基

盤
部

道
路

課

妙
正

寺
川

整
備

事
業

に
伴

う
中

野
区

道
橋

(
丸

山
橋

)
架

替
工

事
の

施
行

及
び

費
用

負
担

等
に

関
す

る
令

和
4
年

度
協

定

東
京

都
1
令

和
4
年
度

に
施

行
す

る
妙

正
寺

川
整

備
事

業
に

伴
う

中
野

区
道

橋
(
丸
山

橋
)
の
架

替
工

事
に

関
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
5
年

2
月

2
8
日

3
4
1
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
二

丁
目

土
地

区
画

整
理

事
業

の
施

行
に

伴
う

電
線

共
同

溝
の

整
備

に
関

す
る

覚
書

中
野

二
丁

目
土

地
区

画
整

理
組

合
1
土

地
区

画
整

理
事

業
の

施
行

に
伴

う
電

線
共

同
溝

の
整

備
範

囲
、

整
備

手
法

、
建

設
費

及
び

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

定
め

、
円

滑
な

事
務

処
理

と
工

事
の

遂
行

を
図

る
こ

と
。

平
成

3
1
年

4
月

2
3
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
4
2
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
三

丁
目

土
地

区
画

整
理

事
業

に
係

る
電

線
共

同
溝

の
整

備
に

関
す

る
覚

書

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

1
土

地
区

画
整

理
事

業
の

施
行

に
伴

う
電

線
共

同
溝

の
整

備
範

囲
、

整
備

手
法

、
建

設
費

及
び

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

定
め

、
円

滑
な

事
務

処
理

と
工

事
の

遂
行

を
図

る
こ

と
。

令
和

2
年

2
月

2
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
4
3
都

市
基

盤
部

道
路

課
協

定
書

財
団

法
人

道
路

管
理

セ
ン

タ
ー

1
道

路
管

理
シ

ス
テ

ム
の

利
用

に
関

す
る

こ
と

。
平

成
4
年

3
月

5
日

協
定

締
結

の
日

～
平

成
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
4
4
都

市
基

盤
部

道
路

課
薬

師
銀

座
商

店
会

カ
ラ

ー
舗

装
に

関
す

る
維

持
管

理
協

定
書

３
者

協
定

①
薬

師
銀

座
商

店
街

振
興

組
合

②
薬

師
銀

座
振

興
組

合
1
カ

ラ
ー

舗
装

の
適

切
な

維
持

管
理

を
行

い
、

良
好

な
道

路
環

境
の

保
持

を
図

る
た

め
。

平
成

2
年

9
月

4
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
4
5
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
北

口
三

番
街

親
睦

会
カ

ラ
ー

舗
装

に
関

す
る

維
持

管
理

協
定

書
中

野
北

口
三

番
街

親
睦

会
1
カ

ラ
ー

舗
装

の
適

切
な

維
持

管
理

を
行

い
、

良
好

な
道

路
環

境
の

保
持

を
図

る
た

め
。

平
成

6
年

8
月

3
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
4
6
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
サ

ン
モ

ー
ル

商
店

街
振

興
組

合
カ

ラ
ー

舗
装

に
関

す
る

維
持

管
理

協
定

書

中
野

サ
ン

モ
ー

ル
商

店
街

振
興

組
合

1
カ

ラ
ー

舗
装

の
適

切
な

維
持

管
理

を
行

い
、

良
好

な
道

路
環

境
の

保
持

を
図

る
た

め
。

平
成

1
0
年

1
月

2
3
日

平
成

1
0
年

6
月

1
日

～
定

め
な

し

3
4
7
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
サ

ン
モ

ー
ル

商
店

街
振

興
組

合
カ

ラ
ー

舗
装

に
関

す
る

維
持

管
理

協
定

書

中
野

サ
ン

モ
ー

ル
商

店
街

振
興

組
合

1
カ

ラ
ー

舗
装

の
適

切
な

維
持

管
理

を
行

い
、

良
好

な
道

路
環

境
の

保
持

を
図

る
た

め
。

平
成

1
3
年

9
月

2
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
4
8
都

市
基

盤
部

道
路

課
川

島
商

店
街

カ
ラ

ー
舗

装
に

関
す

る
協

定
書

川
島

商
店

街
振

興
組

合
1
カ

ラ
ー

舗
装

の
適

切
な

維
持

管
理

を
行

い
、

良
好

な
道

路
環

境
の

保
持

を
図

る
た

め
。

昭
和

6
2
年

4
月

2
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
4
9
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
北

口
白

線
通

り
商

店
会

カ
ラ

ー
舗

装
に

関
す

る
維

持
管

理
協

定
書

中
野

北
口

白
線

通
り

商
店

会
1
カ

ラ
ー

舗
装

の
適

切
な

維
持

管
理

を
行

い
、

良
好

な
道

路
環

境
の

保
持

を
図

る
た

め
。

平
成

5
年

7
月

2
6
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
5
0
都

市
基

盤
部

道
路

課
南

台
商

店
街

振
興

組
合

カ
ラ

ー
ア

ス
コ

ン
舗

装
及

び
特

殊
絵

柄
設

置
に

関
す

る
維

持
管

理
協

定
書

南
台

商
店

街
振

興
組

合
1
カ

ラ
ー

舗
装

の
適

切
な

維
持

管
理

を
行

い
、

良
好

な
道

路
環

境
の

保
持

を
図

る
た

め
。

平
成

1
3
年

2
月

1
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
5
1
都

市
基

盤
部

道
路

課
覚

書
フ

ィ
リ

ッ
プ

モ
リ

ス
ジ

ャ
パ

ン
合

同
会

社
1
寄

贈
物

件
の

寄
付

に
つ

い
て

、
双

方
の

責
任

及
び

費
用

負
担

な
ど

を
取

決
め

す
る

も
の

。
令

和
2
年

1
2
月

3
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
5
2
都

市
基

盤
部

道
路

課
東

中
野

駅
西

口
連

絡
通

路
管

理
協

定
書

３
者

協
定

①
東

日
本

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

②
株

式
会

社
ア

ト
レ

1
連

絡
通

路
を

適
切

に
管

理
す

る
こ

と
に

よ
り

、
一

般
利

用
者

及
び

鉄
道

利
用

者
に

安
全

便
利

で
快

適
な

歩
行

者
空

間
を

提
供

す
る

た
め

、
管

理
運

営
の

区
分

及
び

方
法

等
を

定
め

る
も

の
。

平
成

2
4
年

9
月

1
8
日

協
定

締
結

の
日

～
連

絡
通

路
が

存
続

す
る

ま
で

3
5
3
都

市
基

盤
部

道
路

課
東

中
野

西
口

連
絡

通
路

運
営

の
経

費
精

算
に

関
す

る
協

定
書

株
式

会
社

ア
ト

レ
1
業

務
に

関
す

る
経

費
の

負
担

及
び

精
算

方
法

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

使
用

管
理

に
関

す
る

経
費

精
算

業
務

の
簡

便
性

及
び

信
頼

性
を

確
保

し
、

使
用

管
理

の
効

率
的

運
営

を
図

る
こ

と
。

平
成

2
4
年

1
0
月

3
1
日

平
成

2
4
年

1
0
月

3
1
日

～
平

成
2
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
5
4
都

市
基

盤
部

道
路

課
落

合
地

下
通

路
に

関
す

る
維

持
管

理
協

定
書

３
者

協
定

①
東

京
都

第
三

建
設

事
務

所
②

東
京

地
下

鉄
株

式
会

社
1
通

路
を

良
好

な
状

態
に

保
全

し
、

円
滑

な
運

行
を

図
る

た
め

の
必

要
事

項
を

定
め

、
適

正
な

維
持

管
理

を
行

う
こ

と
。

平
成

2
6
年

3
月

2
0
日

協
定

締
結

の
日

～
通

路
の

存
続

中
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

3
5
5
都

市
基

盤
部

道
路

課
落

合
地

下
通

路
に

関
す

る
覚

書
東

京
地

下
鉄

株
式

会
社

1
業

務
に

関
す

る
経

費
の

負
担

及
び

精
算

方
法

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

使
用

管
理

に
関

す
る

経
費

精
算

業
務

の
簡

便
性

及
び

信
頼

性
を

確
保

し
、

使
用

管
理

の
効

率
的

運
営

を
図

る
こ

と
。

平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

覚
書

締
結

日
～

通
路

の
存

続
中

3
5
6
都

市
基

盤
部

道
路

課
道

路
工

事
等

に
伴

う
下

水
道

施
設

の
補

修
及

び
高

さ
調

整
工

事
の

受
委

託
に

関
す

る
協

定
東

京
都

下
水

道
局

1

道
路

工
事

及
び

ま
ち

づ
く

り
工

事
に

伴
う

下
水

道
施

設
の

補
修

及
び

高
さ

調
整

工
事

の
受

委
託

に
関

し
て

、
手

続
等

の
必

要
な

事
項

を
定

め
、

明
確

な
事

務
処

理
及

び
適

正
か

つ
円

滑
な

工
事

の
施

行
を

図
る

こ
と

。

令
和

3
年

1
0
月

1
1
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
5
7
都

市
基

盤
部

道
路

課
路

面
下

空
洞

復
旧

に
関

す
る

覚
書

８
者

協
定

①
東

京
都

水
道

局
西

部
支

所
②

東
京

都
下

水
道

局
西

部
第

一
下

水
道

事
務

所
③

東
日

本
電

信
電

話
株

式
会

社
東

京
事

業
部

設
備

部
④

東
京

電
力

パ
ワ

ー
グ

リ
ッ

ド
株

式
会

社
東

京
総

支
社

⑤
東

京
ガ

ス
株

式
会

社
中

央
導

管
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
セ

ン
タ

ー
⑥

東
京

地
下

鉄
株

式
会

社
土

木
事

務
所

⑦
西

武
鉄

道
株

式
会

社

1

区
道

等
の

安
全

で
円

滑
な

交
通

を
確

保
す

る
た

め
、

路
面

下
の

空
洞

に
関

す
る

調
査

、
工

事
等

の
役

割
分

担
、

費
用

負
担

等
に

つ
い

て
定

め
、

相
互

に
協

力
し

て
空

洞
の

早
期

復
旧

を
図

る
こ

と
。

令
和

2
年

3
月

1
6
日

覚
書

の
締

結
の

日
～

定
め

な
し

3
5
8
都

市
基

盤
部

道
路

課

無
電

柱
化

事
業

の
施

行
に

伴
う

固
定

資
産

の
譲

渡
及

び
譲

渡
設

備
を

活
用

し
た

電
線

共
同

溝
工

事
等

に
関

す
る

基
本

協
定

３
者

協
定

①
東

京
電

力
パ

ワ
ー

グ
リ

ッ
ド

株
式

会
社

②
東

電
タ

ウ
ン

プ
ラ

ン
ニ

ン
グ

株
式

会
社

1

相
手

方
の

資
産

の
譲

渡
及

び
譲

渡
設

備
を

活
用

し
た

電
線

共
同

溝
工

事
等

を
実

施
す

る
場

合
に

お
け

る
、

設
計

、
施

工
、

維
持

管
理

、
費

用
負

担
等

に
関

し
て

基
本

的
事

項
を

定
め

、
工

事
の

的
確

な
業

務
処

理
及

び
円

滑
な

遂
行

を
図

る
こ

と
。

令
和

2
年

4
月

1
日

協
定

締
結

日
～

令
和

3
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
5
9
都

市
基

盤
部

道
路

課

無
電

柱
化

事
業

の
施

行
に

伴
う

譲
渡

設
備

を
活

用
し

た
電

線
共

同
溝

工
事

等
の

委
託

に
関

す
る

協
定

(
中

野
区

特
別

区
道

第
1
4
-
9
1
0
号

)

東
電

タ
ウ

ン
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
株

式
会

社
1
区

道
1
4
-
9
1
0
号

無
電

柱
化

事
業

の
施

行
に

伴
う

電
線

共
同

溝
工

事
等

の
委

託
に

関
す

る
こ

と
。

令
和

2
年

6
月

2
日

協
定

締
結

日
～

令
和

5
年

3
月

3
1
日

3
6
0
都

市
基

盤
部

道
路

課

無
電

柱
化

事
業

の
施

行
に

伴
う

譲
渡

設
備

を
活

用
し

た
電

線
共

同
溝

工
事

等
の

委
託

に
関

す
る

令
和

4
年

度
協

定
(
中

野
区

特
別

区
道

第
1
4
-
9
1
0
号

)

東
電

タ
ウ

ン
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
株

式
会

社
1
区

道
1
4
-
9
1
0
号

に
係

る
電

線
共

同
溝

工
事

等
の

令
和

4
年

度
の

委
託

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

協
定

締
結

日
～

令
和

5
年

3
月

3
1
日

3
6
1
都

市
基

盤
部

道
路

課

無
電

柱
化

事
業

の
施

行
に

伴
う

電
線

共
同

溝
工

事
等

の
委

託
に

関
す

る
協

定
(
中

野
区

特
別

区
道

1
4
-
8
8
0
電

線
共

同
溝

)

３
者

協
定

①
東

京
電

力
パ

ワ
ー

グ
リ

ッ
ド

株
式

会
社

②
東

電
タ

ウ
ン

プ
ラ

ン
ニ

ン
グ

株
式

会
社

1

区
道

1
4
-
8
8
0
無

電
柱

化
事

業
に

伴
い

、
コ

ス
ト

縮
減

と
工

期
短

縮
を

図
る

手
法

に
よ

る
電

線
共

同
溝

工
事

等
を

実
施

す
る

場
合

に
お

け
る

、
設

計
・

施
工

・
費

用
負

担
に

関
す

る
事

項
を

定
め

、
的

確
な

事
務

処
理

と
工

事
の

円
滑

な
遂

行
を

図
る

。

令
和

2
年

4
月

1
日

協
定

締
結

日
～

令
和

8
年

3
月

3
1
日

3
6
2
都

市
基

盤
部

道
路

課

無
電

柱
化

事
業

の
施

行
に

伴
う

固
定

資
産

の
譲

渡
及

び
譲

渡
設

備
を

活
用

し
た

電
線

共
同

溝
工

事
等

に
関

す
る

基
本

協
定

３
者

協
定

①
東

日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

②
エ

ヌ
・

テ
ィ

・
テ

ィ
・

イ
ン

フ
ラ

ネ
ッ

ト
株

式
会

社

1

相
手

方
の

資
産

の
譲

渡
及

び
譲

渡
設

備
を

活
用

し
た

電
線

共
同

溝
工

事
を

実
施

す
る

場
合

に
お

け
る

、
資

産
の

譲
渡

、
設

計
、

施
工

、
維

持
管

理
、

費
用

負
担

及
び

工
事

に
よ

り
整

備
し

た
施

設
の

維
持

管
理

等
に

係
る

基
本

的
事

項
を

定
め

、
的

確
な

業
務

処
理

と
工

事
の

円
滑

な
遂

行
を

図
る

こ
と

。

令
和

4
年

3
月

8
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
6
3
都

市
基

盤
部

道
路

課

無
電

柱
化

事
業

の
施

行
に

伴
う

譲
渡

設
備

を
活

用
し

た
電

線
共

同
溝

工
事

等
に

係
る

調
査

設
計

の
委

託
に

関
す

る
協

定
(
中

野
区

特
別

区
道

1
4
-
8
8
0
)

エ
ヌ

・
テ

ィ
・

テ
ィ

・
イ

ン
フ

ラ
ネ

ッ
ト

株
式

会
社

1
区

道
1
4
-
8
8
0
の

電
線

共
同

溝
工

事
等

の
調

査
設

計
の

委
託

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
5
日

協
定

締
結

日
～

令
和

5
年

3
月

3
1
日

3
6
4
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
区

特
別

区
道

1
4
-
9
4
0
の

道
路

拡
幅

及
び

電
線

共
同

溝
の

整
備

の
委

託
に

関
す

る
基

本
協

定
書

公
益

財
団

法
人

東
京

都
道

路
整

備
保

全
公

社
1

災
害

時
の

避
難

経
路

、
円

滑
な

消
防

、
救

急
活

動
な

ど
地

域
の

防
災

性
向

上
及

び
居

住
環

境
の

改
善

の
た

め
、

区
道

1
4
-
9
4
0
の

道
路

拡
幅

及
び

電
線

共
同

溝
の

整
備

の
早

期
完

成
へ

向
け

た
役

割
分

担
な

ど
基

本
的

事
項

を
定

め
る

こ
と

。

令
和

3
年

6
月

1
7
日

協
定

締
結

の
日

～
事

業
完

了
の

日

3
6
5
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
区

特
別

区
道

1
4
-
9
4
0
の

道
路

拡
幅

及
び

電
線

共
同

溝
の

整
備

の
委

託
に

関
す

る
施

行
協

定
書

公
益

財
団

法
人

東
京

都
道

路
整

備
保

全
公

社
1
区

道
1
4
-
9
4
0
の

道
路

拡
幅

及
び

電
線

共
同

溝
の

整
備

の
円

滑
か

つ
着

実
な

遂
行

を
図

る
た

め
、

施
行

に
関

す
る

基
本

的
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

3
年

1
0
月

2
6
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
9
年

3
月

3
1
日

35



通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

3
6
6
都

市
基

盤
部

道
路

課
中

野
区

特
別

区
道

1
4
-
9
4
0
の

道
路

拡
幅

及
び

電
線

共
同

溝
の

整
備

の
委

託
に

関
す

る
2
0
2
2
年

度
協

定
書

公
益

財
団

法
人

東
京

都
道

路
整

備
保

全
公

社
1
区

道
1
4
-
9
4
0
の

道
路

拡
幅

及
び

電
線

共
同

溝
の

整
備

に
関

す
る

令
和

4
年
度

の
委

託
内

容
、

委
託

費
、

委
託

費
の

支
払

等
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

協
定

締
結

日
～

令
和

5
年

3
月

3
1
日

3
6
7
都

市
基

盤
部

道
路

課
協

定
書

東
日

本
旅

客
鉄

道
株

式
会

社
東

京
支

社
1
中

央
線

東
中

野
・

中
野

間
1
3
k
4
4
0
m
付
近

上
の

原
こ

線
橋

補
修

工
事

の
施

行
に

関
す

る
こ

と
。

令
和

元
年

1
2
月

1
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
6
8
都

市
基

盤
部

道
路

課
2
0
2
2
年

度
協

定
書

東
日

本
旅

客
鉄

道
株

式
会

社
東

京
支

社
1
中

央
線

東
中

野
・

中
野

間
1
3
k
4
4
0
m
付
近

上
の

原
こ

線
橋

補
修

工
事

に
お

い
て

令
和

4
年
度
に
施

行
す

る
工

事
等

の
内

容
、

工
事

費
、

工
事

費
の

支
払

時
期

及
び

方
法

等
に

関
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
6
9
都

市
基

盤
部

道
路

課
土

砂
災

害
特

別
警

戒
区

域
対

策
工

事
の

共
同

実
施

等
に

関
す

る
基

本
協

定
書

上
高

田
四

丁
目

団
地

管
理

組
合

法
人

1

土
砂

災
害

特
別

警
戒

区
域

に
指

定
さ

れ
て

い
る

、
上

高
田

四
丁

目
1
7
番

及
び

1
8
番

に
存

す
る

区
域

に
お

け
る

、
警

戒
区

域
指

定
解

除
の

た
め

の
対

策
工

事
の

実
施

に
関

す
る

基
本

的
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

7
月

6
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
7
0
都

市
基

盤
部

道
路

課
土

砂
災

害
特

別
警

戒
区

域
対

策
工

事
の

共
同

実
施

等
に

関
す

る
実

施
協

定
書

上
高

田
四

丁
目

団
地

管
理

組
合

法
人

1
土

砂
災

害
特

別
警

戒
区

域
指

定
解

除
の

た
め

の
対

策
工

事
の

双
方

そ
れ

ぞ
れ

が
負

担
す

る
額

や
、

負
担

額
の

清
算

方
法

等
の

詳
細

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

7
月

1
1
日

協
定

締
結

日
～

令
和

5
年

3
月

3
1
日

3
7
1
都

市
基

盤
部

道
路

課
無

電
柱

化
事

業
の

施
行
に

伴
う

引
込

管
路

工
事

等
に

関
す

る
基

本
協

定

３
者

協
定

①
東

京
電

力
パ

ワ
ー

グ
リ

ッ
ド

株
式

会
社

②
東

電
タ

ウ
ン

プ
ラ

ン
ニ

ン
グ

株
式

会
社

1

無
電

柱
化

事
業

に
伴

う
引

込
管

路
工

事
等

を
実

施
す

る
場

合
に

お
け

る
、

設
計

、
施

工
、

維
持

管
理

、
費

用
負

担
等

に
関

し
て

基
本

的
事

項
を

定
め

、
工

事
の

的
確

な
業

務
処

理
及

び
円

滑
な

遂
行

を
図

る
こ

と
。

令
和

3
年

2
月

1
日

協
定

締
結

日
～

令
和

3
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
7
2
都

市
基

盤
部

道
路

課
電

線
類

地
中

化
事

業
の

施
行

に
伴

う
引

込
管

工
事

等
に

関
す

る
基

本
協

定

３
者

協
定

①
東

日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

②
エ

ヌ
・

テ
ィ

・
テ

ィ
・

イ
ン

フ
ラ

ネ
ッ

ト
株

式
会

社

1

電
線

類
地

中
化

事
業

に
伴

う
引

込
管

路
工

事
等

を
実

施
す

る
場

合
に

お
け

る
、

設
計

、
施

工
、

維
持

管
理

、
費

用
負

担
等

に
関

し
て

基
本

的
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
的

確
な

業
務

処
理

と
工

事
の

円
滑

な
遂

行
を

図
る

こ
と

。

平
成

1
7
年

6
月

2
3
日

協
定

締
結

日
～

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
7
3
都

市
基

盤
部

公
園

課
東

中
野

駅
構

内
樹

木
維

持
管

理
協

定
書

東
日

本
旅

客
鉄

道
株

式
会

社
1
東

中
野

駅
構

内
に

あ
る

樹
木

の
適

正
な

維
持

を
行

い
、

鉄
道

の
安

全
運

行
を

図
る

こ
と

。
平

成
2
3
年

8
月

2
6
日

平
成

2
3
年

8
月

2
6
日

～
平

成
2
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
7
4
都

市
基

盤
部

公
園

課
2
0
2
2
年

度
東

中
野

駅
構

内
樹

木
維

持
管

理
業

務
に

関
す

る
協

定
書

東
日

本
旅

客
鉄

道
株

式
会

社
1
令

和
4
年
度

の
東

中
野

駅
構

内
樹

木
維

持
管

理
の

業
務

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

6
月

2
9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
7
5
都

市
基

盤
部

公
園

課
囲

桃
園

公
園

管
理

に
つ

い
て

の
覚

書
き

ひ
ま

わ
り

1
囲

桃
園

公
園

の
清

掃
活

動
等

を
地

域
で

自
主

的
に

行
う

こ
と

で
、

地
域

に
と

っ
て

身
近

で
親

し
み

の
あ

る
公

園
と

し
て

い
く

こ
と

。
平

成
2
0
年

5
月

3
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
7
6
都

市
基

盤
部

公
園

課
江

古
田

の
森

公
園

及
び

江
古

田
三

丁
目

地
区

公
共

的
緑

地
等

に
関

す
る

覚
書

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

1
江

古
田

の
森

公
園

及
び

公
園

周
辺

に
お

い
て

良
好

な
緑

地
空

間
を

創
出

し
保

全
す

る
た

め
、

相
互

に
協

力
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
6
年

1
1
月

1
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
7
7
都

市
基

盤
部

公
園

課
江

古
田

の
森

公
園

及
び

江
古

田
三

丁
目

地
区

公
共

的
緑

地
等

の
維

持
管

理
に

関
す

る
覚

書
積

水
ハ

ウ
ス

株
式

会
社

1
江

古
田

の
森

公
園

及
び

公
共

的
緑

地
の

共
同

管
理

者
と

し
て

、
良

好
な

緑
地

空
間

及
び

周
辺

空
間

を
維

持
管

理
す

る
た

め
の

管
理

方
針

と
管

理
作

業
の

内
容

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
3
0
年

9
月

2
1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
7
8
都

市
基

盤
部

公
園

課
妙

正
寺

川
公

園
及

び
妙

正
川

第
一

調
節

池
(
第

Ⅰ
期

分
)
の

管
理

に
関

す
る

協
定

新
宿

区
1
妙

正
寺

川
公

園
及

び
妙

正
寺

川
第

一
調

節
池

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
定

め
る

こ
と

。
昭

和
6
2
年

4
月

1
日

昭
和

6
2
年

4
月

1
日

～
昭

和
6
3
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
7
9
都

市
基

盤
部

公
園

課
妙

正
寺

川
公

園
(
第

Ⅱ
期

分
)
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

基
本

協
定

新
宿

区
1
妙

正
寺

川
公

園
(
第
Ⅱ

期
分

)
に
設

置
す

る
施

設
を

円
滑

に
共

用
す

る
こ

と
。

平
成

9
年

1
2
月

9
日

協
定

の
締

結
の

日
～

1
年

あ
り

3
8
0
都

市
基

盤
部

公
園

課
妙

正
寺

川
公

園
運

動
広

場
の

運
営

に
関

す
る

覚
書

新
宿

区
1
妙

正
寺

川
公

園
運

動
広

場
の

運
営

に
関

す
る

基
本

的
な

事
項

に
関

す
る

こ
と

。
平

成
9
年

1
2
月

9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
8
1
都

市
基

盤
部

公
園

課
妙

正
寺

川
第

二
調

節
池

の
管

理
に

関
す

る
覚

書
３

者
覚

書
①

東
京

都
知

事
②

新
宿

区
長

1
妙

正
寺

川
第

二
調

節
池

と
公

園
の

管
理

に
関

す
る

基
本

的
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

1
2
年

2
月

4
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
8
2
都

市
基

盤
部

公
園

課
妙

正
寺

川
鷺

宮
調

節
池

の
管

理
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
1
妙

正
寺

川
鷺

宮
調

節
池

の
管

理
に

関
す

る
基

本
的

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

2
月

1
9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
8
3
都

市
基

盤
部

公
園

課
妙

正
寺

川
鷺

宮
調

節
池

の
管

理
に

伴
う

費
用

負
担

等
に

関
す

る
覚

書
東

京
都

1
妙

正
寺

川
鷺

宮
調

節
池

の
管

理
に

要
す

る
費

用
の

負
担

等
に

関
す

る
基

本
的

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

2
月

1
9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
8
4
都

市
基

盤
部

建
築

課
中

野
区

木
造

住
宅

耐
震

診
断

の
実

施
に

関
す

る
協

定
書

区
内

建
築

士
事

務
所

(
個
人

含
む

)
３
４

社
3
4
耐

震
診

断
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
2
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
耐

震
診

断
士

の
登

録
の

有
効

期
間

36



通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

3
8
5
都

市
基

盤
部

建
築

課
建

築
確

認
シ

ス
テ

ム
利

用
協

定
一

般
社

団
法

人
建

築
行

政
情

報
セ

ン
タ

ー
1

協
力

し
て

建
築

行
政

共
用

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

シ
ス

テ
ム

を
構

築
し

、
建

築
行

政
事

務
情

報
を

シ
ス

テ
ム

内
に

保
管

し
、

国
、

都
道

府
県

、
特

定
行

政
庁

等
か

ら
の

照
会

、
閲

覧
並

び
に

建
築

行
政

事
務

情
報

の
保

管
、

利
用

の
便

を
図

る
こ

と
。

ま
た

、
建

築
行

政
地

図
情

報
シ

ス
テ

ム
を

提
供

し
情

報
の

登
録

、
管

理
、

照
会

及
び

閲
覧

等
利

用
の

便
を

図
る

こ
と

。

令
和

4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

3
8
6
都

市
基

盤
部

交
通

政
策

課
自

転
車

シ
ェ

ア
リ

ン
グ

広
域

連
携

に
関

す
る

基
本

協
定

書

１
３

者
協

定
①

千
代

田
区

②
中

央
区

③
港

区
④

新
宿

区
⑤

文
京

区
⑥

江
東

区
⑦

品
川

区
⑧

目
黒

区
⑨

大
田

区
⑩

渋
谷

区
⑪

杉
並

区
⑫

練
馬

区

1

東
京

2
0
2
0
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
・

パ
ラ

リ
ン

ピ
ッ

ク
競

技
大

会
及

び
そ

の
後

の
自

転
車

シ
ェ

ア
リ

ン
グ

事
業

の
発

展
を

視
野

に
入

れ
、

連
携

各
区

が
相

互
に

協
力

し
て

広
域

連
携

を
推

進
す

る
こ

と
に

関
し

、
必

要
な

基
本

的
事

項
を

定
め

、
も

っ
て

連
携

区
で

の
自

転
車

シ
ェ

ア
リ

ン
グ

事
業

に
関

す
る

相
乗

効
果

の
向

上
を

図
る

こ
と

。

令
和

4
年

4
月

1
日

協
定

の
締

結
の

日
～

そ
の

年
度

の
3
月

3
1
日

あ
り

3
8
7
都

市
基

盤
部

交
通

政
策

課
自

転
車

シ
ェ

ア
リ

ン
グ

広
域

連
携

に
関

す
る

実
施

協
定

書

１
４

者
協

定
①

千
代

田
区

②
中

央
区

③
港

区
④

新
宿

区
⑤

文
京

区
⑥

江
東

区
⑦

品
川

区
⑧

目
黒

区
⑨

大
田

区
⑩

渋
谷

区
⑪

杉
並

区
⑫

練
馬

区
⑬

株
式

会
社

ド
コ

モ
・

バ
イ

ク
シ

ェ
ア

1

自
転

車
シ

ェ
ア

リ
ン

グ
事

業
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
の

安
全

か
つ

快
適

な
利

用
環

境
の

維
持

向
上

を
図

る
た

め
、

広
域

連
携

に
お

け
る

役
割

分
担

、
最

低
限

度
の

サ
ー

ビ
ス

水
準

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
に

関
し

、
基

本
的

事
項

を
定

め
る

こ
と

。

令
和

4
年

4
月

1
日

協
定

の
締

結
の

日
～

そ
の

年
度

の
3
月

3
1
日

あ
り

3
8
8
都

市
基

盤
部

交
通

政
策

課
中

野
区

自
転

車
シ

ェ
ア

リ
ン

グ
事

業
実

証
実

験
に

関
す

る
令

和
４

年
度

個
別

協
定

書

株
式

会
社

ド
コ

モ
・

バ
イ

ク
シ

ェ
ア

1
中

野
区

自
転

車
シ

ェ
ア

リ
ン

グ
事

業
実

証
実

験
の

実
施

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

3
8
9
都

市
基

盤
部

交
通

政
策

課
中

野
区

地
域

公
共

交
通

サ
ー

ビ
ス

実
証

実
験

運
行

事
業

の
実

施
に

関
す

る
協

定
書

関
東

バ
ス

株
式

会
社

1
若

宮
・

大
和

町
地

域
に

お
け

る
地

域
公

共
交

通
サ

ー
ビ

ス
導

入
の

効
果

や
課

題
等

を
把

握
す

る
た

め
の

実
証

実
験

を
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
3
日

協
定

締
結

日
～

事
業

の
終

了
日

3
9
0
都

市
基

盤
部

交
通

政
策

課
自

転
車

の
譲

渡
に

関
す

る
協

定
書

公
益

社
団

法
人

中
野

区
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン
タ

ー
1
自

転
車

リ
サ

イ
ク

ル
事

業
に

対
す

る
自

転
車

の
譲

渡
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
、

高
年

齢
者

の
雇

用
や

就
業

の
機

会
を

確
保

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

9
月

1
日

令
和

4
年

9
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
9
1
都

市
基

盤
部

交
通

政
策

課
囲

町
東

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
に

伴
う

仮
設

中
野

西
自

転
車

駐
車

場
の

維
持

管
理

に
関

す
る

協
定

囲
町

東
地

区
市

街
地

再
開

発
組

合
1
仮

設
中

野
西

自
転

車
駐

車
場

を
維

持
管

理
す

る
こ

と
に

つ
い

て
定

め
、

も
っ

て
安

全
で

利
便

性
の

高
い

仮
設

自
転

車
駐

車
場

の
実

現
に

資
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

9
月

2
0
日

令
和

4
年

9
月

2
0
日

～
令

和
8
年

1
月

1
9
日

3
9
2
都

市
基

盤
部

交
通

政
策

課
ア

ト
レ

ヴ
ィ

東
中

野
の

附
置

義
務

自
転

車
駐

車
場

に
関

す
る

協
定

書

３
者

協
定

①
東

日
本

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

②
株

式
会

社
ア

ト
レ

1
附

置
義

務
に

基
づ

く
自

転
車

駐
車

場
と

し
て

、
東

中
野

自
転

車
駐

車
場

の
一

部
を

活
用

し
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
。

平
成

2
8
年

5
月

1
9
日

定
め

な
し

～
地

下
駐

車
場

が
存

続
す

る
期

間

3
9
3
都

市
基

盤
部

交
通

政
策

課
仮

設
自

転
車

駐
車

場
運

営
に

関
す

る
協

定
書

管
理

組
合

法
人

ブ
ロ

ー
ド

ウ
ェ

イ
1
仮

設
自

転
車

駐
車

場
を

管
理

し
、

運
営

す
る

こ
と

に
関

す
る

こ
と

。
平

成
2
5
年

4
月

1
日

平
成

2
5
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
9
4
都

市
基

盤
部

住
宅

課
中

野
区

空
家

等
対

策
の

推
進

に
関

す
る

協
定

書
ま

ち
づ

く
り

推
進

土
地

建
物

協
議

会
1

空
家

等
の

対
策

に
関

し
相

互
に

連
携

及
び

協
力

す
る

こ
と

で
、

も
っ

て
区

民
及

び
所

有
者

等
の

生
命

、
身

体
又

は
財

産
を

保
護

す
る

と
と

も
に

、
良

好
な

生
活

環
境

の
保

全
及

び
安

全
安

心
な

ま
ち

づ
く

り
の

促
進

に
よ

り
、

空
家

等
の

適
正

管
理

及
び

利
活

用
を

推
進

す
る

こ
と

。

令
和

3
年

6
月

4
日

令
和

3
年

6
月

4
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
9
5
都

市
基

盤
部

住
宅

課
中

野
区

住
宅

増
改

築
相

談
事

業
実

施
に

係
る

協
定

書
区

内
小

規
模

建
設

事
業

者
団

体
連

絡
会

1
住

宅
増

改
築

相
談

事
業

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

。
平

成
4
年

6
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

3
9
6
都

市
基

盤
部

住
宅

課
中

野
区

住
み

替
え

支
援

事
業

に
か

か
る

事
業

協
力

に
関

す
る

協
定

書
社

団
法

人
東

京
都

宅
地

建
物

取
引

業
協

会
中

野
区

支
部

1

引
き

続
き

区
内

に
居

住
す

る
こ

と
を

希
望

し
な

が
ら

も
、

民
間

賃
貸

住
宅

の
確

保
が

困
難

な
高

齢
者

、
障

害
者

、
ひ

と
り

親
世

帯
に

対
す

る
住

み
替

え
支

援
事

業
に

関
し

て
、

不
動

産
取

引
に

係
る

専
門

的
立

場
か

ら
こ

れ
に

協
力

し
、

相
互

に
連

携
し

て
当

該
事

業
の

円
滑

な
運

営
を

図
る

こ
と

。

平
成

1
8
年

8
月

1
日

平
成

1
8
年

8
月

1
日

～
平

成
1
9
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
9
7
都

市
基

盤
部

住
宅

課
中

野
区

住
み

替
え

支
援

事
業

に
か

か
る

事
業

協
力

に
関

す
る

協
定

書
社

団
法

人
全

日
本

不
動

産
協

会
中

野
・

杉
並

支
部

1

引
き

続
き

区
内

に
居

住
す

る
こ

と
を

希
望

し
な

が
ら

も
、

民
間

賃
貸

住
宅

の
確

保
が

困
難

な
高

齢
者

、
障

害
者

、
ひ

と
り

親
世

帯
に

対
す

る
住

み
替

え
支

援
事

業
に

関
し

て
、

不
動

産
取

引
に

係
る

専
門

的
立

場
か

ら
こ

れ
に

協
力

し
、

相
互

に
連

携
し

て
当

該
事

業
の

円
滑

な
運

営
を

図
る

こ
と

。

平
成

1
8
年

8
月

1
日

平
成

1
8
年

8
月

1
日

～
平

成
1
9
年

3
月

3
1
日

あ
り

3
9
8
都

市
基

盤
部

住
宅

課
中

野
区

住
宅

確
保

要
配

慮
者

入
居

支
援

事
業

の
実

施
に

関
す

る
協

定
書

ホ
ー

ム
ネ

ッ
ト

株
式

会
社

1
区

が
行

う
住

宅
確

保
要

配
慮

者
入

居
支

援
事

業
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

当
該

事
業

に
係

る
協

力
事

項
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
。

平
成

3
1
年

1
月

2
3
日

平
成

3
1
年

1
月

2
3
日

～
平

成
3
1
年

3
月

3
1
日

あ
り
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

3
9
9
都

市
基

盤
部

住
宅

課
協

定
書

生
活

共
同

組
合

パ
ル

シ
ス

テ
ム

東
京

1
シ

テ
ィ

ラ
イ

フ
東

中
野

の
施

設
及

び
設

備
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

た
め

、
維

持
管

理
経

費
の

負
担

等
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
平

成
2
6
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
0
0
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
新

井
薬

師
駅

前
及

び
沼

袋
駅

の
駅

前
広

場
に

関
す

る
基

本
協

定
書

西
武

鉄
道

株
式

会
社

1

駅
前

広
場

の
計

画
、

整
備

等
に

つ
い

て
誠

意
を

持
っ

て
相

互
に

協
力

す
る

こ
と

に
よ

り
、

今
後

の
都

市
計

画
等

の
諸

手
続

を
円

滑
に

進
め

、
西

武
鉄

道
新

宿
線

(
中
井

～
野

方
駅

間
)
連
続

立
体

交
差

事
業

、
駅

前
広

場
の

整
備

及
び

新
井

薬
師

前
駅

及
び

沼
袋

駅
の

周
辺

の
ま

ち
づ

く
り

の
早

期
実

現
を

図
る

も
の

。

平
成

2
3
年

4
月

1
9
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
0
1
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
管

理
協

定
書

３
者

協
定

①
東

京
都

②
西

武
鉄

道
株

式
会

社
1

西
武

鉄
道

新
宿

線
(
中
井

～
野

方
間

駅
)
連
続

立
体

交
差

事
業

の
施

工
に

伴
う

、
補

助
第

2
2
0
号
線

(
Ⅰ
期

区
間

付
近

)
、
区

画
街

路
3
号
線

及
び

区
画

街
路

4
号
線

(
Ⅰ
期

区
間

)
の
事

業
用

地
を

使
用

す
る

際
の

、
安

全
か

つ
適

正
な

管
理

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

令
和

2
年

1
2
月

2
2
日

協
定

締
結

の
日

～
事

業
の

完
了

の
日

4
0
2
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
覚

書
３

者
協

定
①

東
京

都
②

西
武

鉄
道

株
式

会
社

1
西

武
鉄

道
新

宿
線

(
中
井

～
野

方
間

駅
)
連
続

立
体

交
差

事
業

と
補

助
第

2
2
0
号
線

と
が

競
合

す
る

画
地

に
お

け
る

画
地

A
の

競
合

画
地

の
費

用
負

担
に

関
す

る
こ

と
。

令
和

元
年

1
2
月

7
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
0
3
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
街

路
事

業
に

関
す

る
協

定
書

西
京

信
用

金
庫

沼
袋

支
店

1

区
画

街
路

第
4
号
線

整
備

事
業

に
お

け
る

土
地

所
有

者
等

の
関

係
権

利
者

が
生

活
再

建
に

向
け

た
見

通
し

が
得

ら
れ

る
よ

う
に

、
債

務
や

資
金

計
画

等
の

金
融

に
つ

い
て

の
相

談
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

本
事

業
の

円
滑

な
進

捗
を

図
る

こ
と

。

令
和

2
年

7
月

1
日

協
定

締
結

日
～

5
年

間
あ

り

4
0
4
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
街

路
事

業
に

関
す

る
協

定
書

西
武

信
用

金
庫

1

区
画

街
路

第
4
号
線

整
備

事
業

に
お

け
る

土
地

所
有

者
等

の
関

係
権

利
者

が
生

活
再

建
に

向
け

た
見

通
し

が
得

ら
れ

る
よ

う
に

、
債

務
や

資
金

計
画

等
の

金
融

に
つ

い
て

の
相

談
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

本
事

業
の

円
滑

な
進

捗
を

図
る

こ
と

。

令
和

2
年

7
月

3
0
日

協
定

締
結

日
～

5
年

間
あ

り

4
0
5
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
街

路
事

業
に

関
す

る
協

定
書

芝
信

用
金

庫
沼

袋
支

店
1

区
画

街
路

第
4
号
線

整
備

事
業

に
お

け
る

土
地

所
有

者
等

の
関

係
権

利
者

が
生

活
再

建
に

向
け

た
見

通
し

が
得

ら
れ

る
よ

う
に

、
債

務
や

資
金

計
画

等
の

金
融

に
つ

い
て

の
相

談
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

本
事

業
の

円
滑

な
進

捗
を

図
る

こ
と

。

令
和

2
年

1
0
月

1
3
日

協
定

締
結

日
～

5
年

間
あ

り

4
0
6
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
不

動
産

情
報

の
提

供
に

関
す

る
協

定
書

公
益

社
団

法
人

東
京

都
宅

地
建

物
取

引
業

協
会

中
野

区
支

部
1

都
市

計
画

道
路

な
ど

の
道

路
事

業
に

お
け

る
土

地
所

有
者

等
の

関
係

権
利

者
が

移
転

に
際

し
て

必
要

と
す

る
不

動
産

に
つ

い
て

、
良

質
の

代
替

地
、

住
替

住
宅

、
賃

貸
物

件
等

の
情

報
提

供
を

行
い

、
も

っ
て

事
業

の
円

滑
な

進
捗

を
図

る
こ

と
。

令
和

2
年

6
月

8
日

令
和

2
年

6
月

8
日

～
5
年

間
あ

り

4
0
7
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
不

動
産

情
報

の
提

供
に

関
す

る
協

定
書

公
益

社
団

法
人

全
日

本
不

動
産

協
会

東
京

都
本

部
中

野
杉

並
支

部
1

都
市

計
画

道
路

な
ど

の
道

路
事

業
に

お
け

る
土

地
所

有
者

等
の

関
係

権
利

者
が

移
転

に
際

し
て

必
要

と
す

る
不

動
産

に
つ

い
て

、
良

質
の

代
替

地
、

住
替

住
宅

、
賃

貸
物

件
等

の
情

報
提

供
を

行
い

、
も

っ
て

事
業

の
円

滑
な

進
捗

を
図

る
こ

と
。

令
和

2
年

6
月

1
日

令
和

2
年

6
月

1
日

～
5
年

間
あ

り

4
0
8
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
ま

ち
づ

く
り

推
進

の
た

め
の

連
携

協
力

に
関

す
る

覚
書

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

1
相

互
に

連
携

協
力

し
あ

う
こ

と
で

、
効

率
的

か
つ

効
果

的
に

成
果

を
挙

げ
る

こ
と

。
平

成
2
0
年

5
月

2
2
日

交
換

の
日

～
1
年

間
あ

り

4
0
9
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
大

和
町

地
区

に
お

け
る

防
災

ま
ち

づ
く

り
の

推
進

に
関

す
る

基
本

協
定

書
独

立
行

政
法

人
都

市
再

生
機

構
1

大
和

町
地

区
の

防
災

性
の

向
上

及
び

居
住

環
境

の
改

善
並

び
に

都
が

進
め

る
特

定
整

備
路

線
(
補
助

第
2
2
7
号
線

)
の
整

備
に

伴
う

沿
道

ま
ち

づ
く

り
に

つ
い

て
、

相
互

に
協

力
し

効
果

的
、

集
中

的
に

推
進

す
る

こ
と

。

平
成

3
0
年

3
月

2
9
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
9
年

3
月

3
1
日

4
1
0
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
大

和
町

地
区

に
お

け
る

木
密

エ
リ

ア
不

燃
化

促
進

事
業

に
関

す
る

協
定

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

1
大

和
町

地
区

に
お

い
て

木
密

エ
リ

ア
不

燃
化

促
進

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

り
、

双
方

そ
れ

ぞ
れ

の
役

割
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

1
2
月

1
9
日

協
定

締
結

日
～

令
和

9
年

3
月

3
1
日

4
1
1
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課

弥
生

町
三

丁
目

周
辺

地
区

　
従

前
居

住
者

用
賃

貸
住

宅
の

管
理

等
に

関
す

る
協

定
書

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

1
従

前
居

住
者

用
賃

貸
住

宅
(
弥
生

町
ま

ち
づ

く
り

住
宅

)
の

借
上

げ
及

び
管

理
等

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
元

年
9
月

2
6
日

定
め

な
し

～

新
た

に
借

り
上

げ
な

い
通

知
を

し
た

日
(
そ

の
時

点
で

借
上

住
宅

が
あ

る
場

合
は

賃
貸

借
契

約
の

終
了

日
)

4
1
2
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課
弥

生
町

三
丁

目
周

辺
地

区
の

防
災

ま
ち

づ
く

り
に

係
る

協
定

書
独

立
行

政
法

人
都

市
再

生
機

構
1

弥
生

町
三

丁
目

周
辺

地
区

に
お

け
る

整
備

プ
ロ

グ
ラ

ム
上

の
整

備
目

標
の

早
期

達
成

に
向

け
て

、
防

災
ま

ち
づ

く
り

の
効

果
的

・
集

中
的

な
事

業
実

施
に

よ
り

、
防

災
性

向
上

と
居

住
環

境
の

改
善

を
図

る
た

め
、

双
方

そ
れ

ぞ
れ

の
役

割
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
。

令
和

3
年

3
月

3
1
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
8
年

3
月

3
1
日

38



通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

4
1
3
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
ま

ち
づ

く
り

事
業

課

弥
生

町
三

丁
目

周
辺

地
区

に
お

け
る

木
密

エ
リ

ア
不

燃
化

促
進

事
業

に
係

る
協

定
書

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

1
弥

生
町

三
丁

目
周

辺
地

区
に

お
い

て
木

密
エ

リ
ア

不
燃

化
促

進
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
り

、
双

方
そ

れ
ぞ

れ
の

役
割

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
3
年

3
月

3
1
日

協
定

締
結

日
～

住
宅

市
街

地
整

備
総

合
整

備
事

業
の

事
業

期
末

又
は

令
和

7
年

度
末

の
い

ず
れ

か
早

い
日

4
1
4
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

中
野

駅
西

側
南

北
通

路
・

橋
上

駅
舎

等
事

業
に

関
す

る
基

本
協

定
書

３
者

協
定

①
東

日
本

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

②
東

京
地

下
鉄

株
式

会
社

1

一
般

歩
行

者
及

び
鉄

道
利

用
者

の
利

便
性

及
び

快
適

性
の

向
上

、
並

び
に

賑
わ

い
の

創
出

等
を

図
る

た
め

、
中

野
駅

西
側

南
北

通
路

・
橋

上
駅

舎
等

事
業

及
び

駅
ビ

ル
建

設
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
関

連
す

る
基

本
的

事
項

を
定

め
、

相
互

に
協

力
し

て
事

業
を

円
滑

に
進

め
る

こ
と

。

平
成

2
6
年

6
月

2
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
1
5
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

「
中

野
駅

西
側

南
北

通
路

・
橋

上
駅

舎
等

事
業

に
関

す
る

基
本

協
定

書
」

に
関

す
る

覚
書

東
日

本
旅

客
鉄

道
株

式
会

社
1
中

野
駅

西
側

南
北

通
路

・
橋

上
駅

舎
等

事
業

及
び

駅
ビ

ル
建

設
事

業
に

お
け

る
費

用
負

担
、

新
北

口
広

場
及

び
駅

ビ
ル

建
設

に
伴

い
必

要
と

な
る

駐
車

場
に

関
す

る
こ

と
。

平
成

2
6
年

6
月

2
0
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
1
6
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

中
野

駅
西

側
南

北
通

路
・

橋
上

駅
舎

等
事

業
に

伴
う

工
事

の
施

行
に

関
す

る
協

定
書

３
者

協
定

①
東

日
本

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

②
東

京
地

下
鉄

株
式

会
社

1

中
野

駅
西

側
南

北
通

路
・

橋
上

駅
舎

等
事

業
及

び
中

野
駅

ビ
ル

建
設

事
業

に
伴

う
工

事
の

施
行

に
当

た
り

、
相

互
に

公
正

性
、

透
明

性
の

確
保

に
努

め
る

と
と

も
に

、
協

力
し

て
適

切
な

事
務

処
理

に
努

め
、

事
業

の
推

進
を

図
る

も
の

。

令
和

元
年

1
2
月

1
3
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
1
7
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

中
野

駅
西

側
南

北
通

路
・

橋
上

駅
舎

等
事

業
に

伴
う

工
事

の
施

行
に

関
す

る
令

和
4
年

度
協

定
書

３
者

協
定

①
東

日
本

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

②
東

京
地

下
鉄

株
式

会
社

1
中

野
駅

西
側

南
北

通
路

・
橋

上
駅

舎
等

事
業

及
び

中
野

駅
ビ

ル
建

設
事

業
に

伴
う

令
和

4
年
度

に
施

行
す

る
工

事
に

関
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
1
8
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

中
野

駅
西

側
南

北
通

路
・

橋
上

駅
舎

等
事

業
に

係
る

道
路

一
体

建
物

に
関

す
る

協
定

書

３
者

協
定

①
東

日
本

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

②
東

京
地

下
鉄

株
式

会
社

1

道
路

と
建

物
が

一
体

的
な

構
造

と
な

る
こ

と
に

つ
い

て
合

意
し

、
道

路
一

体
建

物
の

新
築

、
改

築
、

増
築

、
修

繕
、

災
害

復
旧

に
関

す
る

工
事

、
管

理
そ

の
他

道
路

一
体

建
物

と
道

路
の

適
正

な
管

理
を

行
う

た
め

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。

令
和

2
年

6
月

1
0
日

協
定

を
締

結
し

た
日

～
道

路
の

存
す

る
期

間

4
1
9
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

中
野

二
丁

目
土

地
区

画
整

理
事

業
に

お
け

る
電

線
共

同
溝

整
備

の
引

込
管

工
事

等
に

関
す

る
協

定

中
野

二
丁

目
土

地
区

画
整

理
組

合
1

土
地

区
画

整
理

事
業

に
お

い
て

施
工

す
る

電
線

共
同

溝
整

備
の

引
込

管
工

事
等

を
実

施
す

る
場

合
に

お
け

る
、

費
用

負
担

等
に

関
し

て
基

本
的

事
項

を
定

め
、

的
確

な
業

務
処

理
と

工
事

の
円

滑
な

遂
行

を
図

る
こ

と
。

令
和

4
年

6
月

2
9
日

協
定

締
結

日
～

換
地

処
分

の
日

4
2
0
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

電
線

類
地

中
化

事
業

の
施

行
に

伴
う

引
込

管
路

工
事

等
の

委
託

に
関

す
る

令
和

4
年

度
協

定

エ
ヌ

・
テ

ィ
・

テ
ィ

・
イ

ン
フ

ラ
ネ

ッ
ト

株
式

会
社

東
京

支
店

1
令

和
4
年
度

に
お

い
て

施
行

す
べ

き
電

線
類

地
中

化
事

業
に

伴
う

引
込

管
路

工
事

等
の

委
託

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

7
月

4
日

協
定

締
結

日
～

令
和

5
年

3
月

3
1
日

4
2
1
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

無
電

柱
化

事
業

の
施

行
に

伴
う

引
込

管
路

工
事

等
の

委
託

に
関

す
る

令
和

4
年

度
協

定

東
電

タ
ウ

ン
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
株

式
会

社
1
令

和
4
年
度

無
電

柱
化

事
業

の
施

行
に

伴
う

引
込

管
路

工
事

等
の

委
託

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

7
月

5
日

協
定

締
結

日
～

令
和

5
年

3
月

3
1
日

4
2
2
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

中
野

三
丁

目
地

区
の

整
備

に
関

す
る

事
業

実
施

協
定

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

東
日

本
都

市
再

生
本

部
1
中

野
三

丁
目

地
区

の
整

備
に

当
た

り
、

事
業

実
施

に
関

す
る

基
本

的
事

項
を

確
認

す
る

も
の

。
平

成
2
7
年

3
月

2
3
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
2
3
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

東
京

都
市

計
画

土
地

区
画

整
理

事
業

中
野

三
丁

目
土

地
区

画
整

理
事

業
に

関
連

す
る

中
野

区
道

整
備

事
業

に
関

す
る

協
定

書

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

東
日

本
都

市
再

生
本

部
1
区

画
整

理
事

業
及

び
区

道
整

備
事

業
を

円
滑

か
つ

効
率

的
に

実
施

す
る

た
め

、
双

方
の

役
割

分
担

を
は

じ
め

と
す

る
区

道
整

備
事

業
の

執
行

に
関

す
る

事
項

を
定

め
る

も
の

。
令

和
4
年

6
月

2
9
日

協
定

の
締

結
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

4
2
4
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

区
役

所
・

サ
ン

プ
ラ

ザ
地

区
再

整
備

事
業

の
推

進
に

係
る

協
力

協
定

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

東
日

本
都

市
再

生
本

部
1
区

役
所

・
サ

ン
プ

ラ
ザ

地
区

再
整

備
事

業
計

画
を

双
方

協
力

し
て

検
討

を
進

め
る

に
当

た
り

必
要

と
な

る
協

力
内

容
そ

の
他

条
件

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
。

平
成

2
8
年

9
月

3
0
日

協
定

締
結

日
～

1
年

間
あ

り

4
2
5
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

中
野

四
丁

目
新

北
口

駅
前

土
地

区
画

整
理

事
業

実
施

に
関

す
る

協
定

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

東
日

本
都

市
再

生
本

部
1
土

地
区

画
整

理
事

業
に

つ
い

て
、

基
本

的
事

項
及

び
双

方
の

役
割

分
担

を
確

認
す

る
も

の
。

令
和

2
年

6
月

1
0
日

協
定

を
締

結
し

た
日

～
事

業
計

画
に

定
め

る
事

業
期

間
の

終
了

日

4
2
6
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

東
京

都
市

計
画

道
路

事
業

幹
線

街
路

補
助

線
街

路
第

2
2
3
号

線
工

事
に

係
る

東
京

都
市

計
画

土
地

区
画

整
理

事
業

中
野

四
丁

目
新

北
口

駅
前

土
地

区
画

整
理

事
業

の
費

用
負

担
に

関
す

る
覚

書

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

東
日

本
都

市
再

生
本

部
1
補

助
第

2
2
3
号
線

工
事

に
必

要
な

道
路

用
地

を
、

土
地

区
画

整
理

事
業

に
よ

っ
て

取
得

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
取

決
め

を
す

る
こ

と
。

令
和

3
年

6
月

2
4
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
2
7
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

中
野

三
丁

目
土

地
区

画
整

理
事

業
に

関
連

す
る

中
野

歩
行

者
専

用
道

第
２

号
線

整
備

事
業

に
関

す
る

基
本

協
定

書

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

東
日

本
都

市
再

生
本

部
1
土

地
区

画
整

理
事

業
及

び
歩

行
者

専
用

道
第

2
号
線

整
備

事
業

を
円

滑
か

つ
効

率
的

に
実

施
す

る
た

め
、

事
業

の
執

行
に

関
す

る
基

本
的

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

3
年

7
月

8
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し
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通
番

所
管

協
定

の
名

称
協

定
の

相
手

方
協

定
数

協
定

の
概

要
、

目
的

協
定

締
結

日
自

動
更

新
(
延

長
)

協
定

の
有

効
期

間

4
2
8
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

中
野

三
丁

目
土

地
区

画
整

理
事

業
に

関
連

す
る

中
野

歩
行

者
専

用
道

第
２

号
線

整
備

事
業

の
実

施
設

計
に

関
す

る
協

定
書

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

東
日

本
都

市
再

生
本

部
1
歩

行
者

専
用

道
第

2
号
線

整
備

事
業

を
円

滑
か

つ
効

率
的

に
実

施
す

る
た

め
、

双
方

の
役

割
分

担
を

は
じ

め
と

す
る

設
計

の
執

行
に

関
す

る
事

項
を

定
め

る
も

の
。

令
和

3
年

1
0
月

1
9
日

定
め

な
し

～
令

和
4
年

1
2
月

2
8
日

4
2
9
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

中
野

四
丁

目
新

北
口

駅
前

土
地

区
画

整
理

事
業

に
関

連
す

る
幹

線
街

路
補

助
線

街
路

第
2
2
3
号

線
整

備
事

業
に

関
す

る
基

本
協

定
書

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

東
日

本
都

市
再

生
本

部
1
土

地
区

画
整

理
事

業
及

び
街

路
事

業
を

円
滑

か
つ

効
率

的
に

実
施

す
る

た
め

、
事

業
の

執
行

に
関

す
る

基
本

的
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
4
年

5
月

1
2
日

定
め

な
し

～

中
野

四
丁

目
新

北
口

駅
前

土
地

区
画

整
理

事
業

実
施

に
関

す
る

協
定

の
終

了
す

る
日

(
街

路
事

業
が

終
了

し
て

い
な

い
場

合
は

街
路

事
業

の
事

業
期

間
の

終
了

す
る

日
)

4
3
0
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

中
野

四
丁

目
２

番
７

４
地

内
通

路
の

管
理

に
関

す
る

協
定

株
式

会
社

N
T
T
ド
コ

モ
1
通

路
を

継
続

的
に

適
切

に
管

理
し

、
通

路
に

お
け

る
円

滑
な

通
行

の
確

保
の

た
め

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

。
令

和
2
年

5
月

1
日

協
定

を
締

結
し

た
日

～
令

和
1
2
年

3
月

3
1
日

4
3
1
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

基
本

協
定

書
囲

町
東

地
区

市
街

地
再

開
発

組
合

1
囲

町
東

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
の

施
行

に
伴

う
補

助
第

2
2
1
号
線

、
区

画
街

路
第

6
号
線

及
び

区
画

道
路

１
号

の
整

備
に

係
る

公
共

施
設

管
理

者
負

担
金

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
3
年

1
2
月

1
6
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
3
2
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

協
定

書
囲

町
東

地
区

市
街

地
再

開
発

組
合

1
囲

町
東

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
に

係
る

令
和

4
年

度
公

共
施

設
管

理
者

負
担

金
に

係
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

協
定

締
結

の
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

4
3
3
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

基
本

協
定

書
中

野
駅

周
辺

エ
リ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
協

議
会

1
相

互
に

協
力

及
び

連
携

し
て

、
中

野
駅

周
辺

の
エ

リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
推

進
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

2
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
3
4
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

令
和

４
年

度
協

定
書

中
野

駅
周

辺
エ

リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

協
議

会
1
中

野
駅

周
辺

エ
リ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
推

進
事

業
に

係
る

令
和

4
年

度
負

担
金

等
に

関
す

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

2
5
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
3
5
ま

ち
づ

く
り

推
進

部
中

野
駅

周
辺

ま
ち

づ
く

り
課

Ｊ
Ｒ

中
野

駅
北

口
駅

前
広

場
の

管
理

に
関

す
る

協
定

書
東

日
本

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

1
広

場
の

公
共

性
及

び
利

用
者

の
利

便
性

の
保

持
、

歩
行

者
・

車
両

等
の

安
全

か
つ

円
滑

な
通

行
確

保
等

、
良

好
な

広
場

の
管

理
を

図
る

た
め

、
管

理
の

区
分

、
方

法
等

を
定

め
る

も
の

。
平

成
2
4
年

7
月

1
日

定
め

な
し

～
定

め
な

し

4
3
6
教

育
委

員
会

事
務

局
子

ど
も

・
教

育
政

策
課

中
野

区
立

中
学

校
へ

の
新

聞
の

提
供

等
に

関
す

る
協

定
書

中
野

区
新

聞
販

売
同

業
組

合
1
学

校
に

お
い

て
新

聞
を

教
材

と
し

て
活

用
す

る
こ

と
に

よ
り

社
会

性
豊

か
な

青
少

年
の

育
成

を
図

る
こ

と
、

並
び

に
、

活
字

文
化

の
発

展
を

図
る

こ
と

。
平

成
2
9
年

4
月

1
日

平
成

2
9
年

4
月

1
日

～
平

成
3
0
年

3
月

3
1
日

あ
り

4
3
7
教

育
委

員
会

事
務

局
指

導
室

令
和

4
年

度
東

京
都

公
立

学
校

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

の
派

遣
に

関
す

る
協

定
書

東
京

都
教

育
委

員
会

教
育

長
1
都

教
育

委
員

会
が

派
遣

す
る

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

に
関

す
る

こ
と

。
令

和
4
年

4
月

1
日

令
和

4
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

4
3
8
教

育
委

員
会

事
務

局
指

導
室

実
用

英
語

技
能

検
定

の
検

定
料

支
払

に
関

す
る

覚
書

公
益

財
団

法
人

日
本

英
語

検
定

協
会

1

区
立

中
学

校
の

生
徒

が
受

験
す

る
英

検
1
回
分

の
検

定
料

を
全

額
補

助
す

る
こ

と
に

よ
り

受
験

機
会

を
保

証
し

、
も

っ
て

区
立

中
学

校
生

徒
の

英
語

学
習

に
対

す
る

意
欲

向
上

と
基

礎
的

な
学

習
内

容
の

定
着

を
図

る
こ

と
。

令
和

4
年

4
月

1
1
日

覚
書

締
結

日
～

令
和

5
年

3
月

3
1
日

4
3
9
教

育
委

員
会

事
務

局
指

導
室

職
員

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

教
育

委
員

会
1
地

方
自

治
法

第
2
5
2
条
の

1
7
の

規
定

に
基

づ
く

職
員

の
派

遣
に

関
す

る
こ

と
。

令
和

3
年

3
月

1
9
日

令
和

3
年

4
月

1
日

～
令

和
6
年

3
月

3
1
日

4
4
0
教

育
委

員
会

事
務

局
指

導
室

職
員

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

教
育

委
員

会
1
地

方
自

治
法

第
2
5
2
条
の

1
7
の

規
定

に
基

づ
く

職
員

の
派

遣
に

関
す

る
こ

と
。

令
和

2
年

3
月

1
8
日

令
和

2
年

4
月

1
日

～
令

和
5
年

3
月

3
1
日

4
4
1
教

育
委

員
会

事
務

局
指

導
室

職
員

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

教
育

委
員

会
1
地

方
自

治
法

第
2
5
2
条
の

1
7
の

規
定

に
基

づ
く

職
員

の
派

遣
に

関
す

る
こ

と
。

令
和

3
年

3
月

1
5
日

令
和

3
年

4
月

1
日

～
令

和
6
年

3
月

3
1
日

4
4
2
教

育
委

員
会

事
務

局
指

導
室

職
員

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

教
育

委
員

会
1
地

方
自

治
法

第
2
5
2
条
の

1
7
の

規
定

に
基

づ
く

職
員

の
派

遣
に

関
す

る
こ

と
。

平
成

3
0
年

3
月

1
2
日

平
成

3
0
年

4
月

1
日

～
令

和
6
年

3
月

3
1
日

4
4
3
教

育
委

員
会

事
務

局
指

導
室

職
員

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
東

京
都

教
育

委
員

会
1
地

方
自

治
法

第
2
5
2
条
の

1
7
の

規
定

に
基

づ
く

職
員

の
派

遣
に

関
す

る
こ

と
。

平
成

3
1
年

3
月

1
5
日

平
成

3
1
年

4
月

1
日

～
令

和
7
年

3
月

3
1
日

4
4
4
教

育
委

員
会

事
務

局
指

導
室

中
野

区
教

育
委

員
会

と
日

本
女

子
大

学
人

間
社

会
学

部
と

の
連

携
に

関
す

る
協

定
書

日
本

女
子

大
学

人
間

社
会

学
部

1

双
方

の
機

能
及

び
人

的
・

知
的

資
源

を
相

互
に

活
用

し
て

連
携

協
力

を
図

る
こ

と
に

関
し

基
本

的
な

事
項

を
定

め
、

も
っ

て
区

に
お

け
る

教
育

及
び

大
学

に
お

け
る

教
育

の
発

展
充

実
に

寄
与

す
る

こ
と

。

令
和

3
年

2
月

2
6
日

令
和

3
年

4
月

1
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

4
4
5
教

育
委

員
会

事
務

局
指

導
室

中
野

区
教

育
委

員
会

と
日

本
女

子
大

学
人

間
社

会
学

部
と

の
教

育
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
に

関
す

る
協

定
書

日
本

女
子

大
学

人
間

社
会

学
部

1
学

生
が

教
育

現
場

に
お

け
る

就
業

体
験

を
通

じ
て

、
教

育
内

容
、

教
育

方
法

そ
の

他
の

学
校

教
育

に
関

す
る

理
解

を
深

め
る

こ
と

。
令

和
3
年

2
月

2
6
日

令
和

3
年

4
月

1
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

あ
り

合
計

7
7
7

注
：

「
協

定
の

相
手

方
」

欄
の

名
称

は
、

協
定

書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
名

称
に

よ
る

。
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